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　このたび、北本市では、令和8年度から10年間のまちづくりを総合的
に推進する計画として「第六次北本市総合振興計画」を策定しました。今
後、更なる人口減少や少子高齢化が見込まれる中、本市が持続的な発
展を遂げていくためには、社会環境の変化に正しく対応しながら、市民
の皆様の幸福度の向上に取り組むことが重要であると考えています。
　
　将来都市像である「緑にかこまれた健康な文化都市」の実現に向けて、
本市の特長の一つである自然環境の保全や生活に欠かせないインフラ
基盤の整備、教育・福祉・医療など各種制度の充実に取り組むとともに、
このまちの歴史や文化を大切にしながら、人と人とをつないでいくこと
により、豊かで魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

　結びに、本計画の策定に当たり、御支援、御協力をいただきました皆
様に心から感謝申し上げますとともに、今後とも市政に対し、御理解、
御協力を賜りますようお願い申し上げます。



市長が思う「北本市のよいとこ
ろ」って、どんなところ？

北本市は様々な魅力があるまちで

すが、その中でも「豊かな自然」は

大きな魅力ではないでしょうか。

雑木林や公園・緑地のほか、市の西側の荒川

周辺は特に自然環境が豊富で、夏の夜には湿

地でヘイケボタルが飛び交います。都会にあ

りながらも自然を身近に感じて暮らせる、素晴

らしいまちです。

この計画の特色は、どんなところ？

より実効性の高い計画とするため

に、体系的に指標を設定しました。

全ての基本事業に指標が示されて

いるのは特徴的ではないでしょうか。これらの

目標値の達成を通して、更に上の段階の「成

果指標」や計画全体の「総合指標」の向上を目

指し、よりよいまちをつくっていきます。

北本市の未来のこどもたちへの
メッセージは？

これからのまちづくりは、行政だけ

が取り組むものではなく、皆さんと

の「協働」、つまり共に取り組んで

いくことが欠かせません。この計画では、こど

もの権利を守ること、こどもが意見を伝えて社

会に関われるようにすることにも取り組みま

す。一緒に北本の未来をつくっていきましょう！

北本市では、どんなまちづくりを
考えているの？

これからは、人口減少の時代を迎

えます。人口が増えていけばいい、

建物をどんどん造ればいい、とい

う時代ではありません。まちとしての適正な規

模を維持しながら、北本市に興味を持って関

わってくださる「関係人口」を市外にも増やし、

本市の活力としていくことが重要だと考えてい

ます。
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序論

１ 計画策定に当たって
２ 計画策定の背景
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　 第２章　まちづくりの基本原則

第４条　市民及び市は、それぞれが持つまちづくりに関する情報を共有するものとする。

２ 市民は、まちづくりの主役であることを認識し、積極的にまちづくりに参加するものとする。

３ 市長等は、市民の意思を市政に反映させるため、市民の参画の機会を保障するものとする。

４ 市民及び市は、それぞれの責務を認識し、協働してまちづくりを進めるものとする。

　 第４章　市政運営

　 （総合計画等）

第11条　市は、第４条に規定する基本原則にのっとり、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想

　及びこれを実現するための計画（以下「総合計画」という。）を策定しなければならない。

２　市長等は、総合計画に基づく市政運営を行わなければならない。

北本市（以下「本市」という。）では、長期的な展望を持って総合的かつ計画的に行政運営を行
うため、昭和53年度に最初の総合振興計画を策定して以来、五次にわたって総合振興計画を策
定してきました。
　特に近年では、全国の他の自治体と同様、本市においても人口減少局面を迎えており、その状
況の中で、必ずしも量的な成長のみを追求するのではなく、どのように市民の豊かな暮らしを実
現していくかという観点で、質的な成長を目指しながら市政運営を行ってきました。
　こうした流れの中、平成28年度には「市民との協働による持続可能なまちづくり」を基本理念
とした第五次北本市総合振興計画を策定し、目指すまちの姿や目標を成果指標等で具体的に提
示した計画とすることで、市民と市とがまちづくりの方向と達成状況を共有しながら各種の取組
を進めてきました。
　一方で、その策定以降、本市においては、少子高齢化を伴う人口減少の進行や担い手不足、
また、日常生活にも深く影響するグローバル化やデジタル化、自然災害や感染症等に対する安心・
安全の意識の高まり等、我々を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。こうした状況におい
て、定住人口の維持を目指しつつ、人口減少が進む中でも本市に関わる多様な人々の力をまちの
活力に変え、本市の持つ資源を有効に活用しながら、持続可能なまちづくりに取り組む必要があ
ります。
　このような状況の変化を踏まえ、第五次北本市総合振興計画における成果を振り返りつつ、新
たな課題にも対応していけるよう、総合的かつ計画的にまちづくりを進める指針として、第六次
北本市総合振興計画（以下「本計画」という。）を策定するものです。

（１）計画策定の趣旨

（２）計画の位置づけ
　本計画は、本市の最上位計画として、まちづくりの方向性を示すものであり、北本市自治基本条
例第11 条第１項の規定に基づき、第４条に定められた基本原則にのっとり策定するものです。

１  計画策定に当たって

【北本市自治基本条例（一部抜粋）】
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（３）計画の期間と構成

（４）まち・ひと・しごと創生総合戦略との一体化

　本計画は、基本構想及び基本計画並びに別に定める実施計画で構成します。基本構想及び基本計
画については、制度改正や社会状況の変化等により必要が生じた場合は、改訂を行うこととします。

　まち・ひと・しごと創生法において、市町村が定めるよう努めなければならないとされている「市
町村まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「地方版総合戦略」という。）について、本計画と一体的
なものとして策定します。
　具体的には、本計画を構成する３計画（上図参照）のうち「基本計画」を、地方版総合戦略にも相
当するものとします。基本計画の中で示す施策及びそれらの施策に紐づく基本事業ごとに重要業績
評価指標（成果指標・指標）を設定することで、地方版総合戦略としての要件を満たすものとします。

基本構想

基本計画

実施計画

【 実施計画 】

【 基本計画 】

　総合的かつ計画的な行政運営を図るため、
長期的な視点でまちづくりの方向性を定める
ものです。
　計画期間は、令和８年度から令和17年度
までの10年間とします。

　基本構想において定められた政策を実現す
るため、必要な施策を具体化する計画です。
　計画期間は、前期基本計画は令和８年度
から令和12年度までの５年間、後期基本計
画は令和13年度から令和17年度までの５年
間とします。

　基本計画に示した施策・基本事業を実現するための事務事業について、毎年度、計画の進捗状
況を確認するための評価を実施し、評価結果を予算編成等へ活用することで取組の実効性を高め
る計画です。
　実施計画は、毎年度、見直しを行います。

【 基本構想 】

序
論
序
論
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（１）北本市の特徴
位置、地勢

沿革

歴史 ・ 文化 交通の状況

　本市は、埼玉県の中央部に位置し、北及び東は鴻巣市、南は桶川市、西は荒川を挟み吉見
町、川島町に接しています。江戸時代初期に整備された中山道が市域のほぼ中央を南北に縦
断し、西端には荒川が流れ、東西約6.4㎞、南北約6.8㎞、面積19.82㎢とバランスの良いコ
ンパクトな市域を有するまちです。また、東京都心から約45㎞圏に位置しています。
　本市の市域の大部分は、地盤が強く安定した地質の関東ローム層からなる大宮台地上にあ
り、東部の一部分が赤堀川流域の低地に、西部の一部分が荒川流域の低地に位置しています。
居住に適したほぼ平坦な地形で、ＪＲ高崎線の東西に市街地が形成され、その外側には緑豊
かな田園地帯が広がっています。市域には、計画的に保存してきた雑木林が点在するほか、自
然に親しめる公園や緑地、湧水を多く残しており、夏の夜には湿地でヘイケボタルが飛び交う
等、豊かな自然とともにある良好な住環境が形成されています。

　今日の北本の原型となるようなまちなみが形成されたのは、江戸時代の初期に現在の市の中
心である北本駅東口周辺が中山道の宿場となったことが始まりです。
　市域は、明治初期には14の村からなっていましたが、明治22年の町村制施行により石戸村
と中丸村となりました。その後、昭和18年に両村が合併して北本宿村となり、農村として静
かな環境のもとに、昭和34年に町制施行により北本町となりました。町制施行当時は、人口
15,300人、世帯数2,849世帯でしたが、その後、日本経済の高度成長の中で、首都近郊の
都市として人口流入が進み、昭和46年に現在の独立行政法人都市再生機構による北本団地の
開発も相まって、人口は33,561人、世帯数8,667世帯となり、埼玉県の33番目の市として
現在の北本市が誕生し、令和３年に市制施行50年を迎えました。

　本市には、縄文時代中期から後期にかけ
ての遺跡で関東最大級の環状集落であり、
令和６年に国の史跡に指定された「デーノ
タメ遺跡」、樹齢約800年といわれ、大正
11年に国の天然記念物に指定された「石戸
蒲ザクラ」、室町時代中頃に築城されたと
考えられている「石戸城跡」等、
これまでに築いてきた歴史や
文化が残されています。

　市の中央をＪＲ高崎線が走り、東京駅まで
49分、新宿駅まで45分で結ばれています。
また、主要な道路については、ＪＲ高崎線と
平行して国道17号が南北に通っています。
　令和８年度には首都圏中央連絡自動車道
（圏央道）の全線開通が見込まれており（埼
玉県内は平成27年10月に全線開通）、新大
宮バイパスに接続する上尾道路（上尾バイパ
ス）の今後の整備と併せ、更なる発展が期待
されます。

２  計画策定の背景
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（２）社会環境の変化
人口減少、少子高齢化の進行と地方創生

デジタル技術の進歩とその活用に向けた動き

環境問題への取組

　全国的に人口減少や少子高齢化が進行しており、地域活動や経済活動については規模の縮小
や担い手不足が懸念されています。また、高齢化に伴う社会保障費の増大が見込まれる中で、
現役世代の減少と相まって、一人当たりの負担の増加等が懸念されています。
　また、人口の東京一極集中については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けて地方
や郊外への移住が進んだことで、勢いが緩和されていたものの、近年は再度加速している状況で
す。一方で、テレワーク等の多様な働き方が普及し、地方や郊外への移住の動きもみられます。
　こうした状況を的確に捉え、地域の強みを活かし、交流人口*及び関係人口*の拡大、移住・
定住の促進を図ることで、将来にわたって誰もが暮らしやすい活力あるまちづくりを進めていくこ
とが求められています。

　デジタル技術の進歩やその普及の勢いは、近年もなお目覚ましい状況です。そのような中、
国においては、令和４年６月に「デジタル田園都市国家構想基本方針」が閣議決定され、デジ
タルの力を活用して「全国どこでも誰もが便利で快適に暮らせる社会」を実現していくという基
本的な考え方が提示されました。この中で、各自治体においては、デジタル化を推し進めるだ
けではなく、デジタル人材の育成・確保や、デジタル化の進む中で取り残される人がいないよ
う配慮すること等も求められています。
　本市においても、行政サービスにおけるデジタル技術やデータの活用により、市民の利便性
の向上や業務の効率化を図るとともに、これらの先端技術を利用できる人とそうでない人との
間に生じる格差、いわゆるデジタルデバイド*（情報格差）への配慮が求められます。

　世界における経済活動の拡大等を背景に、自然環境や生物多様性*の損失、将来にわたって
の地球温暖化の進行とそれに伴う気候変動等が懸念されています。気候変動は、猛暑や大型台
風、集中豪雨等の異常気象につながっており、世界各地で大きな被害が発生しています。また、
地球温暖化の進行により、生態系や農作物の生育に悪影響を及ぼすことが懸念されています。
　こうした状況を受け、国は2050年までに温室効果ガスの排出量を全体として実質ゼロにする
「2050年カーボンニュートラル*」を宣言し、その実現を目指しています。本市においても、令
和４年１月に表明した「北本市ゼロカーボンシティ宣言」にのっとり、2050年に向けて温室効果
ガスの排出量を実質ゼロにしていくための取組を進めるとともに、本市の貴重な資源である自
然環境と生活環境の調和を保っていくことが求められます。

序
論
序
論
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自然災害のリスクへの対応と安心・安全に対する関心の高まり

こどもの権利の保障

グローバル化の更なる進展

ウェルビーイングへの希求の高まり

　東日本大震災等の大規模地震のほか、台風、集中豪雨等の自然災害が多発する日本において、
安心・安全に対する意識は高まっています。近い将来には更なる大規模地震の発生する確率が高
いとも指摘される中、これまでに取り組んできた防災・減災の更なる強化に加え、地域機能の強
靱化へ向けて自然災害のリスクマネジメントを行うことが求められています。
　建造物の耐震化等インフラ面での整備を行っていくことに加え、高齢化や単身世帯の増加が進
んでいる中、住民同士のつながりの強化を通して、地域全体においても支え合う取組が重要に
なっています。

　こどもがいじめや虐待等を受ける重大な事態はいまだになくなっておらず、身体的・精神的な
あらゆる暴力からこどもを守ることは喫緊の課題です。それに加え、こどもは大人と同様にそれ
ぞれ人権を有する存在であり、守られる権利だけでなく、意見表明や社会参加の権利を持って
います。
　国では、こうしたこどもの権利を守るためのこども施策においてリーダーシップを持つ機関と
して、「こども家庭庁」が令和５年４月に創設されました。本市においては、全てのこどもが幸せ
な生活を送ることができる社会の実現を目的に、「北本市子どもの権利に関する条例」を令和４年
10月に施行しており、この条例にのっとり、こどもの権利を保障していくことが求められます。

　グローバル化は、社会・経済・文化等の様々な面で進展しており、国境を越えたヒト・モノ・
情報の移動は一層活発になっています。こうした動向は、生活を豊かにする側面もある一方、
これまでの地域や国内の枠組みを超えた行動が求められる等、社会に多大な影響をもたらして
います。
　今後もこうした動きが不可逆的に進展していくことを見据え、経済活動等における海外に活路
を見出す取組のほか、グローバル化への対応が可能な人材の育成等、グローバル化を好機とし
て地域社会の発展につなげていく観点が必要となります。

　幸福な生活を実現していく上では、身体的な健康はもとより、精神的な充実や社会とのつな
がり等、様々な要因が複合的に関わります。このような認識のもと、近年、「ウェルビーイング
（Well-being）」という概念が注目されており、国の各種施策においても焦点が当てられていま
す。これは、人が身体的・精神的・社会的に良好な満たされた状態にあることを指す概念と説明
され、そのあり方は、必ずしも全員共通のものではありません。一人ひとりのライフスタイルや
価値観の多様化が指摘される中、ウェルビーイングの実現に向けては、誰もが自分らしく生きる
ことができ、他者とのつながりの中で能力を発揮することのできる社会づくりを進めることが重
要です。

12



人口・世帯の状況

（３）北本市の現状

区分 H１２ H１７ H２２ H２７ R２

一般世帯数 23,454 24,819 25,847 26,822 27,378

一般世帯数のうち核家族世帯 17,161 17,881 18,035 18,088 17,824

（割合） （73.2%） （72.0%） （69.8%） （67.4%） （65.1%）

一般世帯数のうち単身世帯 3,756 4,428 5,464 6,710 7,797

（割合） （16.0%） （17.8%） （21.1%） （25.0%） （28.5%）

単身世帯のうち高齢者単身世帯 769 1,196 1,835 2,765 3,584

（割合） （20.5%） （27.0%） （33.6%） （41.2%） （46.0%）
出所：国勢調査 

単位：世帯 

出所：国勢調査、R６住民基本台帳 
※Ｒ２住民基本台帳：人口66,097、世帯数29,566 

人口・世帯数・世帯人員 １

　本市の人口は平成17年をピークに減少しています。一方、世帯数は年々増加しており、世帯の
小規模化が進行しています。

世帯構成（一般世帯・核家族世帯・単身世帯・高齢者単身世帯） 2

　単身世帯の増加が続いている一方、核家族世帯は平成27年をピークに減少に転じています。特
に単身世帯に占める高齢者単身世帯の割合が近年大きく上昇しています。
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出所：国勢調査、R６住民基本台帳

外国人人口 3

　在留外国人人口は令和３年に一度減少したものの、継続して増加傾向にあります。

年齢３区分別人口構成比 4

　高齢者人口割合は上昇傾向に、年少人口割合は低下傾向にあり、少子高齢化の進行がうかがえ
ます。
　また、生産年齢人口割合についても平成７年をピークに低下しています。
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人
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自然動態 *・社会動態 * ５

　自然動態*（出生・死亡による人口変動）をみると、減少が続いており、近年はその減少幅も大き
くなっています。
　一方、社会動態*（転出・転入による人口変動）をみると、令和元年までは減少が続いていました
が、令和２年以降は増加が続いています。

区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６
*

自
然
動
態

出生 373 391 374 343 363 362 332 329 312 289

死亡 559 563 641 657 724 720 814 856 935 927

増減 △ 186 △ 172 △ 267 △ 314 △ 361 △ 358 △ 482 △ 527 △ 623 △ 638

*

社
会
動
態

転入 2,208 2,068 2,160 2,240 2,238 2,416 2,393 2,714 2,697 2,819

転出 2,523 2,480 2,401 2,333 2,380 2,200 2,113 2,253 2,422 2,310

増減 △ 315 △ 412 △ 241 △ 93 △ 142 216 280 461 275 509

人口動態 △ 501 △ 584 △ 508 △ 407 △ 503 △ 142 △ 202 △ 66 △ 348 △ 129

出所：北本市市民課 

単位：人 
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性・年齢別にみた社会動態* 6

　直近の社会動態*を年齢別にみると、幅広い年代で社会増（転入超過）となっていますが、10代
後半から20代前半にかけては男女ともに社会減（転出超過）となっています。一方、０～４歳につ
いては社会増の幅が比較的大きくなっており、子育て世帯が流入していることがうかがえます。ま
た、全体として社会増の状況にある中で、特に女性・20代後半において社会増の幅が大きくなって
います。

合計特殊出生率 7

　合計特殊出生率は上昇・低下を繰り返しているものの、概ね1.0から1.1程度で推移しています。
また、国や県に対して比較的低い水準で推移していますが、近隣市と比較すると、近年は同程度の
水準となっています。
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出所：Ｒ５住民基本台帳人口移動報告 
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婚姻数・人口千人当たり婚姻率

小学校児童*数・中学校生徒*数

 8

 9

　婚姻数は増減を繰り返しているものの、長期的にみると減少傾向で推移しており、令和５年の婚
姻率は3.0となっています。婚姻率を国・県と比較すると、やや低い状況が続いています。

　小学校児童*数は令和５年にわずかに増加したものの、減少傾向にあります。また、中学校生徒*
数は減少が続いている状況です。
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産業・経済の状況

市内総生産額・市内就業者数 １

　市内総生産額は令和２年度に対前年比で１割以上減少しましたが、令和３年度には大きく回復
し、約1,579億円となっています。このうち72.0％を第３次産業が占めています。また、市内就業
者数は近年増加傾向にありましたが、令和３年度には減少に転じています。

市内総生産額・市内就業者数

市内総生産額の産業別構成比
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出所：埼玉県市町村民経済計算
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※控除項目（総資本形成に係る消費税）があるため、合計は 100％にならない。
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農業の状況

商業の状況

工業の状況

 2

 3

 4

　販売農家数は平成12年からの20年間で半数以下にまで減少しています。経営耕地面積について
も、平成12年からの20年間で４割弱減少していますが、その減少の程度は販売農家数に比べると
ゆるやかであり、販売農家数は減少しつつも経営規模としては大規模化が進んでいることがうかが
えます。

　事業所数は減少傾向で推移していたものの、近年では概ね横ばいとなっています。また、従業者
数と年間商品販売額については、平成24年を底として増加傾向にあります。事業所数が概ね横ばい
で推移している中でこれらの数値が増加傾向にあることから、事業規模が拡大傾向にあることがう
かがえます。

　製造業事業所数、従業者数、製造品出荷額等のいずれも、増減を繰り返しながら推移しています
が、従業者数は近年3,000人を下回っている状況です。

区分 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ22 Ｈ27 Ｒ２

販売農家数（戸） 486 381 328 268 229

経営耕地面積（ha） 481 374 352 322 300

区分 Ｈ16 Ｈ19 Ｈ24 Ｈ26 Ｈ28 Ｒ３

事業所数（事業所） 480 476 377 387 397 387

従業者数（人） 4,293 4,431 3,705 3,822 3,882 4,142

年間商品販売額（千万円） 10,614 10,905 9,444 10,282 12,116 12,300

区分 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

製造業事業所数（事業所） 75 - 82 73 71 73 71 60 (81) (81)

従業者数（人） 3,246 - 3,900 3,235 2,876 3,062 3,002 2,825 (2,516) (2,795)

製造品出荷額等（千万円） 8,425 10,211 8,448 6,112 6,508 6,136 4,784 (6,531) (7,045) -

出所：農林業センサス 

出所：商業統計調査（H24、H28、R３は経済センサス‐活動調査）

出所：工業統計調査（H28、R３は経済センサス‐活動調査）
※表中の括弧内の数字は経済構造実態調査（製造業事業所調査）

※「-」はデータなし

序
論
序
論
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観光入込客数 5

　観光入込客数は令和２年に減少して以降、増加傾向にありますが、以前の水準にまでは回復し
ておらず、特にイベントによる数が十分に回復していません。

財政の状況

歳入・歳出決算額 １

　一般会計の歳入・歳出決算額について、近年の推移をみると、新型コロナウイルス感染症の感
染拡大がみられた令和２年度の前後で変動が大きくなっています。
　歳入の根幹をなす市税収入は、近年は概ね横ばいで推移していますが、生産年齢人口の減少等
を背景に、今後の減収が見込まれます。
　また、歳出においては、人件費の増加が続いていることに加え、各種給付費の増加を背景とし
て令和３年度以降は扶助費が60億円以上で推移しています。
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1,000,000
人

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5H26
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524,366
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536,883

601,115 606,685

396,234 393,340
412,825 343,629

336,209
334,483

113,775

71,918

154,731
241,213

848,840 842,850
881,708

867,995

949,653 923,729

543,515

608,801

755,846

847,898

観光地点 イベント

出所：埼玉県観光入込客統計調査
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歳入・歳出決算額の推移（一般会計）

歳入・歳出の内訳

歳
入

区分 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

市税 9,333 9,177 9,373 9,065 8,934 8,926 8,844 8,858 8,965 9,025

地方譲与税 135 141 140 140 141 143 144 147 140 141

交付金 818 1,256 1,094 1,204 1,308 1,323 1,550 1,766 1,748 1,762

地方交付税 2,036 2,018 1,902 1,822 2,043 2,203 2,315 3,004 3,022 3,346

国・県支出金 3,863 3,874 3,974 4,016 3,778 4,310 11,987 6,867 6,310 6,244

市債 2,946 1,474 1,303 1,574 1,618 1,680 1,423 1,792 759 989

繰越金 983 939 901 828 669 842 1,027 1,190 1,506 1,499

その他歳入 1,768 1,052 1,666 1,138 1,238 1,841 1,752 1,964 2,989 3,398

歳入合計 21,882 19,931 20,353 19,787 19,730 21,267 29,043 25,588 25,439 26,405

歳
出

区分 H26 H27 H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

義務的経費   9,064 9,529 9,977 10,092 10,074 10,444 10,707 12,271 11,869 12,094

人件費 3,283 3,401 3,355 3,312 3,312 3,307 3,385 3,434 3,508 3,593

扶助費 4,082 4,248 4,511 4,623 4,504 4,860 5,055 6,491 6,017 6,389

公債費* 1,699 1,881 2,111 2,157 2,258 2,278 2,267 2,347 2,344 2,112

投資的経費 3,806 962 1,028 1,139 807 1,148 751 871 931 1,442
普通建設
事業費 3,806 962 1,028 1,139 807 1,148 751 871 931 1,442

災害復旧
事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

その他経費    8,073 8,539 8,520 7,887 8,007 8,648 16,395 10,940 11,140 11,578

歳出合計 20,943 19,030 19,525 19,118 18,888 20,240 27,853 24,082 23,940 25,114
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10,000

15,000
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百万円

21,882
19,931 20,353 19,787 19,730

21,267

29,043

25,588 25,439 26,405

20,943 
19,030 19,525 19,118 18,888

20,240

27,853

24,082 23,940
25,114

出所：北本市財政計画、北本市行政報告書

単位：百万円
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市債残高 ２

　市債残高は、投資的経費の抑制に伴って減少傾向にあります。

基金残高 ３

　基金については、ふるさと納税の好調等を背景として残高が増加傾向にあり、令和６年度には
約74.4億円となっています。

財政指標 ４

　標準財政規模に対する公債費*の割合を示す実質公債費比率*については、平成30年度以降は
概ね横ばいで推移していましたが、令和４年度には標準財政規模の減少により上昇しています。 
　また、標準財政規模に対する市債残高等の大きさを示す将来負担比率*については、平成26年
度以後、市債の発行量を抑制しているため低下傾向となっています。さらに、充当可能財源等が
増加し、将来負担する負債額を上回るため、令和４年度以降は算出されない状況です。

区分 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ R６

実質公債費比率* 3.5% 4.6% 6.2% 7.3% 7.3% 7.4% 7.3% 7.9% 7.9% 7.8％

将来負担比率* 42.4% 42.5% 41.5% 34.3% 27.1% 18.9% 4.8% - - -
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百万円

出所：北本市財政計画、北本市行政報告書
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出所：北本市財政計画
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今後の見通し ５　

　市税収入について、令和６年度は、個人住民税について定額減税が実施されたことにより、減
収となっています。一方で、令和７年度は、法人市民税について市内大規模法人の生産が開始し
たことにより大幅な増収を見込んでいます。また、令和８年度以降は、生産年齢人口の減少によ
る個人住民税の減収が見込まれるほか、固定資産税及び都市計画税についても減収となる見込
みである等、全体として減収が続くことが想定されます。
　公債費*については、平成27年度以降の市債発行の抑制により、令和５年度には減少に転じ
ていますが、公共施設の計画的再編を進めることによる増加を令和９年度以降に見込んでおり、
20億円程度での推移が見込まれます。
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市民意識調査

（４）市民意識等

　市の現状や将来のまちづくりに対する市民の考えを把握することを目的として、令和６年９
月に「市民意識調査」を実施しました。

調査の実施概要

調査対象者 市内在住の18歳以上の方（無作為抽出）

調査期間 令和６年９月５日（木）～ 17日（火）

調査方法 郵送配布・郵送回収及びＷＥＢによる本人回答方式

配布数 2,000件

有効回収数 1,003件　（内訳：郵送＝729件，ＷＥＢ＝274件）

有効回収率 50.2％

　回答結果については、他の問（例：年齢を問うもの）の回答結果とかけあわせて集計することで、各種の属性別（例：年
齢別等）に分析しています（クロス集計）。属性別の集計表においては、属性別の「その他」や「不明・無回答」を記載して
いないため、属性別回答者数の合計は、全体の回答者数（ｎの値）とは一致しません。
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北本市の住みやすさについて １

　全体では「まあ住みよい」が53.0％と最も高く、次いで「住みよい」が20.5％となっています。
　年齢別にみると、18〜 29歳で「住みよい」が33.9％と比較的高くなっており、若年層から本市
の住みよさが評価されている状況がうかがえます。

北本市への定住意向について ２

　全体では「これからも（可能な限り）住み続けたい」が70.5％と最も高く、次いで「どちらとも
いえない」が23.5％となっています。
　年齢別にみると、18～ 29歳では「どちらともいえない」が最も高くなっており、「市の住みよ
さは評価する（上記設問より）が定住意向については必ずしも定まっていない」といった傾向が
うかがえます。

75 歳以上（n=237）

70～ 74歳（n=155）

60～ 64歳（n=97）

65～ 69歳（n=85）

40～ 49歳（n=102）

50～ 59歳（n=168）

30～ 39歳（n=76）

18～ 29歳（n=56）

全体（n=1,003）

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

住みよい まあ住みよい どちらともいえない やや住みにくい 住みにくい 不明・無回答

 20.5  53.0  13.4  9.7  1.6
 1.8

 33.9  46.4  8.9  8.9
 1.8

 27.6  51.3  11.8  9.2

 14.7  57.8  17.6  6.9  2.9

 17.9  57.1  11.3  10.7 1.8
 1.2

 15.5  55.7  16.5  9.3  2.1
 1.0

 21.2  61.2  7.1  8.2 2.4

 21.3  54.2  15.5  5.2
 1.3  2.6

 21.1  48.9  13.5  11.8
 1.3  3.4

（％）

75歳以上（n=237）

70～ 74歳（n=155）

60～ 64歳（n=97）

65～ 69歳（n=85）

40～ 49歳（n=102）

50～ 59歳（n=168）

30～ 39歳（n=76）

18～ 29歳（n=56）

全体（n=1,003）

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

これからも（可能な限り）住み続けたい どちらともいえない できれば他市町村に移りたい 不明・無回答

 70.5  23.5  4.9
 1.1

 44.6  46.4  8.9

 69.7  23.7  6.6

 64.7  27.5  7.8

 67.9  26.2  5.4
 0.6

 71.1  24.7  3.1
 1.0

 80.0  15.3  4.7

 78.1  18.1  2.6
 1.3

 74.7  18.6  4.2
 2.5

（％）
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施策の重要度・満足度 ３

　施策の重要度及び満足度について、５点満点で点数化した値をみると、重要度は〔道路、上・下
水道、河川の整備〕が4.44点と最も高く、次いで〔保健・医療の充実〕が4.42点となっています。
また、満足度は〔消防・防災の充実〕が3.35点と最も高く、次いで〔市民との情報共有〕が3.27点
となっています。
　重要度が高く、満足度が低い施策（下図中で右上に位置するもの）については、取り組む優先
度が高いものと考えられます。

　点数は、各回答を以下のように点数化した上で、その合計を回答者数で割ることにより算出（不明・無回答を除く。）

1-1 子育て支援の充実
1-2 母子保健と子どもに関する医療の充実
1-3 支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み
1-4 学校・家庭・地域の連携による教育の推進
1-5 学校教育の充実
2-1 地域福祉の推進
2-2 保健・医療の充実
2-3 高齢者福祉の充実
2-4 障がい者福祉の充実
2-5 社会保障制度の適正な運営
2-6 生涯学習の推進
2-7 スポーツ活動の推進
3-1 市民参画と協働の充実
3-2 暮らしを支える地域活動の支援
3-3 平和と人権の尊重

4-1 豊かな住環境の整備
4-2 バランスのある土地利用の推進
4-3 環境に優しいまちづくり
4-4 道路、上・下水道、河川の整備
4-5 防犯・交通・消費者対策の強化
4-6 消防・防災の充実
5-1 農業・商業・工業の振興
5-2 文化財の活用・保護
5-3 就労対策の充実
6-1 市民との情報共有
6-2 適正な事務の執行
6-3 効果的かつ効率的な行財政運営の推進
7-1 若者の移住・定住・交流促進
7-2 めざせ日本一、子育て応援都市

重要度 「重要だと思う」５点、「やや重要だと思う」４点、「どちらともいえない」３点、「あまり重要だと思わない」２点、「重要だと思わない」１点

満足度 「満足している」５点、「やや満足している」４点、「どちらともいえない」３点、「やや不満である」２点、「不満である」１点

4-6
2-2

4-4

3.13 点

1-3
2-3 4-1

1-14-5
1-2

1-5
2-4、2-5

1-4
4-3

6-2

6-1

6-3

3-3
2-6 3-2

2-7
5-2

7-1 7-2

5-1
5-3 4-2

3-1

4.16 点

平均値

平
均
値

満足度高 低

重
要
度

高

低

2-1

＜施策の重要度及び満足度の平均点を基準とした分布図＞
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（５）第五次北本市総合振興計画の評価
　令和６年度事業に係る第五次北本市総合振興計画における各施策の成果指標については、未確
定の５項目を除く全36項目のうち、目標値を達成した項目が11項目（30.6％）、未達成ではあるも
のの基準値と比較し改善した項目が７項目（19.4％）、基準値よりも悪化した項目が18項目（50.0％）
となっています。個別の達成状況に差異はあるものの、全体としては５割の達成又は改善が図られ
ています。各成果指標とその目標値については、結果の良否を問わず、ＰＤＣＡマネジメントサイク
ル*の観点から必要な検証を加え、改善すべき点については、本計画の内容に的確に反映させるこ
とが重要です。
　第五次北本市総合振興計画において設定した成果指標の達成率を政策別に比較すると、政策１
「子どもの成長を支えるまち」（41.7％）及び政策７「人口減少に対応するためのリーディングプロ
ジェクト」（33.3％）で高くなっており、政策６「健全で開かれたまち」（０％）で低くなっています。
　政策１「子どもの成長を支えるまち」については、目標値に達している項目が比較的多い一方で、
基準値より悪化した項目も多くなっています。本政策は、第五次北本市総合振興計画後期基本計
画において重点分野として設定した基本事業30事業のうち11事業を集中的に位置づけた政策分野
であることから、効果的かつ合理的な成果を得るための取組内容を引き続き検討することが求めら
れます。
　政策７「人口減少に対応するためのリーディングプロジェクト」については、一定以上の達成率に
ある一方、基準値より悪化した項目も２項目あり、必要な施策のあり方を引き続き検討することが
求められます。
　また、良好な結果が得られなかった政策６「健全で開かれたまち」については、目標を達成した項
目は現時点においてなかったものの、全３項目中、改善した項目が２項目となっています。

　本計画の策定に当たっては、こうした第五次北本市総合振興計画の評価や、同計画の策定以降
の取組状況を踏まえるとともに、社会環境の変化、各施策内の個別計画の方向性、市民意識の変
化等を考慮した上で、各指標の再設計、重点分野として位置づける基本事業の再設定等の見直し
を行い、より推進力のある計画としていく必要があります。

序
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政策２　健康でいきいきと暮らせるまち 達成 改善 悪化 未確定
2-1 地域福祉の推進 ― １項目 ― ―
2-2 保健・医療の充実 ― ― ― ２項目
2-3 高齢者福祉の充実 ― ― １項目 ―
2-4 障がい者福祉の充実 ― ― ― １項目
2-5 社会保障制度の適正な運営 ― ― ― ―
2-6 生涯学習の推進 １項目 ― ― ―
2-7 スポーツ活動の推進 ― ― １項目 ―

計 １項目 １項目 ２項目 ３項目

政策７　人口減少に対応するためのリーディングプロジェクト 達成 改善 悪化 未確定
7-1 若者の移住・定住・交流促進 １項目 ― １項目 ―
7-2 めざせ日本一、子育て応援都市 ― ― １項目 ―

計 １項目 ― ２項目 ―

政策６　健全で開かれたまち 達成 改善 悪化 未確定
6-1 市民との情報共有 ― １項目 ― ―
6-2 適正な事務の執行 ― １項目 ― ―
6-3 効果的かつ効率的な行財政運営の推進 ― ― ― １項目

計 ― ２項目 ― １項目

政策５　活力あふれるまち 達成 改善 悪化 未確定
5-1 農業・商業・工業の振興 ― ― １項目 ―
5-2 文化財の活用・保護 １項目 ― ― ―
5-3 就労対策の充実 ― １項目 １項目 ―

計 １項目 １項目 ２項目 ―

政策４　快適で安心・安全なまち 達成 改善 悪化 未確定
4-1 豊かな住環境の整備 ― １項目 ― ―
4-2 バランスのある土地利用の推進 ― ― ― ―
4-3 環境に優しいまちづくり ― １項目 ― ―
4-4 道路、上・下水道、河川の整備 １項目 ― ― ―
4-5 防犯・交通・消費者対策の強化 ― ― ２項目 ―
4-6 消防・防災の充実 １項目 ― １項目 ―

計 ２項目 ２項目 ３項目 ―

政策３　みんなが参加し育てるまち 達成 改善 悪化 未確定
3-1 市民参画と協働の充実 １項目 ― １項目 ―
3-2 暮らしを支える地域活動の支援 ― ― １項目 ―
3-3 平和と人権の尊重 ― ― １項目 ―

計 １項目 ― ３項目 ―

  政策１　子どもの成長を支えるまち 達成 改善 悪化 未確定
1-1 子育て支援の充実 ― １項目 ― ―
1-2 母子保健と子どもに関する医療の充実 １項目 ― ２項目 ―
1-3 支援を必要とする子ども・家庭へのきめ細かな取り組み ２項目 ― ― １項目
1-4 学校・家庭・地域の連携による教育の推進 ２項目 ― ２項目 ―
1-5 学校教育の充実 ― ― ２項目 ―

計 ５項目 １項目 ６項目 １項目
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　施策における指標について、達成度別の指標は以下のとおりです。

【 達成した指標 】

施策 指標
1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（４か月児健診）
1-3 栄養状態の不良な子どもの割合（３歳児）
1-3 栄養状態の不良な子どもの割合（６歳児）
1-4 自分にはよいところがあると思う児童*・生徒*の割合（児童*）
1-4 自分にはよいところがあると思う児童*・生徒*の割合（生徒*）
2-6 生涯にわたって学習に取り組んでいる市民の割合
3-1 市民参画手続に参画した人数
4-4 道路、上・下水道、河川の整備不良により発生した人身・物損の事故件数
4-6 災害による負傷者および死亡者数
5-2 文化財を見学または学習した市民の割合
7-1 25歳から34歳までの女性の社会増減

【 改善した指標 】

施策 指標
1-1 市の子育て支援策が充実していると思う子育て世代の割合
2-1 相談した困りごとの解決が図られたと感じる市民の割合
4-1 安心で安らげるまちなみとなっていると思う市民の割合
4-3 温室効果ガスの総排出量（市全体）
5-3 市内有効求人倍率
6-1 市が公開している情報にアクセスすることができる市民の割合
6-2 監査委員による定例監査の指摘件数

【 悪化した指標 】

施策 指標
1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（１歳６か月児健診）
1-2 乳幼児健康診査で精密検査等が必要とされた子どもが必要な医療を受けた割合（３歳児健診）
1-4 地域に学習の機会と場がある児童*・生徒*の割合（児童*）
1-4 地域に学習の機会と場がある児童*・生徒*の割合（生徒*）
1-5 学力が伸びた児童*・生徒*の割合（児童*）
1-5 学力が伸びた児童*・生徒*の割合（生徒*）
2-3 65歳以上の高齢者の要支援・要介護認定率
2-7 週１回以上のスポーツ実施率
3-1 協働により実施した事業の件数
3-2 地域活動に参加している市民の割合
3-3 あらゆる人権が尊重されているまちだと思う市民の割合
4-5 人口千人当たりの犯罪件数
4-5 人口千人当たりの交通事故件数
4-6 火災による負傷者および死亡者数
5-1 就業者一人当たり市内純生産
5-3 市内失業率
7-1 25歳から34歳までの女性ｍＧＡＰ*
7-2 出生数

序
論
序
論
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基本構想

１ 目的と期間
２ 将来都市像と基本理念
３ 推計人口
４ 土地利用構想
５ 政策の大綱
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　第六次北本市総合振興計画基本構想は、北本市自治基本条例（平成21年条例第22号）の規
定に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するために、まちづくりの方向性を明らかにす
る指針として定め、市民と行政の協働による魅力あるまちづくりを推進していくことを目的
とします。

（１）目的

（２）期間
　基本構想の期間は、令和８（2026）年度から令和17（2035）年度までの10年間とします。

　北本市のあるべき姿として、第一次北本市総合振興計画以来掲げてきた将来都市像を継承し、
それぞれの立場で市民がいきいきと活躍しながら、市民と行政とが一体となって実現していく
ことを目指し、次のとおり、将来都市像を定めます。

（１）将来都市像

 　本市に関わりのある様々な立場の人にとってやさしいまちであることは、市民の願いです。
また、北本市自治基本条例では、「誰もが安心して生活できる個性豊かな自立したまちをみんな
の力で築く」ことを目指しています。
　これらを踏まえ、みんなの力で築く、誰にとってもやさしいまちづくりを基本理念とし、将
来都市像の実現に向けて取り組みます。

（２）基本理念

２  将来都市像と基本理念

１  目的と期間 
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（１）現状と推計
　本市の人口は、平成17年をピークに減少に転じています。社会動態*は、平成16年から減少
が続いていましたが、令和２年より増加へ転じています。一方で、自然動態*については、出生
数の減少や高齢化に伴う死亡者数の増加により減少が続いています。このように、人口は社会
増ではあるものの少子高齢化に伴う自然減の影響が大きいことから、今後も減少していくこと
が予想されます。
　国立社会保障・人口問題研究所が令和５年12月に公表した「日本の地域別将来推計人口（令和
５年推計）」及び直近の人口動態を基に、これからの人口を推計すると、基本構想の中間年であ
る令和12年の人口は約62,000人、最終年である令和17年の人口は約59,000人となり、その
後も人口が減少していくことが見込まれます。
　年齢構成に着目すると、当面、年少人口及び生産年齢人口にあっては減少が、また、高齢者
人口にあっては増加が続き、少子高齢化が更に進行していくことが見込まれます。令和17年に
は年少人口が4,759人（8.1％）、生産年齢人口が31,084人（53.1％）、高齢者人口が22,680人
（38.8％）となり、高齢者人口の占める割合（高齢化率）は４割に迫る見込みです。

人口推計の考え方
　上記の推計は、国立社会保障・人口問題研究所の令和５年人口推計（以下「社人研推計」という。）を参考に、本市で

独自に行ったものです。具体的には、住民基本台帳（令和２年10月１日現在）を基に、社人研推計における変化率（生

残率・移動率）等の仮定値を用いて推計（2050年まで）したものです。

３  推計人口
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人口推計
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　現在、日本社会は過去に経験のない人口減少と少子高齢化に直面しており、本市においても、今後、
継続的な人口減少と少子高齢化が確実視される中、もはや人口規模に目を向けるだけでは、従前のま
ちの活力を維持することは困難な時代を迎えています。
　一方で、テレワークの普及等による働き方の変化をはじめ、キャッシュレス決済やｅコマース*の普及
等による暮らし方の変化が加速しており、働く場所や住む場所にとらわれず、様々な地域とつながり、
関わりを持つことができる環境にあります。
　本市もこうした環境の変化をまちの活力に変えながら、持続的な発展に向け、まちづくりに取り組む
必要があります。
　このような背景を踏まえ、本構想に掲げる将来都市像の実現に向け、次に掲げる事項を基本にまち
づくりに取り組みます。

（２）人口の変化を踏まえたまちづくりの方向性

　住民は市を運営していくための基礎であることから、「定住人口」の維持を図ります。
　また、本市を訪れ、滞在する「交流人口 *」を増やすことにより地域経済の活性化
を図るとともに、継続的に本市に関心を持ち、多様な形で関わり、つながりを持つ「関
係人口 *」の輪を広げることで、多様な地域課題の解決につなげます。

定住人口の維持及び交流人口 *・関係人口 *の増加

１

　先人から受け継いだ豊かな自然、歴史文化、また、まちに関わる人等を本市の地
域資源と捉え、大切にするとともに、それらを活用することで、新たな価値を創造し、
住み続けたいまちづくりを推進します。

地域資源を活かしたまちづくり

２

　人口減少と少子高齢化の進行に伴う税収の減少や社会保障経費の増加、公共施設
の老朽化に伴う維持・補修経費の増加等、今後も厳しい財政運営が見込まれます。
　一方、人口減少と少子高齢化の進行に伴う社会課題の解決に向け、行政に期待さ
れる役割が多様化することが想定されます。
　こうした状況に対応するため、公共施設の適正配置等の行政資源の最適化やデジ
タル技術の活用等の業務の効率化により、持続可能な行財政運営を推進します。

３
持続可能な行財政運営
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（１）土地利用の基本的な考え方

４  土地利用構想

自然環境と生活環境の調和 １

　本市の自然や歴史文化の特性を踏まえ、自然環境と生活環境の調和の取れた計画的な土地利
用を推進します。

道路整備効果の活用 ３

　首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や高速埼玉中央道路及び上尾道路（上尾バイパス）等の整備
効果を有効に活用するため、新たな土地利用を推進します。

誰もがいつまでも暮らしやすいまちづくり ２

　日常生活の利便性や快適性を向上させるとともに、都市機能の効率化や国土強靭化*を図り、
環境や人に優しいまちづくり、世代を問わず誰もが安心・安全に暮らせる持続可能なまちづくり
を推進します。

都市軸を中心としたまちづくり ４

　環境保全・交流ゾーンから行政・文化拠点及び北本駅を経て健康・スポーツ拠点までを結ぶ
「東西軸」と、中山道や北本中央緑地によって形成される「南北軸」の二つを都市軸として位置づ
け、活力やにぎわいを創出し、まちづくりの進展を図ります。

基
本
構
想
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　土地区画整理事業をはじめとした基盤整備
を進めるとともに、隣接する公園・緑地空間
と一体となった特色ある居住環境空間の形成
を目指します。

市街地形成推進ゾーン

　市役所、児童館及び文化センターについ
て、市民の交流や防災の拠点とします。

行政・文化拠点

　景観、健康づくり、レクリエーション、防
災、市民交流等、多面的な利用の場としての
環境整備を推進します。

公園・緑地

　体育センター及び北本総合公園について、
市民のスポーツ・レクリエーション、健康づ
くりの拠点とします。

健康・スポーツ拠点

（２）区分別の土地利用の方向性

　快適でゆとりある住環境の形成を推進する
とともに、多様なニーズにあった住宅供給の
促進を図ります。

住宅エリア

　既存の工業地を維持するとともに、交通利
便性の向上を見込み、工業導入促進のための
条件整備を進めます。

工業エリア・工業ゾーン

　北本自然観察公園、北本市野外活動セン
ター、高尾さくら公園、荒川等の豊かな自然
環境やデーノタメ遺跡等の歴史的資産等を活
用し、市民と来訪者の憩い・交流の場として
環境整備に努めます。

環境保全・交流ゾーン

　国道17号及び南大通線については、沿道
サービス施設の誘導を図ります。また、事業
化された上尾道路（上尾バイパス）について
は、道路整備の進捗に応じて、沿道サービス
施設や流通業務施設等の誘導を図ります。

沿道サービスゾーン

　優良農地の保全や周辺環境との調和を図
り、適正な土地利用に努めます。

農地エリア

　北本駅周辺地域について、環境や都市景観
に配慮しながら、都市空間の有効活用等、に
ぎわいづくりを促進します。

商業・業務ゾーン

　交通利便性の向上を見込み、医療・研究・
福祉・文化機能の充実並びに周辺地域の発展
及び活性化に寄与する核となる産業施設等を
必要に応じて近隣自治体と連携しながら誘導
を図るとともに、周辺の農地や住宅地との調
和を図ります。

複合的開発ゾーン

　市街化調整区域内で市街化の進行がみられ
る区域及び市街化区域で囲まれた市街化調整
区域であり、農・商・住等のバランスの取れ
た土地利用を検討・誘導します。

土地利用検討・誘導ゾーン
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（３）土地利用構想図
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複合的開発ゾーン 健康・スポーツ拠点農地エリア

道路

都市軸

基
本
構
想

3737



５  政策の大綱
　計画期間における行政運営を強力に推進するに当たり、以下の６つの政策を定め、将来都市像の
実現に向けて取り組みます。

　こどもの健やかな成長は、明るい未来に

つながります。こどもの権利を保障し、豊

かなみどりと文化の中でのびのびと育つ環

境を整えるとともに、保護者等が安心して

子育てできるよう支援することにより、こど

もの成長を支えるまちを目指します。

政策１１

こどもの成長を支えるまち

　自然を保全・ 活用し、住環境や都市基

盤の整備・維持管理及び防災・ 防犯の取

組を推進するとともに、公共交通を体系

的に整理し、安心・安全で自然と共存す

る住みやすいまちを目指します。

政策２２

安心 ・ 安全で自然と共存する
住みやすいまち

　健康づくり・ 生きがいづくりの施策を

推進するとともに、暮らしを支える保健・

医療の充実や社会保障制度の適正な運

営に努め、人と人とのつながりの中で誰

もが健康でいきいきと暮らせるまちを目

指します。

政策３３

健康でいきいきと
暮らせるまち

　各種産業の振興を総合的に推進する

とともに、先人から受け継いだ自然、歴

史文化、また、まちに関わる人等、様々

な地域資源を活用し、活力あふれるまち

を目指します。

政策４４

活力あふれるまち

　市民が自らの責任において主体的に

まちづくりに参加することを促し、市民

と行政の協働によるまちづくりを推進す

るとともに、市民が互いに連携して共に

支え合う地域活動を支援し、みんなが参

加し育てるまちを目指します。

政策５５

みんなが参加し育てるまち

　透明性の確保と市民の意見を「聴く」

市政を推進するとともに、適正に事務を

執行し、デジタル技術を活用しながら、

限られた資源を有効に活用する効率的

な行財政運営により、健全で開かれたま

ちを目指します。

政策６６

健全で開かれたまち

3838



基本構想イメージ図

誰にとってもやさしいまちづくり誰にとってもやさしいまちづくり

みんなの力 で 築くみんなの力 で 築く
基
本
構
想
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前期基本計画

１ 将来都市像の実現に向けて
２ ＳＤＧｓの位置づけについて
３ 計画書のみかた

政策１　こどもの成長を支えるまち
政策２　安心・安全で自然と共存する住みやすいまち
政策３　健康でいきいきと暮らせるまち
政策４　活力あふれるまち
政策５　みんなが参加し育てるまち
政策６　健全で開かれたまち
指標一覧

（第３期北本市総合戦略）
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１　将来都市像の実現に向けて
　基本構想では、今後も継続的な人口減少と少子高齢化が確実視される中、社会環境の変化をまち
の活力に変えながら、持続的な発展に向けたまちづくりに取り組むため、「人口の変化を踏まえたまち
づくり」の方向性として、３つの基本的な考え方を掲げています。
　この考え方のもと、次に例示する取組等を通して、将来都市像「緑にかこまれた健康な文化都市」
の実現に向けたまちづくりを推進します。

　本市の特長として、都心近郊にありながらも、街なかに貴重な緑を残す自然環境の良さや災害へ
の強さなどが挙げられます。これらの特長を活かし、まちの魅力として効果的に発信することで、市
民のまちへの愛着の向上を図ります。

　本市最大のイベントである「北本まつり」や「みどりとまつり」など、本市の魅力を市内外へ広くＰＲ
することで、本市に訪れ、まちに関わりを持つきっかけを創出するとともに、市内での回遊性を高め
る取組により、地域経済の活性化を図ります。

　保護者等が安心して子育てができるよう、また、こども・若者の明るい未来を応援するため、子育
て環境・教育環境の充実を図るとともに、それぞれの状況に応じたきめ細かな支援を行います。

　「屋外仮設マーケット」を市民参加型のワークショップとその実践の場とするなど、本市での暮らし
やまちの楽しみ方を考える機会を創出することで、人と人とのつながりを生み出し、まちへ継続的に
関わる人を増やします。

　ふるさと納税制度を通じて、返礼品事業者と連携した寄附者向けのイベント等を行うとともに、「ふ
るさと納税型クラウドファンディング*」の活用により、地域活性化につながるプロジェクトに対し、資
金調達を支援するなど、市内外の方が本市と関わりを深める取組を推進します。

（ １ ） 定住人口の維持及び交流人口* ・ 関係人口*の増加

①住み続けたいまちづくり

②本市を訪れる人、継続して関わる人の拡大

●	若者世代をターゲットにしたシティプロモーション*

●	来訪者を増やす観光行事や街なかでにぎわいを生み出すイベント等

●	こども・若者への手厚いサポート

●	まちの魅力を知り、自分らしく関わる文化の醸成

●	ふるさと納税を活用した地域活性化

42



　本市の豊かな自然環境を保全し、緑被率*が高いことにより象徴される「緑」をはじめ、ヘイケボタ
ルやカタクリ、森林セラピー等の活用により、市民の暮らしに癒しや安らぎをもたらすとともに、市
外から来訪するきっかけを創ります。

　人口減少と少子高齢化に伴う税収の減少や社会保障経費の増加をはじめ、公共施設の老朽化に伴
う維持・補修経費の増加など、厳しい財政運営が見込まれる中、これまで以上に事務事業の必要性や
優先度を精査するとともに、公共施設の適正配置をはじめとした施設マネジメントを推進することで、
効果的かつ効率的な行財政運営を推進します。また、自治体ＤＸ*を推進し、デジタル技術を有効に
活用することで、行政サービスの利便性を高めるとともに、業務の効率化を図ります。

　国の史跡として指定されている「石戸蒲ザクラ」や「デーノタメ遺跡」をはじめ、魅力ある文化財を
活用して、地域の歴史や文化を学ぶ機会を創出します。また、「緑」を象徴的に捉え、親しみを持って
いることや、生涯学習のまちとして、人と人とが集い、つながりを深めてきたことなど、これまでの歴
史の中で市民に根付いてきた本市の特性を「文化」として捉え、大切にします。

　債権管理や滞納整理、申告指導等を適切に行うことで、市税収納率の向上に努めます。また、ふ
るさと納税の返礼品を積極的にＰＲするとともに、返礼品事業者を拡充するなど、ふるさと納税の推
進による財源の確保に努めます。

　複雑・多様化した社会課題の解決や市民一人ひとりの幸福感を高めるためには、人と人とのつなが
りをつくることが重要です。地域で活躍する「人」を大切にし、連携を深め、人と人との交流を生む場
づくりを支援するなど、互助や共生の機運を醸成するとともに、まちの活力の維持・向上につなげま
す。 

　市民の憩いの場や災害時の防災拠点となるよう、公園の整備をはじめ、機能拡充や施設の充実を
図ります。また、公園や緑地を活用し、市民が緑に親しむ機会を創出します。

（ ２ ） 地域資源を活かしたまちづくり

（ ３ ） 持続可能な行財政運営

①都心近郊にある豊かな自然

①行政資源の最適化

②本市固有の歴史・文化

②自主財源の確保

③まちに関わる「人」

●	自然環境の保全・活用

●	限られた資源の有効活用

●	これまでに築いてきた歴史・文化の活用

●	適正な課税・収税業務とふるさと納税の推進による自主財源の確保

●	人と人とのつながりづくり

●	公園の整備と緑地の保全・活用 基
本
計
画
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２　ＳＤＧｓの位置づけについて
　ＳＤＧｓとは、「令和12（2030）年までに、誰一人取り残さない持続可能でよりよい社会の実現を目
指す世界共通の目標」のことです。17のゴールと169のターゲットから構成され、発展途上国のみな
らず先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なものであり、日本でも積極的に取り組んでいま
す。前期基本計画では、ＳＤＧｓの視点を取り入れ、各施策・基本事業において、ＳＤＧｓのゴール・
ターゲットと結びついた成果指標・指標を設定します。

 
１ 貧困をなくそう あらゆる場所あらゆる形態の貧困を終わらせる

２ 飢餓をゼロに
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養の改善を実現し、持続可能な
農業を促進する

３ すべての人に
健康と幸福を

あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

４ 質の高い教育を
みんなに

すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会
を促進する

５ ジェンダー＊平等を
実現しよう

ジェンダー＊平等を達成し、すべての女性及び女児のエンパワーメントを行
う

６ 安全な水とトイレを
世界中に

すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

７ エネルギーをみんなに
そしてクリーンに

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへ
のアクセスを確保する

８ 働きがいも
経済成長も

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の安全かつ生産的な雇
用と働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する

９ 産業と技術革新の
基盤をつくろう

強靭（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促
進及びイノベーションの推進を図る

10 人や国の不平等を
なくそう

国内及び各国家間の不平等を是正する

11 住み続けられる
まちづくりを

包摂的で安全かつ強靭（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する

12 つくる責任
つかう責任

持続可能な消費生産形態を確保する

13 気候変動に
具体的な対策を

気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

14 海の豊かさを守ろう
持続可能な開発のために、海・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用
する

15 陸の豊かさも守ろう
陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経
営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の防止・回復及び生物多様性＊の
損失を阻止する

16 平和と公正を
すべての人に

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に
司法へのアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任
のある包摂的な制度を構築する

17 パートナーシップで
目標を達成しよう

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナー
シップを活性化する
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　また、ＳＤＧｓを構成する17のゴール間の関係については、３層に分けて考えるウェディングケー
キ型のモデルが提唱されています。ＳＤＧｓのゴールを「社会」「経済」「環境」の３つの側面から包括
的に捉え、ＳＤＧｓの実現を目指します。

※Stockholm Resilience Centerを基に作成

経済

社会

環境

基
本
計
画
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３　計画書のみかた

子育て支援の充実子育て支援の充実
　安心して子育てができるよう、相談体制を充実させるとともに、各種支援
制度により、子育てにかかる経済的負担の軽減を図ります。多様化する保育
ニーズに対応したサービスの提供と、安心・安全で豊かな環境のこどもの居
場所づくりを進めます。

施策の
目指す姿
（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題

● こどもの成長段階に対応した切れ目のない支援と良好な成育環境の充実を図ることが求められています。

● 核家族化の進行や共働き世帯、ひとり親世帯の増加等により、子育て世帯の孤立が進み、子育てに対する不安
や負担感が更に増大しています。

● 安心してこどもを産み育てていくためには、経済的な安定が不可欠であり、子育てに伴う経済的負担の軽減を
図ることが、ますます求められています。

● 保育所等における待機児童を発生させないこと及び多様化する保育ニーズに対応するサービスを提供すること
が求められています。

● こどもが安心・安全に過ごし、様々な体験を行い、学ぶことのできる居場所を充実することが求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市教育振興基本計画

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市の子育て支援策が充実していると
思う子育て世帯の割合 74.8％▶▶▶ 75.5％ 安心してこどもを育てることができ

る環境を整備すること。

１-１
施策

50

「施策」の名称
です。

施策の目指す姿
です。

「施策の目指す姿」
の達成度を表す指
標です。

施策の現状と課題
についてまとめた
ものです。

施策に関連する主
な計画や宣言の一
覧です。

目標設定の上での「基準値」（原則として令和６年度の値）と、
前期基本計画の「目標値」（令和12年度）です。

指標の説明
（ねらい）です。
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子育ての経済的負
担の軽減

目指す姿 各種支援制度により、経済的負担が軽減されています。

主な取組 ▷

児童手当・児童扶養手当の支給、こども医療費・ひとり親家庭等医
療費の給付、妊婦のための支援給付、多子出産祝金の支給、乳児
用品（ベビーベッド）貸出事業の実施、交通遺児手当の支給、学校
給食費の負担軽減、就学援助

指標 ▷ こども医療費の一人当たり支給額、ひとり親家庭等医療費の一人
当たり支給額、乳児用品（ベビーベッド）貸出事業の利用率 

１-１-２

基本事業 基本事業 

子育て不安の
解消

目指す姿
・必要に応じた子育て支援サービスを受けることができます。
・子育てに不安を持つ保護者が相談しやすい体制が整ってい
ます。

主な取組 ▷
こども家庭センターの運営、子育て世帯訪問支援事業の実施、親
子関係形成支援事業の実施、児童館利用者支援事業の実施、乳児
家庭全戸訪問事業の実施、養育支援訪問事業の実施

指標 ▷
子育てについて相談できる機関数、子育て世帯訪問支援事業の延
べ利用日数、親子関係形成支援事業の実利用人数、乳児家庭全戸
訪問の実施率　

１-１-１

保育サービスの
充実 

目指す姿 保育の内容が充実しているとともに、多様化する保育ニー
ズに対応するサービスが提供されています。

主な取組 ▷
民間保育所等への運営補助、特別保育（病児病後児保育・ステー
ション保育・一時保育）の実施、公立保育所の適正な管理、保育
者研修の実施、乳児等通園支援事業の実施

指標 ▷ 民間保育所等への運営補助金額、保育所等待機児童数、特別保育
の利用者数

１-１-３
重 点

重 点

こどもの居場所
づくり

目指す姿 安心・安全な環境で過ごし、心身ともに健康に育っています。

主な取組 ▷

児童館の運営、放課後児童クラブ（学童保育室）・放課後子ども教
室の充実、地域子育て支援拠点の運営、ファミリー・サポート・セ
ンターによる預かり、こども応援ネットワーク会議との連携、児童
育成支援拠点事業の実施

指標 ▷
児童館の利用者数、放課後児童クラブ（学童保育室）登録児童数、
地域子育て支援拠点の利用者数、ファミリー・サポート・センター
の延べ利用者数、こどもの居場所の数

１-１-４
重 点

基
本
計
画

51

「基本事業」の
名称です。

各基本事業を通し
て目指す姿です。

各基本事業における取組のうち、
主なものを掲載しています。

各基本事業の進捗
状況を測る指標を
示しています。

前期基本計画にお
いて重点的に取り
組む「基本事業」で
あることを示して
います。

基
本
計
画
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こどもの成長を支えるまち

こどもの健やかな成長は、明るい未来につながります。こどもの権利を保障
し、豊かなみどりと文化の中でのびのびと育つ環境を整えるとともに、保護
者等が安心して子育てできるよう支援することにより、こどもの成長を支
えるまちを目指します。

基本方針

政策

１
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子育て支援の充実

施策 1-1

施策 1-3

施策 1-5

母子保健とこどもに関する
医療の充実

学校・家庭・地域の
連携による教育の推進

施策 1-2

施策 1-４

施策 1-６

支援を必要とするこども・
家庭へのきめ細かな取組の充実

学校教育の充実

こどもの権利の保障
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子 育て支 援の充 実子 育て支 援の充 実
　安心して子育てができるよう、相談体制を充実させるとともに、各種支援
制度により、子育てにかかる経済的負担の軽減を図ります。多様化する保育
ニーズに対応したサービスの提供と、安心・安全で豊かな環境のこどもの居
場所づくりを進めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題

●	 こどもの成長段階に対応した切れ目のない支援と良好な成育環境の充実を図ることが求められています。

●	 核家族化の進行や共働き世帯、ひとり親世帯の増加等により、子育て世帯の孤立が進み、子育てに対する不安
や負担感が更に増大しています。

●	 安心してこどもを産み育てていくためには、経済的な安定が不可欠であり、子育てに伴う経済的負担の軽減を
図ることが、ますます求められています。

●	 保育所等における待機児童を発生させないこと及び多様化する保育ニーズに対応するサービスを提供すること
が求められています。

●	 こどもが安心・安全に過ごし、様々な体験を行い、学ぶことのできる居場所を充実することが求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市教育振興基本計画

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市の子育て支援策が充実していると
思う子育て世帯の割合 74.8％▶▶▶︎ 75.5％ 安心してこどもを育てることができ

る環境を整備すること。

１-１
施 策
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子育ての経済的負
担の軽減

目指す姿　  各種支援制度により、経済的負担が軽減されています。

主な取組 ▷

児童手当・児童扶養手当の支給、こども医療費・ひとり親家庭等医
療費の給付、妊婦のための支援給付、多子出産祝金の支給、乳児
用品（ベビーベッド）貸出事業の実施、交通遺児手当の支給、学校
給食費の負担軽減、就学援助

指標 ▷ こども医療費の一人当たり支給額、ひとり親家庭等医療費の一人
当たり支給額、乳児用品（ベビーベッド）貸出事業の利用率 

１-１-２

基本事業 基本事業 

子育て不安の
解消

目指す姿　  
・必要に応じた子育て支援サービスを受けることができます。
・子育てに不安を持つ保護者が相談しやすい体制が整ってい

ます。

主な取組 ▷
こども家庭センターの運営、子育て世帯訪問支援事業の実施、親
子関係形成支援事業の実施、児童館利用者支援事業の実施、乳児
家庭全戸訪問事業の実施、養育支援訪問事業の実施

指標 ▷
子育てについて相談できる機関数、子育て世帯訪問支援事業の延
べ利用日数、親子関係形成支援事業の実利用人数、乳児家庭全戸
訪問の実施率　

１-１-１

保育サービスの
充実 

目指す姿　  
保育の内容が充実しているとともに、多様化する保育ニー
ズに対応するサービスが提供されています。

主な取組 ▷
民間保育所等への運営補助、特別保育（病児病後児保育・ステー
ション保育・一時保育）の実施、公立保育所の適正な管理、保育
者研修の実施、乳児等通園支援事業の実施

指標 ▷ 民間保育所等への運営補助金額、保育所等待機児童数、特別保育
の利用者数

１-１-３
重 点

重 点

こどもの居場所
づくり

目指す姿　  安心・安全な環境で過ごし、心身ともに健康に育っています。

主な取組 ▷

児童館の運営、放課後児童クラブ（学童保育室）・放課後子ども教
室の充実、地域子育て支援拠点の運営、ファミリー・サポート・セ
ンターによる預かり、こども応援ネットワーク会議との連携、児童
育成支援拠点事業の実施

指標 ▷
児童館の利用者数、放課後児童クラブ（学童保育室）登録児童数、
地域子育て支援拠点の利用者数、ファミリー・サポート・センター
の延べ利用者数、こどもの居場所の数

１-１-４
重 点

基
本
計
画
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支援を必要とするこども・支援を必要とするこども・
家庭へのきめ細かな取組の充実家庭へのきめ細かな取組の充実
　こどもにとって安心・安全に育つことができる家庭環境となるよう、要保
護児童等への支援と児童虐待防止対策を実施します。また、障がいのある児
童*が安心して自立した生活ができるよう、児童*及び保護者への早期支援・
相談体制の充実に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 子育て世帯の抱える課題が、児童虐待や貧困問題等、複雑化・複合化しており、関係機関との連携体制の強
化や相談支援体制の充実が必要となっています。

●	 障がい児とその家族の多様化したニーズにきめ細かな対応をしていくために、相談員等の専門性の向上や関係
機関の連携体制の強化、サービス提供体制の確保、幼少期における障がいの発見、療育等の支援に取り組ん
でいく必要があります。

●	 医療的ケア児*とその家族に対する支援においては、個々の医療的ケア児*の年齢、必要とする医療的ケアの種
類や生活の実態に応じ、関係機関と連携して切れ目のない支援体制を構築していくことが求められています。

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

朝食を食べているこどもの割合 86.5％▶▶▶︎ 88.0％
健全な生活の基盤となる朝食を摂
取することで健全な生活リズムを整
えること。

障害児通所支援の利用率 79.7％▶▶▶ 85.7％ 障がい児が安心して生活できる環
境をつくること。

１-２
施 策

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市子どもの権利に関する行動計画
北本市障害者福祉計画
北本市障害福祉計画・北本市障害児福祉計画

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言
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要配慮家庭への
支援の充実

目指す姿　  家庭がこどもにとって、安心・安全に育つ環境となっています。

主な取組 ▷

要保護児童等に関する相談支援、母子生活支援施設への入所措
置、要保護児童対策地域協議会の運営、子育て世帯訪問支援事業
の実施、親子関係形成支援事業の実施、重層的支援体制整備事業
（ヤングケアラー *等）の推進、生活困窮世帯のこどもに対する学
習・生活支援事業の実施

指標 ▷ 個別ケース検討会議の開催回数、児童虐待の通告義務等について
の啓発物の配布機関数、子育て世帯訪問支援事業の延べ利用日数

１-２-２

障がい児福祉サー
ビスの充実

目指す姿　  障がいのある児童*及び保護者への支援体制が整っています。

主な取組 ▷
障害児通所支援等の支給決定、自立支援給付及び各種手当の支
給、医療的ケア児*とその家族への支援、発達障がい児への支援、
親子関係形成支援事業の実施

指標 ▷ 障害児通所支援の利用者数、医療的ケア児*のための協議の場等
の開催回数、障がい児保育の保留児童数

１-２-３

基本事業 基本事業 

保健･福祉･教育の
連携の充実

目指す姿　  
支援を必要とするこどもへの乳幼児期から学齢期までの切
れ目のない支援体制が整っています。

主な取組 ▷ こども家庭センターの運営、保護者の相談窓口の充実、学校・保
育所をはじめとした関係機関等との連携強化

指標 ▷ 子ども家庭総合支援会議の開催回数、幼・保・小連携に係る連絡
協議会の開催回数

１-２-１

基
本
計
画
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母 子 保 健とこどもに母 子 保 健とこどもに
関する医 療の充 実関する医 療の充 実
　安心してこどもを産み育てられるよう、母体の健康管理に努めるとともに、
妊娠・出産・子育てにわたる切れ目のない支援を行います。乳幼児の健やかな
成長を促すため、健康診査や予防接種を実施します。また、必要に応じて適
切に医療が受けられるよう小児の初期・二次救急医療体制を整えます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 妊娠初期から子育て期にわたる切れ目のない支援が求められています。また、包括的な支援を提供することが
重要です。

●	 市内及び近隣市において分娩医療機関が少ない状況が続いています。

●	 晩産化や医療技術の進歩等により、不妊に関する検査や治療を希望する人の増加が見込まれます。

●	 乳幼児健康診査の受診率を令和４年度から令和６年度までの３年間で平均すると、４か月児健診で　　　
98.5％、１歳６か月児健診で98.0％、３歳児健診で94.2％と、年齢が上がるにつれて低下する傾向がみられます。

●	 こどもを感染症から守るため、こどもの予防接種の対象疾病は増加傾向にあります。

●	 市と医療機関との連携による小児救急医療体制の充実が求められています。

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

妊婦が妊婦健康診査を受診した回数 11.6回▶▶▶︎ 12.6回 出産や産後の生活に向けて、妊娠
中から母体の健康管理を行うこと。

乳幼児健康診査
で精密検査等が
必要とされたこど
もが必要な医療
を受けた割合

４か月児健診 100％▶▶▶ 100％
健康診査及び事後の保健指導を充
実させ、医療が必要なこどもと医
療とを結びつけること。

１歳６か月児健診 80.0％▶▶▶ 100％
３歳児健診 77.3％▶▶▶ 100％

１-３
施 策

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言
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こどもに関する
保健の充実

目指す姿　  こどもが心身ともに健やかに育っています。

主な取組 ▷ 乳児家庭全戸訪問、育児相談、乳幼児健康診査、定期予防接種
及び任意予防接種費用の補助の実施 

指標 ▷

健康診査を受診したこどもの割合（４か月児健診、１歳６か月児健
診、３歳児健診）、乳児家庭全戸訪問の実施率、育児相談の実施
人数、こどもの定期予防接種の接種件数、こどもの任意予防接種
費用の補助件数　

１-３-２

こどもに関する
医療体制の充実

目指す姿　  必要に応じて適切に医療が受けられる体制が整っています。

主な取組 ▷ 未熟児養育医療費の助成、小児初期・小児二次救急医療運営費の
負担、小児かかりつけ医の普及・啓発

指標 ▷ 小児初期・小児二次救急医療運営費の負担額、未熟児養育医療費
の支払実人数、こどもにかかりつけ医がいる世帯の割合

１-３-３

基本事業 基本事業 

妊娠･出産に関する
保健･医療の充実

目指す姿　  母体の健康管理ができています。

主な取組 ▷
こども家庭センターの運営、不妊検査費等の補助、妊婦健康診査
費等の助成、妊婦訪問、産前サポート・産後ケア事業の実施、産
科医に対する手当の支給

指標 ▷
不妊検査費等の補助件数、妊婦健康診査費等の助成件数、妊婦訪
問の回数、産前サポート・産後ケアの利用率、産科医等手当支給
支援事業の補助額

１-３-１

重 点

重 点

基
本
計
画
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学 校 教 育の充 実学 校 教 育の充 実
　こどもたちが基礎的・基本的な知識や技能を確実に習得し、思考力・判断
力・表現力や主体的に学習に取り組む態度等を身に付けられるよう、一人ひ
とりに合わせた指導・支援を行います。また、児童*生徒*の特性や発達段階
に応じた適切な支援に努めるとともに、安心・安全で質の高い学校施設の整
備に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 将来の予測が困難な時代を生き抜くためには、社会への主体的な関わりや多様な考えを持つ人々との交流を通
じて、人生や社会の未来を切り拓く力を持った人材を育てることが重要です。言語能力や問題の発見・解決能
力等基礎的な資質・能力を養うとともに、自らが「主体的に学び」、他者との「対話的な学び」等を通して自己の
考えを広げ、形成する「深い学び」を行うことが求められています。

●	 持続可能な社会の創り手の育成に向け、多様な考えや様々な情報を活用しながら、課題の発見・解決や社会的
な価値の創造に結び付けるための教科横断的な学習の充実が求められています。

●	 こども同士による集団での遊び・運動の時間や空間が減少し、体力も低下傾向にあります。

●	 特別な教育的支援を必要とする児童*生徒*一人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援
を行うことが求められています。

●	 不登校児童*生徒*数が増加しており、本市の最重要課題の一つになっています。未然防止を含む早期段階か
らの適切な支援に加え、全ての児童*生徒*にとって学校が安心・安全な活動の場となるよう、魅力ある学校づ
くり、各種相談体制の整備、個別のニーズに応じた支援の充実が求められています。

●	 ＩＣＴ*環境の活用を通して、指導方法や指導体制を工夫改善することにより、個に応じた指導の充実を図るこ
とが重要である一方で、それが孤立した学びとならないよう、こども同士で協働して学び合う環境の充実を図
ることが重要です。

１-４
施 策

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

平均正答率が県を上回った教科の割合 71.4％▶▶▶︎ 80.0％ 義務教育を通して基礎的な学力を
向上させること。

「学校に行くのが楽しい」
と肯定的な回答をした児
童*生徒*の割合

児童* 86.1％▶▶▶ 90.0％ 義務教育を通じて、児童*生徒*が
学校生活に充実感を感じているか
を測ること。生徒* 82.5％▶▶▶ 85.0％

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市教育振興基本計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市子どもの権利に関する行動計画

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言
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豊かな心と
健やかな体の育成

目指す姿　  
・基礎的な身体能力が身に付いています。
・自らの健康を適切に管理し、改善することができています。
・人権教育とともに体験活動等を通して豊かな心を育みます。

主な取組 ▷
児童*生徒*の体力向上事業の充実、食育の推進、歯科指導・フッ
化物洗口の実施、心の教育の推進、人権教育の推進、小・中学校
水泳指導民間委託事業の実施、拠点校部活動*の推進

指標 ▷

新体力テスト総合評価５ランク中上位３ランクの児童*生徒*の割
合、各校の給食だより（食育含む）の年間発行回数、人権をテーマ
とした授業の実施時間数、校内人権教育研修の実施校数の割合、
拠点校部活動*数　

１-４-２

特別支援教育*の
充実

目指す姿　  
特別な教育的支援を必要とする児童*生徒*に対する適切な
教育が行われています。

主な取組 ▷ 個別の支援計画の作成、特別支援教育*コーディネーターの配置、
特別支援教育*支援員の配置

指標 ▷ 個別支援計画の作成率、特別支援教育*コーディネーターの配置人
数、就学支援委員会の実施回数、特別支援教育*支援員の配置率

１-４-３

教育相談の推進

目指す姿　  

・児童*生徒*の一人ひとりの状況やニーズに応じた教育相
談ができる体制が充実しています。

・個々の不登校児童*生徒*に対して適切な教育機会を確保
するとともに、適切な機関につなぐ等の支援が行われて
います。

主な取組 ▷
スクールカウンセラー（ＳＣ）*・スクールソーシャルワーカー（ＳＳ
Ｗ）*・教育相談員等の配置、適応指導教室の充実、学習支援室
（ほっとルーム）を通じた支援

指標 ▷
身近な相談員（さわやか相談員・教育相談員・学校教育カウンセ
ラー）による相談解決率（小学校・中学校）、適応指導教室の開設
日数（月）、学習支援室（ほっとルーム）の設置数

１-４-４

基本事業 基本事業 

確かな学力の
育成

目指す姿　  
児童*生徒*の一人ひとりの成長に寄り添い、学力や学習意
欲を確実に伸ばす教育に取り組むとともに、教職員の研修
の充実を図り、資質能力が向上しています。

主な取組 ▷
小中一貫教育の推進、学力向上の推進（北本市営サタデースクール
の運営）、ＩＣＴ*の効果的な活用、教科担任制・チーム担任制の推
進、教職員年次研修・管理職研修の実施

指標 ▷ 北本市営サタデースクールの参加者割合、教科担任制・チーム担
任制の実施率、学力向上に資する教職員研修（市主催）の実施回数

１-４-１
重 点

教育環境の整備

目指す姿　  
安全に安心して学校生活を送ることができる教育環境が
整っています。

主な取組 ▷ 給食室の建替え、学校規模の適正化・適正配置の実施、ＩＣＴ*機
器の整備、施設設備の維持・管理

指標 ▷
教育委員会に報告された重大事故（施設設備事故）件数、教育委員
会に報告された重大事故（交通事故、負傷・疾病）件数、学習用端
末の支給率

重 点

１-４-５

基
本
計
画
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学 校・家 庭・地 域の連 携学 校・家 庭・地 域の連 携
による教 育の推 進による教 育の推 進
　こどもが家庭で基本的生活習慣を身に付けられるようにするとともに、保
護者の学校活動への参加意識を高めます。地域住民の力を借りてこどもたち
の学びや体験の場を確保し、地域と一体となった活動により青少年の健全育
成に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 家庭における生活習慣の習熟度を測る「児童*生徒*における基本的生活習慣平均実践項目数*（全７項目）」につ
いて、令和２年度は4.2項目でしたが、令和６年度は4.1項目となっています。

●	 本市では、学校・家庭・地域が目標やビジョンを共有し、連携を強化するため、令和３年度から市内全校でコ
ミュニティ・スクール*を実施しています。

●	 地域に継承されている歴史・文化の学習や、ボランティア体験のほか、スポーツ活動等を通して、こどもの主
体的な学びを促進するとともに、地域住民とこどもとの結びつきを深めることにより、家庭・地域の教育力を高
めることが求められています。

●	 学校と地域との連携を進めることにより、こどもを中心とした地域の交流が生まれ、地域の活性化につながり
ます。

●	 青少年が関わる犯罪は、いじめやインターネットによる人権侵害など複雑化・多様化しており、誰もが被害者、
あるいは加害者になる可能性があります。

１-５
施 策

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

自分にはよいところがあ
ると思う児 童*生 徒*の
割合

児童* 79.4％▶▶▶ 85.0％ あらゆる体験や学習の機会を通し
て自己肯定感を高めていくこと。

生徒* 76.9％▶▶▶ 80.0％
地域に学習の機会と場
がある児童*生徒*の
割合

児童* 41.7％▶▶▶ 50.0％ 地域における学習の機会と場の充
実度を測ること。

生徒* 18.7％▶▶▶ 25.0％

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市教育振興基本計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市子どもの権利に関する行動計画
北本市子ども読書活動推進計画

施策に紐づく宣言 めざせ日本一、子育て応援都市宣言
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家庭･地域との
協働による
学校運営の推進

目指す姿　  
家庭・地域の方が学校の教育活動に参画することにより、
学校の教育活動が多彩で活発なものとなっています。

主な取組 ▷ ＰＴＡ活動の支援、コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）*
の充実、学校応援団の推進、地域活動室事業の推進

指標 ▷
学校公開日の１校当たり平均実施回数、学校運営協議会の１校当
たり平均開催回数、学校応援団の１校当たり平均活動回数、地域
活動室事業の実施回数　

１-５-２

こどもの多様な
体験･学習機会の
充実

目指す姿　  
地域におけるこどもたちの体験や学びの機会と場が充実し
ています。

主な取組 ▷
こども図書館の運営、学校応援団の推進、社会教育関係団体の活
動支援、電子図書館の運営、特色ある総合学習の実施、ボランティ
ア体験

指標 ▷ こどもの図書館の利用者数（こどもの電子図書館の利用者数を除
く）、子ども大学の実施回数

１-５-３

青少年健全育成の
推進

目指す姿　  
地域が一体となった見守り活動等により、青少年が健全に
育成されています。

主な取組 ▷ 青少年育成市民会議の活動支援、青少年問題協議会・青少年指導
委員会の運営

指標 ▷ 青少年問題協議会の開催回数、青少年指導委員会連絡調整情報交
換会議の開催回数、啓発活動の実施回数

１-５-４

基本事業 基本事業 

家庭の教育力の
向上

目指す姿　  
・家庭の教育力の向上により、基本的な生活習慣が身に付

くとともに、自立心を育んでいます。
・こどもの教育への関心が高まっています。

主な取組 ▷ 家庭教育学級・子育て講座の開催

指標 ▷ 児童*生徒*における基本的生活習慣平均実践項目数*（全７項目）、
家庭教育学級の実施回数、子育て講座の実施回数

１-５-１

基
本
計
画
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こどもの権 利の保 障こどもの権 利の保 障

　全てのこどもが幸せな生活を送れるよう、こどもの権利を保障するための
取組を推進します。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 こども施策を社会全体で総合的かつ強力に推進していくため、国では令和５年４月に「こども家庭庁」が創設さ
れ、また包括的な基本法として「こども基本法」が施行されました。

●	 令和５年12月には、こども施策の基本的な方針を定めた「こども大綱」が閣議決定されました。この大綱では、
こどもの最善の利益を第一に考え、「こどもの権利」を保障し、全てのこども・若者が身体的・精神的・社会的に
将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で生活を送ることができる「こどもまんなか社会」を目指すこと
が掲げられています。

●	 国を挙げて「こどもまんなか社会」を目指す中で、「こどもの権利」の保障に関する要請が社会的に高まっており、
特に、こどもを単に保護の対象としてのみ捉えるのではなく、こどもの主体的な意見表明や社会参加を促進し
ていくとともに、こどもの意見を反映させるための取組が求められています。

●	 本市では、全てのこどもが幸せな生活を送ることができる社会の実現に向け、「北本市子どもの権利に関する条
例」を制定し、令和４年10月１日より施行しています。また、令和６年には、同条例の規定に基づき、こども
の権利に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために「北本市子どもの権利に関する行動計画」を策定し
ました。

●	 本市において、「こどもの権利」や「北本市子どもの権利に関する条例」に関する認知度は必ずしも高くなく、普
及啓発に取り組む必要があります。

ねらい

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値

北本市子どもの権利に関する条例を
認知している市民の割合 － ▶▶▶︎ 60.0％ 全てのこどもが幸せな生活を送れる

よう、こどもの権利を保障すること。

子どもの権利相談窓口を認知してい
る市民の割合 － ▶▶▶ 60.0％ こどもの権利に関する相談体制を確

保し、認知度を高めていくこと。

１-６
施 策

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事
業計画、北本市こども計画）
北本市子どもの権利に関する行動計画

施策に紐づく宣言
めざせ日本一、子育て応援都市宣言
北本市人権尊重都市宣言
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こどもの意見表明・
社会参加の機会の
確保

目指す姿　  
こどもの意見を聴取し、反映させる、様々な参画機会が確
保されています。

主な取組 ▷ こどもが意見を表明できる会議の実施、こどもを対象としたアン
ケートの実施、子どもの権利委員会へのこどもの参加

指標 ▷ こどもが意見を表明できる会議の開催回数、こどもが意見を表明で
きる会議におけるこどもの延べ参加者数

１-６-２

こどもの権利に
関する相談・救済

目指す姿　  相談内容に応じ、必要な助言その他の援助が行われています。

主な取組 ▷ 子どもの権利相談窓口の設置、子どもの権利擁護委員の設置、子
どもの権利相談の普及・啓発

指標 ▷ 子どもの権利相談窓口における相談件数、相談ミニレターの配布数

１-６-４

基本事業 基本事業 

こどもの権利に
関する普及・啓発

目指す姿　  
市民一人ひとりが、こどもの権利について正しく理解できて
います。

主な取組 ▷ こどもの権利周知に係るイベントの実施、パンフレットの作成・配
布、職員研修の実施

指標 ▷ パンフレットの配布数、職員研修の実施回数

１-６-１
重 点

虐待・体罰・暴言
等の禁止、
いじめの防止への
取組

目指す姿　  
虐待・体罰・暴言等の不適切な指導の禁止及びいじめの未
然防止が徹底されています。

主な取組 ▷ 要保護児童対策地域協議会の運営、児童生徒健全育成連絡協議会
の運営、教職員研修の充実

指標 ▷
要保護児童対策地域協議会代表者会議及び実務者会議の実施回
数、児童生徒健全育成連絡協議会の実施回数、倫理確立委員会
（不祥事根絶に係る研修）の１校当たり平均実施回数

１-６-３

基
本
計
画
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政策

２
安心・安全で自然と共存する
住みやすいまち

自然を保全・活用し、住環境や都市基盤の整備・維持管理及び防災・防犯
の取組を推進するとともに、公共交通を体系的に整理し、安心・安全で自然
と共存する住みやすいまちを目指します。

基本方針
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道路、上・下水道、河川の整備

施策 2-1

施策 2-3

施策 2-5

施策 2-2

施策 2-４

施策 2-６

豊かな住環境の整備交通・防犯・消費者対策の強化

バランスのとれた土地利用の推進環境に優しいまちづくりの推進

防災・消防の充実
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道 路 、上・下 水 道 、道 路 、上・下 水 道 、
河川の整 備河川の整 備
　安全で利便性の高い都市基盤をつくるため、生活道路や都市計画道路の整
備と維持管理に努めるとともに、安全で安定した水の供給や公共下水道の整
備と適切な管理により、清潔で快適な生活環境の確保に努めます。また、水
路や河川の整備や適切な管理により、浸水対策を進めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や一般国道17号上尾道路（上尾バイパス）Ⅱ期区間の事業化等の大規模道
路整備による交通量の増加に対応するとともに、市民の安全と利便性確保のため、生活道路や都市計画道路
の整備を進めながら、適切に維持・改修を行っていくことが必要となっています。

●	 国土強靭化*の取組を通して、大規模あるいは局所的な自然災害に対し、道路、上・下水道等の社会インフラ
が機能不全に陥らないように、リスクマネジメントを行うことが求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市国土強靭化*地域計画
舗装の個別施設計画
北本市橋梁長寿化修繕計画
北本市都市計画マスタープラン
北本市生活排水処理基本計画
北本市公共下水道事業経営戦略

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

道路、上・下水道、河川の整備不良
により発生した人身・物損の事故件数 ０件▶▶▶︎ ０件 都市基盤を適切に整備することで、

安全な生活環境をつくること。

２-１
施 策
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雨水排水施設の
整備充実

目指す姿　  雨水管や水路・河川が整備され、浸水対策が進んでいます。

主な取組 ▷ 公共下水道（雨水）の整備・維持管理、河川の維持管理

指標 ▷ 勝林雨水３号幹線の整備延長、床上・床下浸水戸数　

公共下水道
（汚水）の整備

目指す姿　  
公共下水道（汚水）が整備され、清潔で快適な生活環境が
確保されています。

主な取組 ▷ 公共下水道（汚水）の敷設・維持管理

指標 ▷ 公共下水道整備率、水洗化率、マンホール耐震化数

都市計画道路の
整備促進

目指す姿　  計画決定されている都市計画道路の整備が進んでいます。

主な取組 ▷ 中央通線（Ⅱ期）及び西仲通線（Ⅰ期）の整備推進

指標 ▷ 中央通線（Ⅱ期）の用地取得率、西仲通線（Ⅰ期）の用地取得率　

２-１-２

２-１-３

２-１-４

基本事業 基本事業 

生活道路の
整備充実

目指す姿　  
安全な道路環境の創出のため、適切な舗装や歩道・側溝の
整備が進んでいます。

主な取組 ▷ 道路新設改良、道路舗装改修、道路環境の維持管理

指標 ▷ 生活道路の改良率、生活道路の舗装率、地区要望への対応率、舗
装道路の改修延長　

２-１-１
重 点

基
本
計
画
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防 災・消 防の充 実防 災・消 防の充 実
　安心・安全で災害に強いまちとなるよう、災害時に適切な支援や情報提供
を行うとともに、防災施設の充実と支援体制の整備に努めます。また、地域
で適切な対応ができるようにするため、自主防災活動の促進や啓発に努め、
消防団体制の充実を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 東日本大震災の発生以降も、全国各地において大規模地震や大型台風、集中豪雨等の自然災害による甚大な
被害が発生しています。こうした度重なる被害等により、防災に対する意識の高まりや自助・共助の重要性に
ついて再認識されています。

●	 防災や災害発生に関する情報が市民に適切に届く仕組みとして、ＩＣＴ*やＩｏＴ*等の技術の活用が求められて
います。

●	 本市は、災害リスクの低い土地ですが、災害時において地域や個人が災害に対応できるよう、地域の防災力向
上が求められます。

●	 北本市地域防災計画に基づき、災害応急対策や災害復旧復興に至る一連の災害対策について、準備を進める
とともに、国土強靭化*の取組として、大規模な災害等が発生しても、行政や地域社会、地域経済が機能不全
に陥らずに、維持することのできる対策を推進していくことが求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市地域防災計画
国民の保護に関する北本市計画
北本市避難行動要支援者避難支援全体計画
北本市災害廃棄物処理計画
北本市国土強靭化*地域計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市民、地域、行政が連携した防災・
減災体制に安心感を持っている市民
の割合

－ ▶▶▶︎ 70.0％ 防災・減災体制が整備され、安心し
て暮らせる環境をつくること。

２-２
施 策
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地域防災力の向上

目指す姿　  
市民の自助・共助意識が高まり、災害時に市民・事業所・
行政が一体となって対応できる体制が整備され、防災力が
向上しています。

主な取組 ▷
自主防災組織の設立支援、地区防災訓練の実施支援、自主防災組
織リーダー・ボランティアコーディネーターの育成、避難行動要支
援者避難支援制度の推進

指標 ▷
自主防災組織の組織率、防災訓練に参加した市民の割合、自主防
災組織リーダーの人数、避難行動要支援者に係る個別避難計画の
策定割合

２-２-３

強靭な地域社会の
構築

目指す姿　  災害時でも地域社会が機能しています。

主な取組 ▷ 北本市国土強靭化*地域計画の推進、建物の耐震化の推進、ＢＣＰ
の見直し・整備

指標 ▷ 北本市国土強靭化*地域計画に掲げるＫＰＩ達成率、公共施設の耐
震化率、ＢＣＰの整備率

２-２-４

基本事業 基本事業 

防災減災意識の
高揚

目指す姿　  防災・減災の意識が高まり、災害時に行動できます。

主な取組 ▷ ハザードマップの周知、防災訓練の実施、自主防災活動の促進

指標 ▷ 防災対策の平均準備項目数*（地震に関する６項目）、防災訓練の
実施件数、自主防災組織の活動費への補助件数

２-２-１

災害時の
支援体制の充実

目指す姿　  
・防災に関する情報が市民に届く仕組みが機能しています。
・災害時の市民への支援体制が整っています。

主な取組 ▷ 福祉避難所の充実、備蓄品の充実、企業との災害時相互協力、ボ
ランティア受入体制の整備、避難所における感染症対策

指標 ▷ 北本市からの防災通知の登録件数、防災に関する協定件数、主要
備蓄用品*（３品目）の備蓄率　

２-２-２
重 点

消防力の向上

目指す姿　  消防活動が迅速に行われています。

主な取組 ▷ 消防水利施設の整備、消防団活動の支援、消防団施設・設備の維
持管理

指標 ▷ 消防水利基準達成率、消防団員定数充足率、消防団施設改修・整
備件数

２-２-５

基
本
計
画
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交 通・防 犯・消 費 者 対 策交 通・防 犯・消 費 者 対 策
の強 化の強 化
　誰もが安心・安全で住みやすいまちとなるよう、交通弱者の移動手段の確
保や鉄道の利便性の向上をはじめとした交通環境の充実に努めるとともに、
交通安全を推進します。犯罪を未然に防ぐ意識を高める活動や防犯施設の充
実に努めます。また、消費者教育や啓発に努めるとともに、トラブルに遭っ
たときの解決への支援体制の強化を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 住宅と、日常生活に必要な公共施設、商業施設及び医療機関等とをつなぐ機能として、路線バスや鉄道等の
公共交通の活用策を充実させる必要があります。

●	 高齢化や高齢者単身世帯の増加、また、高齢者の免許返納の広がり等に伴い、安心して市内を移動できる交
通環境の充実が一層求められています。

●	 自動車の安全装置技術の発達・普及等に伴い、本市の交通事故の発生件数及び死傷者数は、平成28年の
207件､ 239人から、令和６年には134件､ 151人と大きく減少しましたが、コロナ禍を経て社会経済活動が
再び活発になる中で、近年は増加傾向にあります。

●	 犯罪件数は平成15年の1,622件をピークに減少し、令和６年には401件とピーク時の４分の１程度となってい
ますが、近年は再び増加傾向にあります。

●	 市民の安心・安全なまちづくりのためには、犯罪を起こさせない環境づくりが重要です。そのため、地域にお
いて自主防犯組織を組織して、防犯に対する意識を高め、自主的な防犯活動への参加や犯罪の未然防止を図
る必要があります。

●	 特殊詐欺は手口の巧妙化や多様化がみられ、現金やキャッシュカードをだまし取られる被害や、インターネット
を通じた個人売買によるトラブル等の防止に向けた対策の充実が求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市都市計画マスタープラン
北本市立地適正化計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

日常生活の中で公共交通が便利であ
ると思う市民の割合 － ▶▶▶︎ 70.0％ 日常生活の移動手段に不安がない

こと。

人口千人当たりの交通事故件数 2.05件▶▶▶ 1.70件 交通事故を減らすこと。

人口千人当たりの犯罪件数 6.13件▶▶▶ 5.00件 犯罪を減らすこと。

２-３
施 策
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鉄道輸送力の活用

目指す姿　  鉄道の利便性が高く、多くの方が利用しています。

主な取組 ▷ 高崎線沿線地域活力維持向上推進協議会への参加、要望活動

指標 ▷ 人口に対する１日当たりの北本駅利用者割合、北本駅の平日の運
行本数、要望項目件数

２-３-２

交通安全・
防犯意識の高揚

目指す姿　  
・交通事故が減少するよう、市民が意識して行動しています。
・犯罪に遭わないように自衛や未然防止の意識が高まって

います。

主な取組 ▷ 交通安全教室の実施、交通災害共済への加入促進、警察等との連
携によるキャンペーン等の実施、警戒情報の作成・発信

指標 ▷ 交通安全教室の参加者数、キャンペーン等の実施件数、防犯対策
の平均実践項目数*（全６項目）、地域防犯団体を組織している割合

２-３-３

交通安全施設・
防犯環境の
整備充実

目指す姿　  交通安全施設や防犯設備等が十分に整備されています。

主な取組 ▷ カーブミラー・防護柵の設置、道路区画線の塗布、防犯灯・防犯カ
メラの整備促進

指標 ▷ 交通安全施設の整備件数、防犯設備（防犯カメラ等）の整備件数

２-３-４

基本事業 基本事業 

市内公共交通の
確保

目指す姿　  市内の交通手段が確保され、円滑に移動できます。

主な取組 ▷ 公共交通ネットワークの形成、デマンドバスの運行、地域公共交通
計画の策定

指標 ▷ デマンドバスの利用者数、地域公共交通計画の策定状況

２-３-１
重 点

安全な消費生活の
確保

目指す姿　  
消費者トラブルに遭わないようにするとともに、遭ったとき
には解決への支援を受けることができます。

主な取組 ▷ 民生委員・児童委員や見守り協力員等による声がけ・啓発活動、専
門相談員による消費生活相談の実施

指標 ▷ 消費生活相談件数、北本市消費生活センター相談解決処理の割合

２-３-５

基
本
計
画
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豊かな住 環 境の整 備豊かな住 環 境の整 備
　安全で安らげるまちとするため、良好な住環境の形成、公園や緑地の整備
と適切な管理、環境負荷の少ない住宅建設を推進するとともに、空き家対策
や若い世代の希望に合った住環境を整備・提供するなど、多様な住宅ニーズ
に合わせた支援等に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 北本市都市計画マスタープランでは、雑木林、谷津等の豊富な自然環境や大宮台地の良好な地盤を生かした
災害に強い住宅地を形成するとともに、自然環境を市民共有の財産・まちづくりの資源として、整備・保全・活
用に取り組んでいくこととしています。

●	 地区の特性に応じた良好な住環境の形成を図るため、地区計画制度や開発指導要綱などにより、公共施設だ
けでなく、民間の開発においても住環境及び景観の形成への配慮・指導が必要です。

●	 高齢化の進展等に伴い空き家が増加し、倒壊、犯罪の誘発等により防災性や防犯性が低下する懸念があるた
め、リフォームや建替えにより若者の移住・定住の受け皿とする等、有効活用が求められています。

●	 本市の令和６年の都市公園面積は69.5haで、市域に占める割合は近隣市に比べて高くなっています。一方、
徐々に市街地における雑木林や農地が減少していることから、自然の景観や環境への配慮が必要です。

●	 地球環境に優しい住環境形成の観点から、再生可能エネルギー *の導入等による環境負荷の少ない住まいづく
りが望まれているほか、災害に強いまちづくりにより安心して暮らせるよう、建築物の耐震化を図る必要があり
ます。

●	 土地利用構想図に位置づける市街地形成推進ゾーンにおいては、久保特定土地区画整理事業をはじめとした
基盤整備事業を重点的に進めていく必要があります。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市環境基本計画
北本市緑の基本計画
北本市都市計画マスタープラン
北本市立地適正化計画
北本市空家等対策計画

北本市マンション管理適正化推
進計画
北本市住宅・建築物耐震改修促
進計画

施策に紐づく宣言 北本市ゼロカーボンシティ宣言

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

安全で安らげる空間・住環境となる
ような土地利用や開発等がなされて
いると思う市民の割合

59.3％▶▶▶︎ 64.3％ 豊かな住環境を整備すること。

２-４
施 策
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安全で環境負荷の
少ない住宅への
支援

目指す姿　  
安全で環境負荷の少ない快適な住まいづくりが推進されて
います。

主な取組 ▷ 住宅耐震化の促進、省エネ設備設置の促進

指標 ▷ 住宅の耐震化率、住宅用省エネルギー設備設置費補助件数

２-４-３

基本事業 基本事業 

良好な住環境及び
景観の誘導

目指す姿　  良好な住環境及び景観の形成への配慮がされています。

主な取組 ▷ 用途地域の見直し、開発行為等に対する指導、空き家対策・利活
用、中古住宅流通・利用促進

指標 ▷ 開発行為等に対する指導の実施率、空き家に関する相談（苦情）件数

２-４-１

土地区画整理事業
の推進

目指す姿　  
隣接する公園・緑地空間と一体となった健全かつ良好な住
宅市街地が形成されています。

主な取組 ▷ 家屋移転補償、街路築造工事

指標 ▷ 久保特定土地区画整理事業の進捗率、区画整理地内における使用
収益開始率

２-４-４
重 点

公園の整備充実と
緑地の保全・活用

目指す姿　  
・公園が整備され、適切な維持管理が行われ、市民に親し

まれています。
・緑地が計画的に管理され、保全されています。

主な取組 ▷ 公園施設の巡回管理、公園・緑地の利活用促進、公園施設の長寿
命化、道路空間の緑化、中央緑地の保全

指標 ▷ 市民一人当たりの都市公園面積、都市公園の数、北本中央緑地の
供用率、都市公園バリアフリー化率　

２-４-２
重 点

基
本
計
画
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環 境 に優しい環 境 に優しい
まちづくりの推 進まちづくりの推 進
　自然と共存するまちの実現に向けて、緑豊かな自然との共生や生物多様性*
の保全を進めるとともに、カーボンニュートラル*の実現に向けた省エネや
再エネ*利用の推進、４Ｒ*（リフューズ・リデュース・リユース・リサイクル）
によるごみの減量・循環型社会の実現を図ります。また、発生したごみの適
切な処理や、合併処理浄化槽の設置促進により、環境汚染の防止に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 空気や水をきれいにし、湧水や湿地等の水辺環境や多様な動植物の生育・生息環境を育んできた屋敷林・農
地・雑木林・谷津等の身近に存在する豊かな自然が、市民の暮らしに安らぎと潤いをもたらしてきたことから、
大切な財産として後世に残す必要があります。また、本市の豊かな自然を象徴するヘイケボタルやカタクリ、
森林セラピー等は、市外からの来訪のきっかけとなり、交流人口*や関係人口*の創出につながっています。

●	 今後予定されている上尾道路（上尾バイパス）の整備にあたっては、関係機関との連携を密にし、周辺に広がる
豊かな自然環境との調和を図ることが重要です。

●	 本市においては､ 2050年までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「北本市ゼロカーボンシティ宣言」を令
和４年１月に表明しました。

●	 令和３年９月16日に、本市、鴻巣市、吉見町の２市１町で、「新たなごみ処理施設の整備促進に関する基本合
意書」を締結しました。現在、埼玉中部環境保全組合が主体となって、ごみの安全かつ安定的な処理、適切な
環境保全やエネルギーの有効利用に配慮した施設の整備を進めています。 

●	 市民一人１日当たりのごみ排出量は近年減少傾向にあり、リサイクル率は比較的高い水準となっています。今
後も４Ｒ*の推進によるごみの減量を図っていくことが重要です。

●	 水質汚濁や悪臭は、環境基本法に定められる公害であり、快適な生活環境の維持に向け、引き続き防止に努
めることが必要です。

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

温室効果ガスの総排出量（市全体） 250
千t-CO2

▶▶▶︎ 175.6
千t-CO2

温室効果ガスの排出を低減し､ 2050
年カーボンニュートラル*の実現を
目指していくこと。

２-５
施 策

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市環境基本計画
北本市地球温暖化対策実行計画
北本市緑の基本計画
北本市森林整備計画

北本市分別収集計画
北本市一般廃棄物処理基本計画
北本市災害廃棄物処理計画
北本市生活排水処理基本計画

施策に紐づく宣言 北本市ゼロカーボンシティ宣言
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廃棄物の
適正な処理

目指す姿　  ごみが適切に処理されています。

主な取組 ▷ 資源回収の推進、適正な廃棄物処理の啓発、新ごみ処理施設建設
の推進

指標 ▷
生ごみ処理機購入補助件数、資源回収量、資源回収奨励金支給総
額、ごみカレンダー配布率、排出したごみの処理率、市民一人当
たりのごみ排出量

２-５-３

環境衛生の推進

目指す姿　  
・快適な生活環境が維持されています。
・浄化槽放流水や単独処理浄化槽使用世帯の生活雑排水に

よる水路や側溝の水質汚染及び悪臭が減少しています。

主な取組 ▷ 適切なごみ・し尿処理の推進、環境測定調査の実施、合併処理浄
化槽の設置促進、浄化槽の適正管理

指標 ▷ 環境衛生に係る相談対応件数、環境測定調査の実施件数、合併処
理浄化槽設置比率　

２-５-４

基本事業 基本事業 

脱炭素社会・
循環型社会に向けた
取組の推進

目指す姿　  
ゼロカーボンシティの実現に向けて、再生可能エネルギー *
の利用や資源循環が進んでいます。

主な取組 ▷ 省エネルギー対策の促進、再生可能エネルギー *導入支援、４Ｒ*
推進に向けた啓発、容器包装類・廃食油の回収

指標 ▷ 市役所の温室効果ガス排出量、省エネ家電買い替え費補助件数、
公共施設のＬＥＤ化率、ごみカレンダー配布率、廃食油の回収量

２-５-２
重 点

自然環境の保全・
活用

目指す姿　  
生物多様性*及び自然環境が適切に保存され、再生・活用
されています。

主な取組 ▷
生物多様性*に係るモニタリング及び生き物調査の実施、環境イベ
ント等の実施、緑のトラスト８号地の保全、市の野草・野鳥・昆虫
の啓発、森林セラピー事業の推進

指標 ▷
生物多様性*に係るモニタリング及び生き物調査の実施回数、環境
イベント等の実施回数、関係団体等との連携による保全活動の実
施件数、森林セラピーの参加者数　

２-５-１
重 点

基
本
計
画
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バランスのとれた土 地バランスのとれた土 地
利用の推 進利用の推 進
　道路による交通アクセスの優位性を活かした土地利用を進めるとともに、
農地の生産性を維持するため、優良農地の保全に努めます。また、自然環境
と生活環境の調和の取れた計画的な土地利用を推進するとともに、久保特定
土地区画整理事業及び当該事業に関連する基盤整備を重点的に進め、生活環
境の向上を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 北本市都市計画マスタープランでは、コンパクト・プラス・ネットワークの考え方に立ち、コンパクトかつ利便
性の高いまちづくりを行うため、徒歩圏に日常の買い物ができる店舗等を誘導するとともに、公共交通の利便
性の高い都市形成を行うこととしています。

●	 優良農地を保全し、農地の生産性を維持・向上する必要があります。

●	 本市の玄関口である北本駅周辺の商業地域の充実を求める市民の声が多く、更なる活性化が求められているこ
とから、空き店舗等を有効活用し、生活機能の強化や中心市街地の活性化に取り組むことが必要です。

●	 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や一般国道17号上尾道路（上尾バイパス）Ⅱ期区間の事業化に伴い、土地
利用構想図に位置付ける複合的開発ゾーンや沿道サービスゾーンにおいて、広域的な視点に立った活用方法を
検討する必要があります。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市都市計画マスタープラン
北本市立地適正化計画
北本市産業振興ビジョン

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

自然環境と生活環境の調和のとれた
まちづくりができていると思う市民の
割合

－ ▶▶▶︎ 60.0％
自然環境と生活環境の調和のとれ
た計画的な土地利用を推進していく
こと。

２-６
施 策
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沿道サービス施設
の誘導

目指す姿　  沿道サービス施設が増加し、市内での消費が拡大しています。

主な取組 ▷ 一般国道17号・南大通り・上尾道路（上尾バイパス）・中央通線・
西中央通線及び中山道の沿道における商業施設の誘導

指標 ▷ 一般国道17号・南大通り・上尾道路（上尾バイパス）・中央通線・
西中央通線・中山道沿道における開発許可件数（累計）

２-６-３

住宅供給の促進

目指す姿　  
土地利用構想に沿って住宅エリアへの住宅供給が促進され
ています。

主な取組 ▷ 住宅エリアへの用途地域の見直し、久保特定土地区画整理事業の
推進

指標 ▷ 市街化区域における人口の割合、久保特定土地区画整理地区内の
使用収益開始率　

２-６-４

基本事業 基本事業 

商業・業務地の
整備

目指す姿　  商業・業務地の整備により市民の利便性が向上しています。

主な取組 ▷ 駅周辺の屋根整備及び維持管理、空き店舗対策

指標 ▷ 駅東口の屋根掛け整備の進捗率、空き店舗等活用補助金の交付件
数（中心市街地）、北本駅周辺のまちづくり満足度　

２-６-２

優良農地の保全

目指す姿　  生産性の高い農地面積が維持されています。

主な取組 ▷ 農地の利用集積、農業の多面的機能の維持・発揮に向けた保全活
動の支援

指標 ▷
生産農地面積、農家数、農地の利用集積率、農業の多面的機能の
維持・発揮に向けた保全活動組織の数、農地と耕作希望者のマッ
チング数　

２-６-１

基
本
計
画
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基本方針

政策

３

健康づくり・生きがいづくりの施策を推進するとともに、暮らしを支える
保健・医療の充実や社会保障制度の適正な運営に努め、人と人とのつなが
りの中で誰もが健康でいきいきと暮らせるまちを目指します。

健康でいきいきと
暮らせるまち
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保健・医療の充実

施策 3-1

施策 3-3

施策 3-5

施策 3-2

施策 3-４
障がい者福祉の充実地域福祉の充実

生涯学習・スポーツ活動の推進

高齢者福祉の充実
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保 健・医 療の充 実保 健・医 療の充 実
　健康寿命を延ばし健康な生活を送るため、健康づくり事業の拡充や疾病の
予防、早期発見により早期治療へつなげられる環境の整備を進めます。適切
な医療を受けることができる環境を整えるため、「かかりつけ医」等を持つこ
となどの普及啓発活動に取り組みます。また、社会保障制度の充実や啓発に
努めるとともに、国民健康保険制度や後期高齢者医療制度では適正な負担に
よる安定した運営を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 本市の令和５年の65歳健康寿命*は、男性18.74年､ 女性21.23年と、県内でも高い水準となっています。平
均寿命とともに、引き続き健康寿命の延伸が求められています。また、市民一人ひとりが質の高い社会生活を
営むためには、こころとからだの健康を維持することが重要です。

●	 令和５年度における市内の死因別死亡数は、悪性新生物（がん）が222人と最も多く､ 全体の24.2％を占めて
いるほか、次いで心疾患（高血圧性除く）による死亡数が多くなっており、生活習慣病の予防が必要です。

●	 医師の偏在が進む中、人口10万人当たり一般病院数・一般病床数、同診療所数、同医師数は、近隣市と比較
して高い水準にあります。また、地域医療の中核病院である北里大学メディカルセンターをはじめ、多くの医
療機関が立地している強みを活かし、病診連携の強化を図っていくことが重要です。

●	 新型コロナウイルス感染症への対応を教訓に、各種感染症に対して、基本的な予防方法の普及に努める必要
があります。

●	 被保険者の高齢化や医療技術の高度化が進む中で、一人当たり医療費は増加傾向にあります。また、高齢化
の進行に伴い、後期高齢者医療制度の被保険者の増加が見込まれます。今後、長期的に健全な制度運営を行っ
ていくために、医療費適正化や保険税等の収納率向上を図ることが重要です。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画

北本市みんないきいき！健康なまちづくりプラン
北本市自殺対策推進計画
北本市新型インフルエンザ等対策行動計画
北本市国民健康保険データヘルス計画及び北本市特定健康診査等
実施計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

65歳健康寿命*

男性 18.74年
（Ｒ５）

▶▶▶︎ 19.58年
健康的な生活を維持すること。

女性 21.23年
（Ｒ５）

▶▶▶ 22.19年

かかりつけ医がいる人の割合 81.2％▶▶▶ 81.2％ 適切な医療を受けていること。

３-１
施 策
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後期高齢者
医療制度の
適正な運営

目指す姿　  
被保険者の疾病、負傷又は死亡に関して必要な給付を行う
ため、被保険者の健康管理と適正な負担により、後期高齢
者医療制度が適正かつ安定して運営されています。

主な取組 ▷ 健康診査の受診勧奨、人間ドック検診の補助、高齢者の保健事業
と介護予防の一体的な実施、現年保険料の期限内納付の推進

指標 ▷ 後期高齢者医療保険料の現年度分収納率、後期高齢者医療被保
険者の一人当たり医療費

３-１-６

疾病の予防・
早期発見

目指す姿　  
疾病の予防、早期発見により早期治療へつなげられる環境
が整っています。

主な取組 ▷ 特定健康診査・特定保健指導・がん検診の受診促進、歯科口腔保
健の推進、後期高齢者健康診査・健康診査等の実施

指標 ▷ 国民健康保険特定健康診査・後期高齢者健康診査の受診率、健康
増進法に基づく健康診査の受診率

３-１-２

地域医療の充実

目指す姿　  
適切な医療を受けることで安心して生活できる環境が整っ
ています。

主な取組 ▷ 医師会・歯科医師会への補助、救急医療体制の整備、「かかりつけ
医・かかりつけ歯科医・かかりつけ薬局」等を持つことの普及

指標 ▷ 医師会・歯科医師会への補助金額、日曜祝日等医療体制整備に係
る委託金額

３-１-３

感染症予防・
重症化防止対策の
推進

目指す姿　  感染予防対策が推進されています。

主な取組 ▷ 感染予防対策の周知啓発、定期予防接種の実施、任意予防接種費
用の補助

指標 ▷ 定期予防接種の接種件数、任意予防接種費用の補助件数

３-１-４

基本事業 基本事業 

こころとからだの
健康づくりの推進

目指す姿　  
・市民がこころやからだの健康づくりに取り組んでいます。
・こころやからだの健康づくりを支える活動が広がっています。

主な取組 ▷

健康長寿ウォーキング事業の推進、健康マイスターの養成や各種
健康教室・講座の開催、フォローアップの実施、健康・体力づくり
市民会議の運営、自殺対策ネットワーク会議の運営、ゲートキー
パー *養成研修の実施

指標 ▷ めざせ！毎日１万歩運動の参加者数、健康マイスター養成人数（累
計）、ゲートキーパー *養成研修の開催回数

３-１-１
重 点

国民健康保険制度
の適正な運営

目指す姿　  
被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な給付
を行うため、被保険者の健康管理と適正な負担により、国
民健康保険制度が適正かつ安定して運営されています。

主な取組 ▷
特定健康診査・特定保健指導の実施、糖尿病性腎症重症化予防共
同事業の実施、レセプトの点検、医療費通知、ジェネリック医薬品
の利用促進、現年保険税の期限内納付の推進

指標 ▷ 国民健康保険税の現年分収納率、国民健康保険被保険者の一人当
たり医療費、赤字解消のための一般会計からの法定外繰入金

３-１-５

基
本
計
画
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高 齢 者 福 祉の充 実高 齢 者 福 祉の充 実
　高齢者の就労や地域活動、ボランティア活動等の社会参加の場を拡充しま
す。高齢者が自立した日常生活を営むことができるよう、適切なサービスを
提供するとともに、地域で支援する体制を整備します。高齢者が安心して暮
らせるよう、介護ニーズに応じたサービスを提供するとともに、介護保険制
度の適正な運営を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 高齢者の孤立を防ぐためにも、生涯学習活動やボランティア活動等の社会参加を通した「人と人とが関わり合
う機会」を増やすことが重要です。こうした活動は、心の豊かさや生きがいの獲得、健康増進にもつながるもの
であるため、その機会の創出が求められています。

●	 団塊ジュニア世代*が65歳以上となる2040（令和22）年を見据え、高齢者が住み慣れた地域で自立した日常
生活を送るために、医療、介護、介護予防、住まい、生活支援を包括的に行う体制（地域包括ケアシステム）
が整っていることが引き続き重要です。

●	 65歳以上の要支援・要介護認定率は、全国及び埼玉県の平均値を下回る水準にあるものの、令和２年度での
14.3％に対し、令和６年度では16.1％と上昇傾向にあります。引き続き、介護予防に取り組むとともに、介護
ニーズに対応したサービス提供体制を整備していく必要があります。

●	 85歳以上人口が増加する中、認知症高齢者の人数は今後増加していくことが見込まれ、地域で安心して暮ら
せる体制の整備が必要です。

●	 高齢化が進行する中、持続可能な介護保険制度の運営を行っていくために、高齢者の健康づくりを推進すると
ともに、医療費や介護給付費の適正化を図ることが重要です。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市高齢者福祉計画・介護保険事業計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

自立している高齢者の割合 83.7％▶▶▶ 81.7％ 高齢者の自立した生活維持を促進
し、健康寿命の延伸を図ること。

社会参加している高齢者の割合 53.0％▶▶▶ 56.3％ 高齢者が生きがいを感じ、地域との
つながりを持っていること。

３-２
施 策
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介護予防・
日常生活支援
総合事業の推進

目指す姿　  
・地域における生活支援や介護予防のサービスが充実して

います。
・健康づくりが習慣化され、健康が維持されています。

主な取組 ▷
介護予防・生活支援サービス事業の実施、介護予防ケアプランの
作成及び支援、介護予防に関する普及啓発、介護予防人材の育成、
介護予防活動グループの支援

指標 ▷
介護予防・生活支援サービスの提供件数、介護予防ケアマネジメン
トの実施件数、介護予防教室等の開催回数、介護予防サポーター
の延べ養成者数、介護予防活動グループへの支援回数　

３-２-２

介護保険サービス
提供基盤の
整備促進

目指す姿　  介護ニーズに応じたサービス提供体制が整っています。

主な取組 ▷ 地域密着型サービスの整備促進、介護人材の確保・育成、介護者
（家族）の負担軽減

指標 ▷
地域密着型サービスの利用者数（月平均実人数）、施設系サービス
の利用者数（月平均実人数）、居住系サービスの利用者数（月平均
実人数）

３-２-４

基本事業 基本事業 

生きがいと
社会参加の促進

目指す姿　  
高齢者が就労や地域活動、生涯学習活動、ボランティア活
動等の社会参加をしています。

主な取組 ▷
シルバー人材センターの運営支援、居場所づくりの推進（通いの場、
高齢者サロン活動、高齢者ラウンジ運営）、敬老祝金の支給、老人
クラブへの支援

指標 ▷ シルバー人材センターの会員数、居場所・通いの場の数、敬老祝
金の支給件数、支援している老人クラブの数

３-２-１
重 点

包括的支援事業の
推進

目指す姿　  
高齢者が住み慣れた地域でその人らしい生活を送ることが
できるよう、支援体制が充実しています。

主な取組 ▷ 地域包括支援センターの運営、地域ケア会議の開催、在宅医療・
介護連携の推進、生活支援体制の整備、認知症施策の充実

指標 ▷
地域包括支援センターによる相談対応件数、地域ケア会議の開催
回数、在宅医療・介護連携協議会の開催回数、担い手発掘セミナー
等の参加者数、認知症サポーターの養成人数（累計）

３-２-３
重 点

介護保険制度の
適正な運営

目指す姿　  
介護保険は、介護を必要とする高齢者の介護等に係る負担
を社会全体で支援する制度であることを理解して、被保険
者が適正な負担を行っています。

主な取組 ▷ 介護予防の推進、介護給付の適正化、現年保険料の期限内納付の
推進

指標 ▷ 介護保険料の現年度分徴収率、ケアプラン点検の実施率

３-２-５
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地 域 福 祉の充 実地 域 福 祉の充 実
　誰もが住み慣れた家庭や地域の中でその人らしい安心した生活を送れるよ
う、地域での助け合いの仕組みづくりや担い手の育成を進めるとともに、分
野を問わずに誰でも日常生活で困っていることを相談でき、支援につながる
体制を整えます。また、人と人とがつながり交流する機会づくりを行います。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 少子高齢化や人口減少、地域社会の希薄化等により社会構造が変化し、8050問題*、介護と育児のダブルケ
ア、ひきこもり、生活困窮、地域での孤立、若者支援等、地域住民が抱える課題がより複雑化・複合化する中、
行政と地域との連携により地域住民等が支え合い、一人ひとりの暮らしと生きがいを地域とともに創っていくこ
とのできる「地域共生社会*の実現」が求められています。

●	 専門的な福祉人材を確保するとともに、自立を支援するボランティアやＮＰＯ、地域活動団体等を育成し、こう
した担い手と、地域における福祉課題の発見・対応へ向けた連携体制を強化する必要があります。

●	 地域のつながりが希薄化している中で、ひとり暮らしの高齢者やひとり親家庭のこども等が孤立する懸念があ
るため、相談できる場所や相手を身近に確保するとともに、地域での支え合いや見守り体制を構築することが
重要です。

●	 人権を尊重する地域社会に向けて、差別や偏見、虐待の防止対策と、権利擁護制度の普及に取り組むことが
求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市地域福祉計画
北本市自殺対策推進計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

相談した困りごとの解決が図られた
と感じる市民の割合 77.1％▶▶▶ 80.0％

行政や地域といった様々な支え手・
担い手の支援により、困りごとの解
決が図られていること。

福祉活動に参加したことがある市民
の割合 32.9％▶▶▶ 50.0％ 福祉活動に参加する人や活動を担

う市民や団体が増えていること。

３-３
施 策
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多様な交流･
見守り活動の推進

目指す姿　  地域で多様な交流が生まれ、見守り活動が行われています。

主な取組 ▷ 民生委員・児童委員活動の支援、避難行動要支援者の支援体制の
強化、サロンの立ち上げ支援、社会福祉協議会の運営支援

指標 ▷ 民生委員・児童委員の充足率、居場所・通いの場の数、避難行動
要支援者名簿の同意者の割合

３-３-３

生活困窮者への
支援施策の
適切な執行

目指す姿　  自立に向けて適切な支援を受けることができます。

主な取組 ▷ 自立相談支援、就労支援、居住支援、住居確保支援、就労準備支
援、家計改善支援、こどもの学習・生活支援

指標 ▷ 自立支援プランの策定件数、自立に向けた支援の件数　

３-３-４

基本事業 基本事業 

福祉意識の醸成

目指す姿　  
地域福祉活動に参加する人をはじめ、活動を担う市民や団
体が増えています。

主な取組 ▷ 広報への啓発記事の掲載、出前講座の実施、学校・地域における福
祉教育の推進、担い手養成講座の開催、ボランティア活動の支援

指標 ▷ 担い手養成講座の開催数、ボランティア登録者数、ボランティア団
体数

３-３-１

重層的支援体制の
整備

目指す姿　  
・行政と関係機関等が連携した相談体制が充実しています。
・地域において、社会参加の機会が充実しています。
・市民が尊厳のある生活を送っています。

主な取組 ▷
包括的な相談支援、アウトリーチ*等を通じた継続的支援、多機関
協働による支援体制の充実、地域社会とのつながりづくり、地域で
支え合う体制の充実、成年後見制度の利用促進

指標 ▷
福祉総合相談窓口の相談受付件数、重層的支援会議の開催回数、
連携している支援機関数、参加支援事業における支援件数、地域
づくり事業における居場所の数　

３-３-２
重 点

基
本
計
画
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障 がい者 福 祉の充 実障 がい者 福 祉の充 実
　障がいのある人等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受けつ
つ、その自立と社会参加の実現を図っていくことを基本として、障害福祉
サービス等の提供体制を確保するとともに、障害福祉サービス事業所の運営
を支援します。また、就労を希望する障がいのある人が、働く場や機会を得
られるよう支援します。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 障がい者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約である障害者権利条約の理念に
基づき、差別の解消や雇用促進等のための法令が整備されています。

●	 身体障害者手帳所持者数は減少傾向、療育手帳所持者数は微増傾向、精神障害者保健福祉手帳所持者数は
大幅な増加傾向となっています。

●	 障がい者の家族の高齢化が進み、「親亡き後」の生活を見据えた支援の充実が求められています。

●	 障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律では、障がいを理由とする不当な差別的取扱いを禁止し、
合理的配慮*の提供を求めています。

●	 障がいのある人の就労ニーズの高まりから、就労系のサービスの利用者数や障がい者就労支援センターの登録
者数も増加しています。新たな就労系サービスの創設や法定雇用率の引き上げも行われており、障がいのある
人の意欲や能力等、一人ひとりの状況に合わせた就労支援が求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市障害者福祉計画
北本市障害福祉計画・北本市障害児福祉計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

障害福祉サービス等の利用率 82.6％▶▶▶ 84.9％ 障がい者が安心して生活できる環
境をつくること。　

就労を希望し、実際に就労している
障がい者の割合 55.9％▶▶▶ 60.8％ 希望する障がい者が就労している

こと。

３-４
施 策
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地域生活支援事業
の充実

目指す姿　  地域生活支援事業を十分に提供する環境が整っています。

主な取組 ▷ 地域生活支援事業等の実施、相談支援事業の充実、地域活動支援
センターの支援

指標 ▷ 地域生活支援事業の利用者数、相談支援事業の利用件数、地域活
動支援センターの利用者数　

３-４-２

障がい者の就労・
社会参加支援

目指す姿　  
・就労を希望する障がい者が就労しています。
・障がい者の社会参加の機会が増えています。

主な取組 ▷
障がい者就労支援センターの運営、意思疎通支援事業の実施、障
害者差別解消法の周知・啓発、地域活動支援センターや交流サロ
ンの支援

指標 ▷ 障がい者就労支援センターの就労支援件数、意思疎通支援事業の
利用者数

３-４-３

基本事業 基本事業 

自立支援の推進

目指す姿　  
障害福祉サービスが十分に提供され、サービスを必要とし
ている障がい者が利用しています。

主な取組 ▷ 自立支援給付及び各種手当の支給、障がい者の居住の場の確保、
自立支援協議会の開催、障害福祉サービスの提供体制の確保

指標 ▷ 障害福祉サービス利用者数、障がい者グループホームの利用者数、
自立支援協議会への参加者数　

３-４-１

重 点

基
本
計
画

85



生 涯 学習・スポーツ活 動生 涯 学習・スポーツ活 動
の推 進の推 進
　市民が生涯学習やスポーツなど各種の活動に取り組めるよう、多様な機会
を提供するとともに、活動の場づくり・機会づくりや施設の適切な管理を行
います。また、世代を問わず各種活動に参加しやすい環境づくりを進めると
ともに、活動を通して市民がつながる機会の創出を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 生涯にわたって学習に取り組んでいる市民の割合は、令和元年度の46.5％から令和６年度の52.9％へと上昇
しています。

●	 若者や働き盛りの世代を含めてあらゆる人が参加しやすい学習環境を積極的に提供し、学習意欲を高めていくこ
とが必要です。また、知識や技能を持つ人が、それらを活かせる環境をつくっていくことが重要になっています。

●	 高度化、専門化、多様化する生涯学習ニーズに対し、連携協定を締結する学校法人や企業をはじめとした民
間団体と連携して学習機会を充実していくことが重要です。

●	 オンライン講座や動画配信等、新しいスタイルの学習方法が普及してきたことに伴い、デジタルデバイド*の解
消が課題となっています。

●	 あらゆる市民が気軽にスポーツに親しめるように、より身近な「地域スポーツ教室」等の充実とこどもや障がい
者、高齢者を対象としたスポーツ事業の展開が必要です。

●	 公民館等の各施設においては、地域の学習拠点として、社会・地域課題への対応等について学習機会を企画し
提供することのほか、利用促進を図るために、土日や夜間にも参加可能な講座を充実させる必要があります。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市教育振興基本計画
北本市生涯学習推進計画
北本市スポーツ推進計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

生涯にわたって学習に取り組んでい
る市民の割合 52.9％▶▶▶ 60.0％ 生涯にわたって学習することのでき

る機会を提供すること。

週１回以上のスポーツ実施率 41.6％▶▶▶ 50.0％ スポーツを行うことで、健康に生活
する市民を増やすこと。

３-５
施 策
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スポーツ機会の
充実

目指す姿　  
・多様なスポーツやレクリエーションを行う、見る、支える

ことにより、いきいきと生活しています。
・市民による主体的なスポーツ活動が活発に行われています。

主な取組 ▷
各種スポーツ大会・教室の開催、生涯スポーツ・レクリエーション
の普及推進、スポーツ関係団体・指導者の育成への支援、スポー
ツ情報の充実

指標 ▷
スポーツを観戦（オンライン・動画等を含む。）した市民の割合、各
種スポーツ・レクリエーションの団体数、各種スポーツ・レクリエー
ションの団体会員である市民の割合　

３-５-２

芸術・文化事業の
推進

目指す姿　  
芸術・文化活動への関心が高まり、鑑賞や自ら活動に参加
する市民が増えています。

主な取組 ▷ 市民文化祭・きたもとピアノフェスティバルの開催、芸術・文化サー
クル活動の支援

指標 ▷ 市民文化祭芸術展の来場者数、市民文化祭文化のつどい参加者
数、きたもとピアノフェスティバルの参加者数

３-５-３

生涯学習施設・ス
ポーツ施設の適切
な管理と利用促進

目指す姿　  
生涯学習施設及びスポーツ施設が適切に管理され、市民に
利用されています。

主な取組 ▷ 地区公民館・文化センター等の管理運営、公共施設予約システム
の運用、学校体育館・校庭開放の拡充、体育センターの管理運営

指標 ▷ 公民館等の稼働率・延べ利用者数、スポーツ施設の稼働率、市民
のスポーツ施設の利用率、市民一人当たりの図書館の図書貸出数

３-５-４

基本事業 基本事業 

学習機会の充実

目指す姿　  多様な学習機会が提供され自ら学ぶことができています。

主な取組 ▷ 市民大学きたもと学苑の運営、市役所出前講座の実施、大学公開
講座・子ども大学講座の開催

指標 ▷ 市民大学きたもと学苑への参加者数、市役所出前講座の開催回数、
人財情報バンク登録者数

３-５-１

基
本
計
画
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基本方針

政策

４ 活力あふれるまち

各種産業の振興を総合的に推進するとともに、先人から受け継いだ自然、歴
史文化、また、まちに関わる人等、様々な地域資源を活用し、活力あふれる
まちを目指します。

88



シティプロモーション*の推進

施策 4-1

施策 4-3

施策 4-2

施策 4-４
文化財の保存・活用就労対策の充実

地域産業の振興

89



シティプロモーションシティプロモーション **

の推 進の推 進
　まちの魅力を創出し、市内外に向けた情報発信・プロモーションを推進し
ます。また、市民のまちへの愛着を醸成し定住促進を図るとともに、交流
人口*・関係人口*の獲得や移住促進を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 国における令和６年の出生数は70万人を下回っており、東京都など一部を除いて、全国的に人口減少が進ん
でいます。特に、若年女性の減少が続くと、出生数にも影響を与え、より一層人口減少が加速することが見込
まれます。

●	 人口減少が進む中で、市内外に向けてまちの魅力を効果的に発信することで、市民のまちへの愛着を醸成し、
定住促進を図るとともに、交流人口*や関係人口*の獲得を図ることが重要です。

●	 将来的に人口が減少していく中で、まちを持続的に発展させていくためには、地域資源の活用を通して新たな
魅力を創出するとともに、市民のまちづくりへの参加意欲を高め、まちの活力へと変えていく必要があります。

●	 本市においては、令和２年に転入数が転出数を上回る社会増の状況に転じており、特に、シティプロモーショ
ン*の主なターゲットとしてきた若年女性について、社会増の傾向がみられます。

●	 ふるさと納税制度を通して多様な主体と連携を図るなど、地域の活性化につなげるための持続可能な仕組みづ
くりが求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市シティプロモーション*推進方針

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

25歳から39歳までの社会増減 182人▶▶▶ 200人
シティプロモーション*重点アプ
ローチ対象が住みたいまちと思う状
況を創ること。

25歳から39歳までのｍＧＡＰ* △88▶▶▶ △62
シティプロモーション*重点アプ
ローチ対象のまちに対する推奨・参
加・感謝の意欲を向上すること。

４-１
施 策
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ふるさと納税を
活用した
地域活性化

目指す姿　  
ふるさと納税制度を通じた多様な主体との連携により、ま
ちの魅力が高まり、地域活動が活発に行われています。

主な取組 ▷ ふるさと納税、ふるさと納税返礼品の開発・採用、ふるさと納税型
クラウドファンディング*、寄附者を対象とした市の体験ツアー

指標 ▷ ふるさと納税の寄附額・寄附件数、ふるさと納税返礼品出品事業
者数、ふるさと納税型クラウドファンディング*による支援件数

４-１-３

基本事業 基本事業 

地域資源を
活用した
まちの魅力創出

目指す姿　  
地域の特色を活かしたイベント等を通して新たな魅力を創
出することにより、まちへの愛着やまちづくりへの参加意欲
が高まっています。

主な取組 ▷
マーケットの学校の実施、＆green marketの開催、みどりとまつ
りの開催、みどりと広報部の実施、若者チャレンジプロジェクトの
実施

指標 ▷ 市民参加型イベント・ワークショップ実施回数、市内のマーケット
の開催回数、みどりとまつりの参加者数　

４-１-２
重 点

まちの魅力の
効果的な発信

目指す姿　  
ＷＥＢ・ＳＮＳ*等を活用した情報発信により、市民のまち
への愛着や交流人口*・関係人口*が増加しています。

主な取組 ▷ 広報きたもと・ＷＥＢ・ＳＮＳ*等での情報発信、市民との協働によ
る魅力づくりと情報発信

指標 ▷ 各種シティプロモーション*事業のＳＮＳ*発信数、シティプロモー
ション*サイトや公式ｎｏｔｅ*への投稿回数　

４-１-１
重 点

基
本
計
画
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地 域 産 業の振 興地 域 産 業の振 興
　持続可能な経営に向けて、担い手の育成や６次産業化*等による付加価値の
高い地域産業の推進に努めます。関連団体と連携し、商店の魅力向上や市内
購買率の向上を図ります。事業者が安定的に経営できるよう支援するととも
に、企業との関係確保に努めることで、企業誘致を推進します。地域にある
様々な資源を活用して観光の振興に努め、市内経済の活性化につなげます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 人口減少による労働力不足や市場縮小が懸念される中、市内で生産・製造された製品や「＆green food」（地
域の農産物や特産品）等の市内外へのプロモーション等を通して、本市のブランド・個性を高めることにより、
まちの価値や豊かさを創造していくことを目指しています。

●	 市内には小規模な農家が多く、農家総数、農業就業者数、経営耕地面積のいずれも減少傾向にありますが、
品質の高さに定評がある野菜をはじめとした農業の産出額は近年増加傾向にあります。

●	 地域資源を活用し、多様な連携のもと新しい価値を生み出すことで市場拡大を図るとともに、生産性の向上や
働き方改革の推進、事業承継支援等に取り組んでいく必要があります。

●	 商店の減少や商店主の高齢化に伴い、商店会の活動が衰退しないよう、関連団体と連携し、市内商業を活性
化する必要があります。

●	 企業の誘致については、市街化区域のほか、市街化調整区域や農地を含め、法的な土地利用規制に係る関係
機関との事務調整を進め、受け皿となる産業用地の創出に取り組む必要があります。

●	 イベント等を通じて、まちの魅力を広くＰＲし、来訪者を増やすことで、本市に関わるきっかけを創出すること
が重要です。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市産業振興ビジョン
北本市農業振興地域整備計画
北本市鳥獣被害防止計画

北本市森林整備計画
農業経営基盤の強化の促進に
関する基本的な構想

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

就業者一人当たりの市内純生産 429.6万円
（R4）

▶▶▶ 435.6万円 市内の労働生産性を向上させること。

観光入込客数 119万人▶▶▶ 123万人 市内の観光地点及びイベント等による
来訪者数を把握し、向上させること。

４-２
施 策
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持続可能な
経営の支援

目指す姿　  
後継者が不足する事業者等が廃業することなく事業を継続
しています。

主な取組 ▷ 商工会事業への補助、事業承継・創業の支援、農業の担い手支援

指標 ▷ 特定創業支援等事業による支援を受けた市内創業者数、農業セミ
ナーの実施回数（累計）

４-２-３

企業誘致の推進

目指す姿　  市内に立地する企業が増えています。

主な取組 ▷ 立地希望企業への相談支援・情報提供、広域交通網を活かした企
業・店舗誘致

指標 ▷ 立地相談件数、相談支援・情報提供の中から立地に結びついた件数
（累計）　

４-２-４

基本事業 基本事業 

地域産業による
にぎわいづくり

目指す姿　  
地産地消や域内調達が拡大し、企業や家計の所得に還元さ
れています。

主な取組 ▷
農業ふれあいセンターの活用、きたもと朝市の開催支援、街バル
の開催支援、地域での産業ネットワークの形成、地産地消の推進、
商店会活動の支援、空き店舗等の活用促進

指標 ▷ 農業ふれあいセンターの利用者数、街バルの参加店舗数、きたも
と朝市の開催回数、空き店舗等活用補助金の交付件数　

４-２-２
重 点

付加価値の高い
地域産業の推進

目指す姿　  
高付加価値なものを生み出し事業規模の拡大がなされてい
ます。

主な取組 ▷ ＆green foodの推進、園芸の振興、販路拡大・開拓の支援、６次
産業化*の推進、新規農業者への支援、農業の事業継承の支援

指標 ▷
農業ふれあいセンターの総売上額、＆green foodのイベント実施
回数、認定農業者数、農業従事者一人当たりの農業産出額、付加
価値額（製造業）　

４-２-１
重 点

観光の振興

目指す姿　  
祭りやイベント等、まちの魅力を活用して交流人口*が増加
しています。

主な取組 ▷
宵まつり・産業まつりの開催支援、森林セラピー事業の推進、みど
りとまつりの開催、観光協会の運営支援、ホームページ・ＳＮＳ*
の活用

指標 ▷ 宵まつり・産業まつりの参加者数、森林セラピーの参加者数、みど
りとまつりの参加者数、公式観光サイトのページビュー数

４-２-５

基
本
計
画
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就 労 対 策の充 実就 労 対 策の充 実
　労働環境改善の促進や職業能力開発の支援を通し、安心していきいきと働
ける環境づくりを推進します。また、若者や女性等を含む市民を対象に、地
域の雇用に関する情報提供や就労の促進につながる各種支援の充実を図り、
職住近接の環境づくりを推進します。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 コロナ禍を経て、就労における環境変化として、ＤＸ*の進展やテレワークの普及などによる働き方の多様化が
生じており、そうした変化に応じた労働環境の整備や職業能力開発の支援が求められています。

●	 「働き方改革」を通して、多様な働き方を選択できる社会を実現することにより、働く人一人ひとりがよりよい
将来の展望を持てるようにするとともに、人手不足の解消を図っていくことが求められています。

●	 生産年齢人口が減少し、担い手不足が進む中、職住近接の状況を生み出し人口流出を抑制するため、地域で
の就労を促進することが必要です。

●	 多様化する就労支援のニーズに応えるため、利用者のニーズに合わせたきめ細かな支援が求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市産業振興ビジョン

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市内失業率 4.3％
（Ｒ２）

▶▶▶ 3.9％ 就労対策を充実することで、失業
率の低減を図っていくこと。

４-３
施 策
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職業能力開発の
支援

目指す姿　  市内の在勤在住就業者の自己研さん機会が提供されています。

主な取組 ▷ 労働セミナーの開催、職業訓練に対する各種助成の利用促進

指標 ▷ 労働セミナーの開催件数　

４-３-２

雇用・就労対策の
推進

目指す姿　  雇用・就労のための相談体制や機会が充実しています。

主な取組 ▷ 就労支援セミナーの開催、内職相談、ハローワークの求人情報の
提供

指標 ▷ 就職支援セミナーの開催件数、内職相談による就労者数

４-３-３

基本事業 基本事業 

労働環境改善の
促進

目指す姿　  
働く人一人ひとりの意欲・能力が存分に発揮できる労働環
境となっています。

主な取組 ▷ 事業者向けセミナーの開催、職場環境改善への支援

指標 ▷ 多様な働き方実践企業の認定事業所数　

４-３-１

基
本
計
画
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文 化 財の保 存・活用文 化 財の保 存・活用
　貴重な文化財の調査・研究・保存を進めるとともに、魅力ある文化財を活
用して地域の歴史や自然、文化を学ぶことができる環境を整備します。郷
土芸能の後継者育成や伝承活動等への支援を通じ、郷土芸能の継承に努め
ます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 遺跡や古文書、石造物、天然記念物、郷土芸能等の文化財は、北本の歴史や自然の魅力を語る貴重な資源で
す。様々な文化財について調査・研究・保存に努めるとともに、重要遺跡については内容確認調査や報告書の
発行等により公開を図る必要があります。また、文化財が適切に保存されるよう、関係機関等と連携していく
ことが重要です。

●	 令和６年10月11日にデーノタメ遺跡が国指定史跡に指定されました。この遺跡については、よりよい保存・
活用を目指すための計画を策定するとともに、公有地化を図り、史跡公園として整備していく必要があります。

●	 文化財の保護や伝統文化の継承に係る様々な体験や活動、交流、講座等を通して、地域への愛着や誇りを醸
成していくことが重要です。また、文化財について、教育や観光等、様々な分野において積極的に活用してい
くことが求められています。

●	 郷土芸能の後継者不足は、各団体の共通の課題です。後継者育成、伝承活動の支援等を通じ、郷土芸能の継
承に取り組む必要があります。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市教育振興基本計画
北本市生涯学習推進計画

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市内文化財等の市民の認知割合 67.3％▶▶▶ 70.0％ 文化財を普及・啓発することで、市
民の関心を高めること。

４-４
施 策
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文化財の活用

目指す姿　  
貴重な文化財の価値が理解され、地域への誇りや愛着につ
ながっています。

主な取組 ▷ 学校教育・社会教育での活用、シンポジウム・現地説明会の開催、
ホームページ・ＳＮＳ＊・広報紙等での情報発信

指標 ▷
学校教育・社会教育分野で文化財が活用された件数、ホームペー
ジ・ＳＮＳ＊・広報紙等への掲載件数、シンポジウム・セミナー・現
地説明会等の開催回数

４-４-３

伝統文化の継承

目指す姿　  後継者が育成され、郷土芸能が継承されています。

主な取組 ▷ 郷土芸能団体への支援、郷土芸能大会の開催

指標 ▷ 郷土芸能団体への支援回数、郷土芸能大会の参加者数、地域の祭
礼及び周辺の催事等で演目を披露した件数　

４-４-４

基本事業 基本事業 

文化財の調査・
研究

目指す姿　  未指定を含めた様々な文化財の調査・研究が進んでいます。

主な取組 ▷ 未指定を含めた様々な文化財の調査・収集・整理・研究

指標 ▷ 文化財の調査件数、調査報告書の刊行数　

４-４-１

文化財の保存

目指す姿　  貴重な文化財が適切に保存されています。

主な取組 ▷ 指定文化財の保存、文化財保護審議会の開催、文化財保存活用地
域計画及び史跡デーノタメ遺跡保存活用計画の策定・推進

指標 ▷ 指定文化財の指定件数、文化財保護審議会の開催回数、デーノタ
メ遺跡に関する整備計画の策定進捗率

４-４-２
重 点

基
本
計
画
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基本方針

政策

５ みんなが参加し育てるまち

市民が自らの責任において主体的にまちづくりに参加することを促し、市
民と行政の協働によるまちづくりを推進するとともに、市民が互いに連携
して共に支え合う地域活動を支援し、みんなが参加し育てるまちを目指し
ます。

98



平和と人権の尊重

施策 5-1

施策 5-3

施策 5-2

市民参画と協働の充実

暮らしを支える地域活動の支援

99



平 和と人 権の尊 重平 和と人 権の尊 重
　関係機関や団体等と連携し、平和や人権を守るための啓発活動や学習の機
会を充実すること等により、市民の平和や人権意識の向上を図ります。男女
が社会の対等な構成員として、性別に関係なくその個性と能力を発揮できる
ような地域社会の形成に努めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 本施策は、国が「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）実施方針」において設定した８つの優先課題のうち２つ（「あら
ゆる人々が活躍する社会・ジェンダー *平等の実現」及び「平和と安全・安心社会の実現」）が含まれ、また、「誰
一人取り残さない」というＳＤＧｓの基本理念とも密接に関わる重要な分野です。

●	 戦後80年が経過した現在、悲惨な戦争を直接体験した人から話を聴ける機会は減少していることから、平和
の尊さを次代へ確実に引き継いでいくことが必要です。

●	 同和問題をはじめ、女性、こども、高齢者、障がい者、外国人、性的少数者*等、多様化する社会生活を背景
とした人権問題が存在しているため、人権教育及び啓発活動を推進する必要があります。

●	 男女の人権が尊重され、その個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現へ向けて、女性の職業
分野への参画、仕事と家庭の両立、地域活動への主体的な参画を通して、豊かで活力あるまちづくりを行うと
ともに、女性に対するあらゆる暴力を根絶することが重要な課題となっています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画
北本市男女行動計画
北本市子どもの権利に関する行動計画

施策に紐づく宣言

世界連邦平和都市宣言
北本市非核平和都市宣言
北本市人権尊重都市宣言
北本市男女共同参画都市宣言

５-１
施 策

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

平和活動の推進に満足している市民
の割合 － ▶▶▶ 市民の平和意識の醸成・高揚を図

ること。

人権が尊重されているまちだと思う
市民の割合 61.2％▶▶▶ 80.0％ 市民が実感する人権の尊重された

まちをつくっていくこと。
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人権意識の高揚

目指す姿　  
市民一人ひとりが、あらゆる人権問題を正しく理解し、他
の人の人権に配慮しています。

主な取組 ▷ 啓発リーフレット・啓発資料の作成・配布、人権の花運動の実施、
職員研修の実施、人権を守る市民の集い

指標 ▷ 市や公共施設において開催された人権講座・研修会に参加した市
民の人数、職員研修の参加者数　

５-１-２

男女共同参画の
推進

目指す姿　  
男女が社会の対等な構成員として活躍でき、尊重し合える
地域社会が形成されています。

主な取組 ▷ 男女共同参画に関する情報誌の発行、市民向け講座の開催、男女
行動計画の策定・進捗管理、女性相談の実施、ＤＶ被害者の支援

指標 ▷ 市民向け講座の参加者数、市の審議会等に女性が登用されている
割合、女性相談の件数、ＤＶ被害者の相談件数

５-１-３

基本事業 基本事業 

平和啓発の推進

目指す姿　  平和の大切さを感じることができるようになっています。

主な取組 ▷ 平和を考える集いの実施、学校教育における平和啓発の推進

指標 ▷ 平和を考える集いの参加者数、学校教育において平和啓発を実施
している学校数

５-１-１

基
本
計
画

101101



暮らしを支える暮らしを支える
地 域 活 動の支 援地 域 活 動の支 援
　地域の暮らしを支える地域活動の推進に向けて、地域活動団体の重要性に
対する市民の理解を高め、地域活動への参加の啓発に努めるとともに、自治
会やコミュニティ活動の維持及び自立性の確保を支援します。また、異なる
国籍や文化を持つ市民同士の共生を推進します。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 地域での活動に大きな役割を果たしている自治会は重要性の高いものである一方、人口減少や高齢化により組
織の運営が困難となってきているため、組織を維持し、活性化する具体的な方策の展開が必要です。

●	 令和６年度まちづくり市民アンケートでは、自治会等の市民活動に参加していない方の理由として「時間に余裕
がないため」が37.5％と最も高くなっています。共働き世帯の増加、年金支給開始年齢延長による定年延長と
いった環境の変化が生じている中で、活動のあり方についても検討が必要です。

●	 市と自治会等の市民団体が、それぞれの立場や位置付け等を踏まえた役割分担を行い、自立性の確保に配慮
することが重要です。

●	 地域活動の拠点施設となるよう、自治会集会施設の新規整備や老朽化した施設の修繕、建替え等、施設の整
備や維持管理が必要です。

●	 本市在住の外国人の人口は近年顕著に増加しており、円滑な地域活動を維持していけるよう、地域社会におけ
る多文化共生が求められます。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市市民公益活動推進計画

５-２
施 策

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

地域活動に参加している市民の割合 24.2％▶▶▶ 地域活動に参加する市民を増やし、
地域を活性化させること。

国際交流・異文化交流を経験した市
民の割合 － ▶▶▶

国際交流や異文化交流を通じて、
異なる国籍や文化に対する理解を
深めること。
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地域活動拠点の
確保

目指す姿　  
地域活動の拠点施設が確保・管理され、活発に利用されて
います。

主な取組 ▷ 集会施設整備の補助、公共施設の適正配置

指標 ▷ 活動場所が確保できている自治会数、集会施設整備の補助金の決
算額　

５-２-２

多文化共生の
推進

目指す姿　  多文化共生を意識し、理解する市民が増えています。

主な取組 ▷
多文化共生に係る意識啓発、交流機会の創出、生活情報の多言語
化、多文化共生に資する市民活動への支援、ＡＬＴによる国際文
化学習

指標 ▷ 国際交流ラウンジの外国人参加者の割合、国際交流ワンナイトステ
イ登録家庭数、ＡＬＴの配置人数

５-２-３

基本事業 基本事業 

地域活動の推進

目指す姿　  
地域活動の重要性を理解し、参画意識がある市民が増えて
います。

主な取組 ▷ 自治会への加入促進、自治会・コミュニティへの支援

指標 ▷ 自治会に加入している世帯の割合、自治会への補助金の決算額、
コミュニティ協議会への補助金の決算額　

５-２-１
重 点

基
本
計
画
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市 民参 画と協 働の充 実市 民参 画と協 働の充 実

　市民参画を推進するため、市民関係団体等との連携を図り、若者から高齢
者まで誰もが参画しやすい環境づくりに努めます。また、地域の現状やニー
ズを把握し、地域の力を活かして市民との協働のまちづくりを進めます。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 市民参画手続は市政運営における重要なプロセスであり、着実に実施していくことが必要である一方、アンケー
ト等からみると市民の関心や参画意識が十分高いとは言えず、意識醸成を図っていく必要があります。

●	 地域の現状を把握し、地域の求めるニーズに適切に対応するため、市民と市との協働による取組が求められて
います。協働による取組を更に推進するため、市民の活発な活動を支援するとともに、市から地域課題の提示
を積極的に行い、地域における課題解決に向けて取り組む必要があります。

●	 行政が市民公益活動団体を効果的に支援し各団体の自立性を高めることは、単に各団体の個別の活動を応援
するのみにとどまらず、協働事業の相手方となる市民を育成することにもつながります。こうした視点から、「北
本市協働推進条例」に基づく協働事業提案の前提となる協働パートナーの登録数の向上等、まちづくりの担い
手の裾野を広げる取組が必要です。

●	 市民公益活動の推進に向けて、活動の担い手や専門的な知識・技術を持っている人材の不足、活動資金や活
動場所の確保等が課題となっており、より効果的な情報発信や市民団体・企業との連携を行う必要があります。
市民の自主性を損なわないように留意しつつ、各課題の状況改善につなげられるよう北本市市民公益活動推進
計画に掲げた推進施策を着実に実行していくことが重要です。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市市民公益活動推進計画

５-３
施 策

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

市民参画手続に参画した人数 4,856人▶▶▶ 市民の参画を推進すること。

協働により実施した事業の件数 ０件▶▶▶ ２件 協働によるまちづくりに取り組む
こと。
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市民公益活動の
推進

目指す姿　  市民公益活動が活性化・多様化しています。

主な取組 ▷ 市民公益活動の普及啓発及び活動団体の支援、市民公益活動団体
展示会

指標 ▷ 市民公益活動支援センターの利用団体登録数、支援している市民
公益活動団体の数

５-３-３

基本事業 基本事業 

市民参画の推進

目指す姿　  市政への関心が高く、市政に参画する市民が増えています。

主な取組 ▷ 市民参画手続の実施、市民参画意識の醸成、市民施策提案制度の
推進

指標 ▷ 市民参画手続の実施割合、まちづくり市民アンケートの回答率

５-３-１

協働の推進

目指す姿　  
市民と行政とが対等な立場でともに課題解決に取り組んで
います。

主な取組 ▷ 協働事業提案制度の推進、アダプトプログラム*の推進、公募型補
助金の支給、ふるさと納税型クラウドファンディング*

指標 ▷ 協働により実施する事業に係る相談件数、協働パートナー登録件
数、ふるさと納税型クラウドファンディング*による支援件数　

５-３-２
重 点

基
本
計
画
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基本方針

政策

６ 健全で開かれたまち

透明性の確保と市民の意見を「聴く」市政を推進するとともに、適正に事務
を執行し、デジタル技術を活用しながら、限られた資源を有効に活用する効
率的な行財政運営により、健全で開かれたまちを目指します。
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市民との情報共有

施策 6-1

施策 6-3

施策 6-2
適正な事務の執行

効果的かつ効率的な
行財政運営の推進
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市 民との情 報 共 有市 民との情 報 共 有
　市政への市民参加の促進と行政の透明性の確保のため、ＩＣＴ*の活用等
による情報公開を進めます。広報紙やＳＮＳ*等を活用し、誰もがいつでも
必要な情報にアクセスできるよう努めるとともに、市民にわかりやすい情報
発信を図ります。また、市民の意見を聴く市政を推進します。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 令和６年度に実施した市民意識調査において、市政に対して「とても関心がある」と「関心がある」の合計が、
平成26年度の71.5％から63.7％に低下しており、特に年齢別では18〜29歳で41.1％と低くなっています。

●	 市民意識調査によると、市の情報入手方法については、広報きたもとが90.0％と最も高く、次いで市ホームペー
ジが28.6％、また、市ＳＮＳ*の割合も上昇し、7.9％となっており、市民の関心や情報の入手方法等の変化を
勘案し、多様な媒体を選択しながら効果的な広報を行うことが求められています。

●	 市ホームページやＳＮＳ*を活用した情報発信等、ＩＣＴ*を活用した情報発信を通して行政の透明性の確保を
図ることが重要です。

●	 外国人に対応した多言語化や障がいのある人への合理的配慮*等、誰にとってもわかりやすい情報の提供・発
信が求められています。

●	 市民意識調査によると、市政への市民の意見の反映については、「満足している」又は「やや満足している」割合
は11.9％と低調であり、幅広く市民から意見・要望等を聴き、市政に反映させることが求められています。

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

必要としている市政情報を取得でき
ている市民の割合 98.7％▶▶▶ 99.0％ 市民が市政情報にいつでもアクセス

できる環境をつくること。

市民の声を聴く機会に満足していな
い市民の割合 12.0％▶▶▶ 8.4％ 市民の声を聴く姿勢を推進すること。

６-１
施 策
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広報活動の充実

目指す姿　  市民へ正確にわかりやすく情報が提供されています。

主な取組 ▷ 広報紙の発行、市ホームページ・ＳＮＳ*等による情報発信

指標 ▷ 市ホームページへのアクセス回数、公式ＳＮＳ*等のフォロワー*等
の人数　

６-１-２

広聴活動の充実

目指す姿　  
市民から広く意見を聴き、市政に反映させる体制ができて
います。

主な取組 ▷ 市長への手紙・提言の実施、市長と語る会・ワークショップ等の開催、
市民アンケートの実施、パブリック・コメントの実施

指標 ▷ 市長への手紙・提言の件数、パブリック・コメントの実施件数

６-１-３

基本事業 基本事業 

情報公開の推進

目指す姿　  
積極的に行政情報を公開することにより、行政の透明化が
図られています。

主な取組 ▷ 行政情報の積極的な公表、情報公開・個人情報保護制度の運用、
オープンデータ*の推進

指標 ▷ 情報公開請求による公開件数　

６-１-１

基
本
計
画
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適 正な事 務の執 行適 正な事 務の執 行
　行政事務の信頼を確保するため、法令等に基づく適正な事務執行を行うと
ともに、庁内ネットワークのセキュリティ対策を実施し、行政情報を適切に
管理します。公共サービスの効率化やコスト縮減が必要となる中で、適正で
公正な契約事務の執行や適正な会計処理に努めます。また、公平・公正に選
挙事務を執行するとともに、若年層の投票率の向上を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 ＩＣＴ*の普及に伴い、利便性が向上する一方で、セキュリティ上の脅威への対応体制や対策を強化する必要
があります。

●	 高齢化や人口減少等による財政難が見込まれ、公共サービスの効率化やコスト縮減が進む中で、公契約の適
正化と公共サービスの質の確保・向上が求められています。

●	 選挙の投票率は低下傾向にあります。とりわけ若年層においては、低い水準にとどまっています。市民の意思
が正しく政治に反映されるよう、投票率の向上を目指す取組が求められています。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画 北本市ＤＸ*推進方針

成果指標　成果指標　

基準値指標名 目標値 ねらい

監査による指摘事項の措置率 100％▶▶▶ 100％
事務の執行を適正化すること。

事務事業における事故の発生件数 ３件▶▶▶ ０件

６-２
施 策
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適正で公正な
契約の執行

目指す姿　  
市の発注に関し、より一層の透明性、公平性及び競争性が
高められるとともに、契約の適正な履行が確保されています。

主な取組 ▷ 入札・契約の管理、契約履行検査の実施

指標 ▷
北本市の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく措置件
数、入札による工事等の契約に係る最低制限価格又は低入札価格
の実施割合

６-２-２

適正な会計処理

目指す姿　  会計規則等に基づき適正な会計処理が行われています。

主な取組 ▷ 会計事務研修の実施

指標 ▷ 会計事務研修の参加者数、例月出納検査の指摘件数

６-２-３

適正な選挙事務の
執行

目指す姿　  
公平・公正な選挙が執行され、投票率の向上が図られてい
ます。

主な取組 ▷ 公職選挙法に基づく各種選挙の執行、選挙啓発の実施、若年層向
けの選挙啓発の実施

指標 ▷ 選挙事務に係る事故件数、選挙への関心がある市民の割合　

６-２-４

基本事業 基本事業 

行政情報の
適切な管理

目指す姿　  
・行政文書が適正に管理され、個人情報が保護されています。
・庁内ネットワークを活用した情報の一元化・共有化が図ら

れるとともに、セキュリティ対策が実施されています。

主な取組 ▷
情報資産の保護及び適切な運用、セキュリティに配慮したネット
ワーク管理、グループウェアシステム・財務会計システムの運用管
理、ファイリングシステムの運用管理、個人情報保護の徹底

指標 ▷ 個人情報漏えい件数、情報セキュリティ監査の指摘件数、セキュリ
ティに関する職員研修の受講率

６-２-１

基
本
計
画
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効 果 的かつ効 率 的な効 果 的かつ効 率 的な
行 財 政 運 営の推 進行 財 政 運 営の推 進
　ＰＤＣＡマネジメントサイクル*に基づき、効果的・効率的に事務事業を
実施することで、質の高い行政運営を推進するとともに、事務事業に必要な
財源を確保することで健全な財政運営を推進します。また、公共施設の適正
配置等により効果的かつ効率的な行財政運営を推進するとともに、デジタル
技術の活用により市民の利便性の向上及び業務の効率化を図ります。

施策の
目指す姿

（方向性）

施策を取り巻く環境変化と課題施策を取り巻く環境変化と課題
●	 多くの市民の参画により制定された北本市自治基本条例の規定により、効果的かつ効率的な市政運営を行うた
め、行政評価の結果を反映した市政運営を行うことが求められています。

●	 第六次北本市総合振興計画前期基本計画を着実に推進するに当たっては、指標による進捗を管理しながらＰＤ
ＣＡマネジメントサイクル*を運用していくことが重要です。

●	 限られた人員で最大限の成果を挙げるためには、職員一人ひとりが自律性を高め、能力を発揮できるよう、効
果的な人材育成と適正な人事管理により、組織力の向上を図ることが求められています。

●	 生産年齢人口の減少等に伴い、歳入の減少が見込まれるため、公共施設の適正配置やデジタル技術の活用等
の取組により持続可能な行財政運営を図る必要があります。

●	 令和２年度に国が策定した「自治体ＤＸ*推進計画」（令和６年改定）では、地方公共団体が担う行政サービスに
ついて、デジタル技術やデータ等を活用して住民の利便性を向上させるとともに、業務の効率化を図り、人的
資源を行政サービスの更なる向上につなげていくことが求められています。

●	 他の地方公共団体や民間企業等とのパートナーシップにより、地域の価値を高め、より豊かな市民生活につな
がる行政運営を図る必要があります。

施策に紐づく計画・宣言施策に紐づく計画・宣言

施策に紐づく個別計画　
北本市人材育成基本方針
北本市財政計画
北本市公共施設等総合管理計画

北本市公共施設マネジメント実
施計画
北本市ＤＸ*推進方針

目標値 ねらい

成果指標　成果指標　

基準値指標名

実質公債費比率* 7.8％▶▶▶︎ 9.7％
健全な財政運営を図ること。将来負担比率*

※算定されない場合は「－」と記載 － ▶▶▶ －

公共施設延床面積の削減率 △0.4％▶▶▶ 4.0％
本市の人口規模や財政状況で維
持できる施設総量の最適化を図る
こと。

オンライン手続が可能な手続の件数 46件▶▶▶ 200件 デジタル技術の活用により、市民
サービスの向上を図ること。

６-３
施 策
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広域行政及び
多様な主体との
連携の推進

目指す姿　  
広域や多様な主体との連携により、利便性の高い市民サービス
が提供されるとともに、効率的な行政運営が行われています。

主な取組 ▷ 埼玉県央まちづくり推進協議会への参加、姉妹都市等との交流、
事業者等との連携

指標 ▷ 共同処理している事務の件数、姉妹都市等との交流回数、包括連
携協定に基づき実施した取組件数

６-３-７

人材育成の推進と
適正な人事管理

目指す姿　  効果的な人材育成・適正な人事管理が行われています。

主な取組 ▷ 人材の確保・育成、職員を育てる人員配置、職場環境の整備

指標 ▷ 職員の研修参加率、職員一人当たりの人事評価面談の実施回数　

６-３-２

歳入の確保

目指す姿　  
・課税・収税業務が適正に執行され、税収が確保されてい

ます。
・多様な形態により歳入が確保されています。

主な取組 ▷ 債権管理、滞納整理、適正な申告指導、ふるさと納税の推進

指標 ▷ 市税収納率、市税収納未済額、ふるさと納税寄附額・寄附件数　

６-３-４

基本事業 基本事業 

成果志向に基づく
行政経営の推進

目指す姿　  
環境変化や市民ニーズに対応し、計画的かつ効率的に事務
事業が実施されています。

主な取組 ▷ 事務事業の実施、事務事業評価、評価に基づく事務改善、予算編
成、行政経営会議の開催

指標 ▷ 事務事業評価の対象事業数、行政経営会議の開催回数　

６-３-１

健全な財政運営

目指す姿　  
将来負担を見据えて公債費*が適切に管理され、市民サー
ビス向上のための事業に必要な財源が確保されています。

主な取組 ▷ 財政計画の策定、地方債の発行・償還の適正管理

指標 ▷ 市民一人当たりの基金残高、市民一人当たりの地方債残高

６-３-３
重 点

自治体ＤＸ*の
推進

目指す姿　  
デジタル技術を活用した業務改善により、市民の利便性の
向上及び業務の効率化が図られています。

主な取組 ▷ マイナンバーカードの普及促進、行政手続のオンライン化、
ＡＩ*の活用、デジタル人材の育成、デジタルリテラシー *の向上

指標 ▷ マイナンバーカードの保有枚数率、証明書等に係るコンビニ交付の
利用率、セキュリティに関する職員研修の受講率

６-３-６
重 点

公共施設
マネジメントの
推進 

目指す姿　  
公共施設の計画的な長寿命化に取り組むとともに、施設の
機能や規模が最適化されています。

主な取組 ▷ 公共施設マネジメント実施方針に基づく管理、個別施設計画の推進、
公共施設劣化度調査、統一的な基準による財務書類の作成

指標 ▷ 市民一人当たり市有財産（建物）面積、個別施設計画年次計画決
算額、市民説明の実施回数

重 点

６-３-５

基
本
計
画
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指標一覧

　総合指標は、基本計画全体に係る指標として設定するものです。

北本市が住みやすいと思う市民の割合 ％ 73.5 80.0

北本市に住み続けたいと思う市民の割合 ％ 70.5 80.0

1-1 市の子育て支援策が充実していると
思う子育て世帯の割合 ％ 74.8 75.5

1-1-1
子育て不安
の解消

子育てについて相談できる機関数 箇所 ７ ７

子育て世帯訪問支援事業の
延べ利用日数 日 － －

親子関係形成支援事業の実利用人数 人 10 －

乳児家庭全戸訪問の実施率 ％ 97.4 98.0

1-1-2
子育ての経
済的負担の
軽減

こども医療費の一人当たり支給額 円 32,402 －

ひとり親家庭等医療費の
一人当たり支給額 円 33,123 －

乳児用品（ベビーベッド）貸出事業の
利用率 ％ 37.5 38.0

1-1-3
保育サービ
スの充実

民間保育所等への運営補助金額 千円 116,838 －

保育所等待機児童数 人 ０ ０

特別保育の利用者数 人 5,836 －

1-1-4
こどもの居
場所づくり

児童館の利用者数 人 83,053 85,000

放課後児童クラブ（学童保育室）
登録児童数 人 852 －

地域子育て支援拠点の利用者数 人 52,767 53,000

ファミリー・サポート・センターの
延べ利用者数 人 1,032 －

こどもの居場所の数 箇所 18 －

単位

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

総合指標

●　総合指標

●　施策１－１　子育て支援の充実

■政策１　こどもの成長を支えるまち

 重点

 重点

 重点

※Ｒ８～Ｒ12の欄は策定後の管理に使用する欄で、策定時点では空欄になっています。
※制度改正や社会状況の変化等により必要が生じた場合は、所要の調整を行い管理します。

直近の指標の状況については、
市のホームページよりご確認ください。
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1-3-1
妊娠・出産
に関する保
健・医療の
充実

不妊検査費等の補助件数 件 25 －

妊婦健康診査費等の助成件数 件 48 －

妊婦訪問の回数 回 38 40

産前サポート・産後ケアの利用率 ％ 19.2 20.0

産科医等手当支給支援事業の補助額 円 933,000 －

 重点

1-2
朝食を食べているこどもの割合 ％ 86.5 88.0

障害児通所支援の利用率 ％ 79.7 85.7

1-3

妊婦が妊婦健康診査を受診した回数 回 11.6 12.6

乳幼児健康診査
で精密検査等が
必要とされたこ
どもが必要な医
療を受けた割合

４か月児健診 ％ 100 100

１歳６か月児健診 ％ 80.0 100

３歳児健診 ％ 77.3 100

1-2-1
保健・福祉・
教育の連携
の充実

子ども家庭総合支援会議の開催回数 回 12 12

幼・保・小連携に係る連絡協議会の
開催回数 回 １ １

1-2-2
要配慮家庭
への支援の
充実

個別ケース検討会議の開催回数 回 ７ －

児童虐待の通告義務等についての
啓発物の配布機関数 箇所 132 －

子育て世帯訪問支援事業の
延べ利用日数 日 － －

1-2-3
障がい児福
祉サービス
の充実

障害児通所支援の利用者数 人 2,854 －

医療的ケア児*のための
協議の場等の開催回数 回 ４ ６

障がい児保育の保留児童数 人 ４ ０

単位

単位

単位

単位

施策

施策

基本事業

基本事業

成果指標

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策１－２　支援を必要とするこども・家庭へのきめ細かな取組の充実

●　施策１－３　母子保健とこどもに関する医療の充実

基
本
計
画
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1-3-2
こどもに関
する保健の
充実

健康診査を受診
したこどもの
割合

４か月児健診 ％ 98.2 99.0

１歳６か月児健診 ％ 98.8 99.0

３歳児健診 ％ 97.0 97.5

乳児家庭全戸訪問の実施率 ％ 97.4 98.0

育児相談の実施人数 人 457 －

こどもの定期予防接種の接種件数 件 9,761 －

こどもの任意予防接種費用の
補助件数 件 1,405 －

1-3-3
こどもに関
する医療体
制の充実

小児初期・小児二次救急医療運営費の
負担額 円 8,931,709 －

未熟児養育医療費の支払実人数 人 20 －

こどもにかかりつけ医がいる世帯の
割合 ％ 87.0 95.0

1-4

平均正答率が県を上回った教科の
割合 ％ 71.4 80.0

「学校に行くの
が楽しい」と
肯定的な回答
をした児童*
生徒*の割合

児童* ％ 86.1 90.0

生徒* ％ 82.5 85.0

1-4-1
確かな学力
の育成

北本市営サタデースクールの参加者
割合 ％ 3.8 5.0

教科担任制・チーム担任制の実施率 ％ 63.6 80.0

学力向上に資する教職員研修
（市主催）の実施回数 回 ７ 10

1-4-2
豊かな心と
健やかな体
の育成

新体力テスト総
合評価５ランク
中上位３ランク
の割合

児童* ％ 76.2 87.0

生徒* ％ 78.2 87.0

各校の給食だより（食育含む）の
年間発行回数 回 12 12

人権をテーマとした授業の実施時間数 時間 58 60

校内人権教育研修の実施校数の割合 ％ 100 100

拠点校部活動*数 部 ０ ５

単位

単位

単位

施策

基本事業

基本事業

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策１－４　学校教育の充実

 重点

 重点
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1-4-3
特別支援教
育*の充実

個別支援計画の作成率 ％ 100 100

特別支援教育*コーディネーターの
配置人数 人 11 11

就学支援委員会の実施回数 回 ５ ５

特別支援教育*支援員の配置率 ％ 111 120

1-4-4
教育相談の
推進

身近な相談員
（さわやか相談
員・教育相談員・
学校教育カウン
セラー）による
相談解決率

小学校 ％ 78.9 80.0

中学校 ％ 83.2 85.0

適応指導教室の開設日数（月） 日 18 18

学習支援室（ほっとルーム）の設置数 校 ４ ４

1-4-5
教育環境の
整備

教育委員会に報告された重大事故
（施設設備事故）件数

件 ０ ０

教育委員会に報告された重大事故
（交通事故、負傷・疾病）件数

件 ０ ０

学習用端末の支給率 ％ 100 100

 重点

1-5

自分にはよいところがある
と思う児童*生徒*の割合

児童* ％ 79.4 85.0

生徒* ％ 76.9 80.0

地域に学習の機会と場が
ある児童*生徒*の割合

児童* ％ 41.7 50.0

生徒* ％ 18.7 25.0

1-5-1
家庭の教育
力の向上

児童*生徒*における基本的生活習
慣平均実践項目数*（全７項目） 項目 4.1 4.3

家庭教育学級の実施回数 回 ７ ８

子育て講座の実施回数 回 ７ ７

1-5-2
家庭・地域
との協働に
よる学校運
営の推進

学校公開日の１校当たり平均実施
回数 回 7.2 10

学校運営協議会の１校当たり平均
開催回数 回 4.5 ６

学校応援団の１校当たり平均活動
回数 回 115 120

地域活動室事業の実施回数 回 457 460

単位

単位

単位

施策

基本事業

基本事業

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策１－５　学校・家庭・地域の連携による教育の推進

基
本
計
画
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1-6

北本市子どもの権利に関する条例を
認知している市民の割合 ％ － 60.0

子どもの権利相談窓口を
認知している市民の割合 ％ － 60.0

1-6-1
こどもの権
利に関する
普及・啓発

パンフレットの配布数 冊 864 －

職員研修の実施回数 回 １ ２

1-6-2
こどもの意
見表明・社
会参加の機
会の確保

こどもが意見を表明できる会議の開
催回数 回 ２ －

こどもが意見を表明できる会議に
おけるこどもの延べ参加者数 人 14 －

1-6-3
虐待・体罰・
暴言等の禁
止、いじめ
の防止への
取組

要保護児童対策地域協議会代表者
会議及び実務者会議の実施回数 回 ５ ５

児童生徒健全育成連絡協議会の実
施回数 回 ４ ４

倫理確立委員会（不祥事根絶に係る
研修）の１校当たり平均実施回数 回 15.3 20

1-6-4
こどもの権
利に関する
相談・救済

子どもの権利相談窓口における
相談件数 件 56 －

相談ミニレターの配布数 枚 4,500 6,000

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策１－６　こどもの権利の保障

 重点

1-5-3
こどもの多
様な体験・
学習機会の
充実

こどもの図書館の利用者数（こども
の電子図書館の利用者数を除く） 人 18,247 20,000

子ども大学の実施回数 回 ４ ４

1-5-4
青少年健全
育成の推進

青少年問題協議会の開催回数 回 １ １

青少年指導委員会連絡調整情報交
換会議の開催回数 回 ７ ７

啓発活動の実施回数 回 ３ ３

単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10
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2-1 道路、上・下水道、河川の整備不良に
より発生した人身・物損の事故件数 件 ０ ０

2-1-1
生活道路の
整備充実

生活道路の改良率 ％ 64.8 65.2

生活道路の舗装率 ％ 76.1 76.9

地区要望への対応率 ％ 63.4 100

舗装道路の改修延長 ｍ 2,300 10,000

2-1-2
都市計画道
路の整備
促進

中央通線（Ⅱ期）の用地取得率 ％ ０ 13.3

西仲通線（Ⅰ期）の用地取得率 ％ ０ 44.5

2-1-3
公共下水道

（汚水）の
整備

公共下水道整備率 ％ 87.8 89.0

水洗化率 ％ 99.3 99.5

マンホール耐震化数 基 38 72

2-1-4
雨水排水施
設の整備
充実

勝林雨水３号幹線の整備延長 ｍ 202 382

床上・床下浸水戸数 戸 ０ ０

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策2-1　道路、上・下水道、河川の整備

■政策２　安心・安全で自然と共存する住みやすいまち

 重点

基
本
計
画
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2-2
市民、地域、行政が連携した防災・
減災体制に安心感を持っている市民
の割合

％ － 70.0

2-3

日常生活の中で公共交通が便利で
あると思う市民の割合 ％ － 70.0

人口千人当たりの交通事故件数 件 2.05 1.70

人口千人当たりの犯罪件数 件 6.13 5.00

2-2-1
防災減災意
識の高揚

防災対策の平均準備項目数*
（地震に関する６項目） 項目 － ３

防災訓練の実施件数 件 ２ ２

自主防災組織の活動費への補助件数 件 68 111

2-2-2
災害時の
支援体制の
充実

北本市からの防災通知の登録件数 件 23,339 30,000

防災に関する協定件数 件 62 70

主要備蓄用品*（３品目）の備蓄率 ％ 79.3 100

2-2-3
地域防災力
の向上

自主防災組織の組織率 ％ 74.6 100

防災訓練に参加した市民の割合 ％ 19.2 20

自主防災組織リーダーの人数 人 70 111

避難行動要支援者に係る個別避難
計画の策定割合 ％ 36.6 50.0

2-2-4
強靭な地域
社会の構築

北本市国土強靭化*地域計画に
掲げるＫＰＩ達成率 ％ 82.9 87.0

公共施設の耐震化率 ％ 100 100

ＢＣＰの整備率 ％ 100 100

2-2-5
消防力の
向上

消防水利基準達成率 ％ 59.9 －

消防団員定数充足率 ％ 94.0 100

消防団施設改修・整備件数 件 １ －

単位

単位

単位

施策

施策

基本事業

成果指標

成果指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策2-2　防災・消防の充実

●　施策2-3　交通・防犯・消費者対策の強化

 重点
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2-3-1
市内公共交
通の確保

デマンドバスの利用者数 人 23,775 27,000

地域公共交通計画の策定状況 ％ － 100

2-3-2
鉄道輸送力
の活用

人口に対する１日当たりの
北本駅利用者割合 ％ 25.3 －

北本駅の平日の運行本数 本 225 225

要望項目件数 件 19 －

2-3-3
交通安全・
防犯意識の
高揚

交通安全教室の参加者数 人 961 1,900

キャンペーン等の実施件数 件 ４ ６

防犯対策の平均実践項目数*
（全６項目） 項目 0.96 1.00

地域防犯団体を組織している割合 ％ 74.8 80.0

2-3-4
交通安全施
設・防犯環境
の整備充実

交通安全施設の整備件数 件 68 －

防犯設備（防犯カメラ等）の整備件数 件 ８ 10

2-3-5
安全な消費
生活の確保

消費生活相談件数 件 421 －

北本市消費生活センター相談解決
処理の割合 ％ 97.1 100

単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

 重点

2-4
安全で安らげる空間・住環境となる
ような土地利用や開発等が
なされていると思う市民の割合

％ 59.3 64.3

2-4-1
良好な住環
境及び景観
の誘導

開発行為等に対する指導の実施率 ％ 96.4 100

空き家に関する相談（苦情）件数 件 118 －

2-4-2
公園の整備
充実と緑地
の保全・
活用

市民一人当たりの都市公園面積 ㎡ 10.7 11.0

都市公園の数 箇所 102 106

北本中央緑地の供用率 ％ 77.6 85.0

都市公園バリアフリー化率 ％ 73.2 78.2

2-4-3
安全で環境
負荷の少な
い住宅への
支援

住宅の耐震化率 ％ 91.7 95.0

住宅用省エネルギー設備設置費
補助件数 件 64 77

2-4-4
土地区画整
理事業の
推進

久保特定土地区画整理事業の進捗率 ％ 50.4 75.0

区画整理地内における使用収益
開始率 ％ 43.6 75.0

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策2-4　豊かな住環境の整備

 重点

 重点

基
本
計
画
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2-5 温室効果ガスの総排出量（市全体） 千t-
CO2 250 175.6

2-5-1
自然環境の
保全・活用

生物多様性*に係るモニタリング
及び生き物調査の実施回数 回 ０ ２

環境イベント等の実施回数 回 ０ ４

関係団体等との連携による
保全活動の実施件数 件 ３ ４

森林セラピーの参加者数 人 512 812

2-5-2
脱炭素社
会・循環型
社会に向け
た取組の
推進

市役所の温室効果ガス排出量 t-CO2 3,314 1,809

省エネ家電買い替え費補助件数 件 284 340

公共施設のＬＥＤ化率 ％ 34.8 100

ごみカレンダー配布率 ％ 100 100

廃食油の回収量 L 2,581 3,200

2-5-3
廃棄物の
適正な処理

生ごみ処理機購入補助件数 件 48

資源回収量 t 1,538 －

資源回収奨励金支給総額 千円 11,195 －

ごみカレンダー配布率 ％ 100 100

排出したごみの処理率 ％ 100 100

市民一人当たりのごみ排出量 g/日 769 717

2-5-4
環境衛生の
推進

環境衛生に係る相談対応件数 件 197 －

環境測定調査の実施件数 件 ５ －

合併処理浄化槽設置比率 ％ 41.2 70.6

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策2-5　環境に優しいまちづくりの推進

 重点

 重点

2-6
自然環境と生活環境の調和の
とれたまちづくりができていると
思う市民の割合

％ － 60.0

2-6-1
優良農地の
保全

生産農地面積 ha 515 515

農家数 件 718 718

農地の利用集積率 ％ 4.5 5.0

農業の多面的機能の維持・発揮に
向けた保全活動組織の数 団体 ２ ２

農地と耕作希望者のマッチング数 件 69 150

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策2-6　バランスのとれた土地利用の推進
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単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

2-6-2
商業・業務
地の整備

駅東口の屋根掛け整備の進捗率 ％ － 100

空き店舗等活用補助金の交付件数
（中心市街地） 件 １ －

北本駅周辺のまちづくり満足度 ％ 16.0 31.5

2-6-3
沿道サービ
ス施設の
誘導

一般国道17号・南大通り・上尾道路
（上尾バイパス）・中央通線・西中央
通線・中山道沿道における開発許可
件数（累計）

件 ０ ２

2-6-4
住宅供給の
促進

市街化区域における人口の割合 ％ 78.0 78.3

久保特定土地区画整理地区内の
使用収益開始率 ％ 43.6 75.0

3-1
65歳健康寿命*

男性 年 18.74
（Ｒ５） 19.58

女性 年 21.23
（Ｒ５） 22.19

かかりつけ医がいる人の割合 ％ 81.2 81.2

3-1-1
こころと
からだの
健康づくり
の推進

めざせ！毎日１万歩運動の参加者数 人 1,468 1,600

健康マイスター養成人数（累計） 人 － 180

ゲートキーパー*養成研修の開催回数 回 ２ ２

3-1-2
疾病の
予防・早期
発見

国民健康保険特定健康診査の受診率 ％ 42.2 60.0

後期高齢者健康診査の受診率 ％ 50.4 53.5

健康増進法に基づく健康診査の
受診率 ％ 18.6 21.0

3-1-3
地域医療の
充実

医師会・歯科医師会への補助金額 円 804,828 －

日曜祝日等医療体制整備に係る
委託金額 円 4,377,600 －

3-1-4
感染症予
防・重症化
防止対策の
推進

定期予防接種の接種件数 件 14,334 －

任意予防接種費用の補助件数 件 766 －

3-1-5
国民健康保
険制度の
適正な運営

国民健康保険税の現年分収納率 ％ 95.4 98.3

国民健康保険被保険者の
一人当たり医療費 円 414,844 －

赤字解消のための一般会計からの
法定外繰入金 円 ０ ０

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策3-1　保健・医療の充実

■政策３　健康でいきいきと暮らせるまち

 重点

基
本
計
画
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3-2
自立している高齢者の割合 ％ 83.7 81.7

社会参加している高齢者の割合 ％ 53.0 56.3

3-2-1
生きがいと
社会参加の
促進

シルバー人材センターの会員数 人 387 425

居場所・通いの場の数 箇所 84 94

敬老祝金の支給件数 件 2,707 －

支援している老人クラブの数 団体 32 35

3-2-2
介護予防・
日常生活支
援総合事業
の推進

介護予防・生活支援サービスの
提供件数 件 5,305 －

介護予防ケアマネジメントの実施件数 件 3,340 －

介護予防教室等の開催回数 回 33 38

介護予防サポーターの延べ養成者数 人 192 242

介護予防活動グループへの支援回数 回 25 30

3-2-3
包括的支援
事業の推進

地域包括支援センターによる
相談対応件数 件 17,789 －

地域ケア会議の開催回数 回 12 14

在宅医療・介護連携協議会の開催回数 回 ３ ３

担い手発掘セミナー等の参加者数 人 360 396

認知症サポーターの養成人数（累計） 人 4,389 4,850

3-2-4
介護保険
サービス提
供基盤の整
備促進

地域密着型サービスの利用者数
（月平均実人数） 人 340 449

施設系サービスの利用者数
（月平均実人数） 人 629 786

居住系サービスの利用者数
（月平均実人数） 人 314 371

3-2-5
介護保険制
度の適正な
運営

介護保険料の現年度分徴収率 ％ 99.7 99.8

ケアプラン点検の実施率 ％ 100 100

単位

単位

単位

施策

基本事業

基本事業

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策3-2　高齢者福祉の充実

 重点

 重点

3-1-6
後期高齢者
医療制度の
適正な運営

後期高齢者医療保険料の
現年度分収納率 ％ 99.7 99.8

後期高齢者医療被保険者の
一人当たり医療費 円 853,977 －
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3-3

相談した困りごとの解決が
図られたと感じる市民の割合 ％ 77.1 80.0

福祉活動に参加したことがある
市民の割合 ％ 32.9 50.0

3-4

障害福祉サービス等の利用率 ％ 82.6 84.9

就労を希望し、実際に就労している
障がい者の割合 ％ 55.9 60.8

3-3-1
福祉意識の
醸成

担い手養成講座の開催数 回 17 20

ボランティア登録者数 人 280 330

ボランティア団体数 団体 55 60

3-3-2
重層的支援
体制の整備

福祉総合相談窓口の相談受付件数 件 164 －

重層的支援会議の開催回数 回 ３ ６

連携している支援機関数 箇所 ３ ３

参加支援事業における支援件数 件 ２ －

地域づくり事業における居場所の数 箇所 40 42

3-3-3
多様な交流・
見守り活動
の推進

民生委員・児童委員の充足率 ％ 95.4 100

居場所・通いの場の数 箇所 84 94

避難行動要支援者名簿の同意者の
割合 ％ 49.5 50.0

3-3-4
生活困窮者
への支援施
策の適切な
執行

自立支援プランの策定件数 件 13 －

自立に向けた支援の件数 件 160 －

3-4-1
自立支援の
推進

障害福祉サービス利用者数 人 8,030 －

障がい者グループホームの利用者数 人 886 －

自立支援協議会への参加者数 人 839 889

3-4-2
地域生活支
援事業の
充実

地域生活支援事業の利用者数 人 1,660　　 －

相談支援事業の利用件数 件 4,020 4,200

地域活動支援センターの利用者数 人 2,895 3,000

単位

単位

単位

単位

施策

施策

基本事業

基本事業

成果指標

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策3-3　地域福祉の充実

●　施策3-4　障がい者福祉の充実

 重点

基
本
計
画
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3-4-3
障がい者の
就労・社会
参加支援

障がい者就労支援センターの
就労支援件数 件 397 467

意思疎通支援事業の利用者数 人 1,169 1,200

 重点

3-5

生涯にわたって学習に
取り組んでいる市民の割合 ％ 52.9 60.0

週１回以上のスポーツ実施率 ％ 41.6 50.0

3-5-1
学習機会の
充実

市民大学きたもと学苑への
参加者数 人 2,039 2,100

市役所出前講座の開催回数 回 35 40

人財情報バンク登録者数 人 86 90

3-5-2
スポーツ機
会の充実

スポーツを観戦（オンライン・
動画等を含む。）した市民の割合 ％ 77.8 80.0

各種スポーツ・レクリエーションの
団体数 団体 111 115

各種スポーツ・レクリエーションの
団体会員である市民の割合 ％ 4.37 4.50

3-5-3
芸術・文化
事業の推進

市民文化祭芸術展の来場者数 人 1,885 2,000

市民文化祭文化のつどい参加者数 人 2,434 2,500

きたもとピアノフェスティバルの
参加者数 組 53 55

3-5-4
生涯学習施
設・スポー
ツ施設の適
切な管理と
利用促進

公民館等の稼働率 ％ 48.9 50.0

公民館等の延べ利用者数 人 328,628 340,000

スポーツ施設の稼働率 ％ 55.0 60.0

市民のスポーツ施設の利用率 ％ 3.19 3.21

市民一人当たりの図書館の
図書貸出数 点 4.55 4.70

単位

単位

単位

施策

基本事業

基本事業

成果指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策3-5　生涯学習・スポーツ活動の推進

4-1
25歳から39歳までの社会増減 人 182 200

25歳から39歳までのｍＧＡＰ* － △88 △62

単位施策 成果指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

●　施策4-1　シティプロモーション＊の推進

■政策４　活力あふれるまち
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4-1-1
まちの魅力
の効果的な
発信

各種シティプロモーション*事業の
ＳＮＳ*発信数 回 98 127

シティプロモーション*サイトや
公式ｎｏｔｅ*への投稿回数 回 55 71

4-1-2
地域資源を
活用したま
ちの魅力
創出

市民参加型イベント・ワークショップ
実施回数 回 33 36

市内のマーケットの開催回数 回 83 －

みどりとまつりの参加者数 人 6,000 6,000

4-1-3
ふるさと納
税を活用し
た地域活
性化

ふるさと納税の寄附額 千円 1,357,676 1,400,000

ふるさと納税の寄附件数 件 9,917 10,000

ふるさと納税返礼品出品事業者数 者 41 －

ふるさと納税型クラウドファンディ
ング*による支援件数 件 １ －

4-2-1
付加価値の
高い地域産
業の推進

農業ふれあいセンターの総売上額 千円 413,833 420,000

＆green foodのイベント実施回数 回 ４ ５

認定農業者数 人 41 43

農業従事者一人当たりの農業産出額 万円 218 276

付加価値額（製造業） 万円 3,362,057 －

4-2-2
地域産業に
よるにぎわ
いづくり

農業ふれあいセンターの利用者数 人 273,732 300,000

街バルの参加店舗数 店舗 55 70

きたもと朝市の開催回数 回 12 12

空き店舗等活用補助金の交付件数 件 １ ３

4-2-3
持続可能な
経営の支援

特定創業支援等事業による支援を
受けた市内創業者数 人 ４ ５

農業セミナーの実施回数（累計） 回 ０ ３

4-2-4
企業誘致の
推進

立地相談件数 件 ３ ５

相談支援・情報提供の中から立地に
結びついた件数（累計） 件 ０ １

単位

単位

基本事業

基本事業

指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

 重点

 重点

 重点

 重点

4-2
就業者一人当たりの市内純生産 万円 429.6

（Ｒ４） 435.6

観光入込客数 万人 119 123

単位施策 成果指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

●　施策4-2　地域産業の振興

基
本
計
画
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4-4-1
文化財の
調査・研究

文化財の調査件数 件 ６ ６

調査報告書の刊行数 冊 48 56

4-4-2
文化財の
保存

指定文化財の指定件数 件 57 60

文化財保護審議会の開催回数 回 ４ ４

デーノタメ遺跡に関する整備計画の
策定進捗率 ％ － 100

4-4-3
文化財の
活用

学校教育・社会教育分野で文化財が
活用された件数 件 43 45

ホームページ・ＳＮＳ*・広報紙等へ
の掲載件数

件 27 30

シンポジウム・セミナー・
現地説明会等の開催回数 回 ５ ７

4-4-4
伝統文化の
継承

郷土芸能団体への支援回数 回 ３ ５

郷土芸能大会の参加者数 人 372 381

地域の祭礼及び周辺の催事等で
演目を披露した件数 件 40 40

4-3-1
労働環境改
善の促進

多様な働き方実践企業の
認定事業所数 事業所 41 53

4-3-2
職業能力開
発の支援

労働セミナーの開催件数 件 ２ ３

4-3-3
雇用・就労
対策の推進

就職支援セミナーの開催件数 件 ３ ４

内職相談による就労者数 人 － ３

単位

単位

単位

基本事業

基本事業

基本事業

指標

指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

 重点

4-2-5
観光の振興

宵まつり・産業まつりの参加者数 人 45,000 100,000

森林セラピーの参加者数 人 512 812

みどりとまつりの参加者数 人 6,000 6,000

公式観光サイトのページビュー数 件 391,114 400,000

4-3 市内失業率 ％ 4.3
（Ｒ２） 3.9

単位施策 成果指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

●　施策4-3　就労対策の充実

4-4 市内文化財等の市民の認知割合 ％ 67.3 70.0

単位施策 成果指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

●　施策4-4　文化財の保存・活用
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5-1

平和活動の推進に満足している
市民の割合 ％ －

人権が尊重されているまちだと思う
市民の割合 ％ 61.2 80.0

5-2
地域活動に参加している市民の割合 ％ 24.2

国際交流・異文化交流を経験した
市民の割合 ％ －

単位

単位

施策

施策

成果指標

成果指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策5-1　平和と人権の尊重

●　施策5-2　暮らしを支える地域活動の支援

■政策５　みんなが参加し育てるまち

5-1-1
平和啓発の
推進

平和を考える集いの参加者数 人 1,085 1,700

学校教育において平和啓発を
実施している学校数 校 11 11

5-1-2
人権意識の
高揚

市や公共施設において開催された人
権講座・研修会に参加した市民の人数 人 451 650

職員研修の参加者数 人 52 60

5-1-3
男女共同参
画の推進

市民向け講座の参加者数 人 27 40

市の審議会等に女性が
登用されている割合 ％ 29.0 40.0

女性相談の件数 件 65 －

ＤＶ被害者の相談件数 件 93 －

5-2-1
地域活動の
推進

自治会に加入している世帯の割合 ％ 67.5

自治会への補助金の決算額 千円 1,203 －

コミュニティ協議会への補助金の
決算額 千円 11,000 －

5-2-2
地域活動
拠点の確保

活動場所が確保できている自治会数 団体 90 111

集会施設整備の補助金の決算額 千円 1,893 －

5-2-3
多文化共生
の推進

国際交流ラウンジの外国人参加者の
割合 ％ 21.8 23.0

国際交流ワンナイトステイ登録家庭数 世帯 3

ＡＬＴの配置人数 人 ６ ６

単位

単位

基本事業

基本事業

指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

 重点

基
本
計
画
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5-3
市民参画手続に参画した人数 人 4,856

協働により実施した事業の件数 件 ０ ２

単位施策 成果指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

●　施策5-3　市民参画と協働の充実

5-3-1
市民参画の
推進

市民参画手続の実施割合 ％ 100 100

まちづくり市民アンケートの回答率 ％ 50.0 60.0

5-3-2
協働の推進

協働により実施する事業に係る
相談件数 件 １ ５

協働パートナー登録件数 件 14 19

ふるさと納税型クラウドファンディ
ング*による支援件数 件 １ －

5-3-3
市民公益活
動の推進

市民公益活動支援センターの
利用団体登録数 団体 － 40

支援している市民公益活動団体の数 団体 ２ ４

単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

 重点

6-1

必要としている市政情報を
取得できている市民の割合 ％ 98.7 99.0

市民の声を聴く機会に
満足していない市民の割合 ％ 12.0 8.4

6-2
監査による指摘事項の措置率 ％ 100 100

事務事業における事故の発生件数 件 ３ ０

6-1-1
情報公開の
推進

情報公開請求による公開件数 件 75 －

6-1-2
広報活動の
充実

市ホームページへのアクセス回数 回 1,234,540 －

公式ＳＮＳ*等のフォロワー*等の人数 人 16,241 18,000

6-1-3
広聴活動の
充実

市長への手紙・提言の件数 件 67 －

パブリック・コメントの実施件数 件 ５ －

単位

単位

単位

施策

施策

基本事業

成果指標

成果指標

指標

基準値

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

Ｒ10

●　施策6-1　市民との情報共有

●　施策6-2　適正な事務の執行

■政策６　健全で開かれたまち
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6-2-1
行政情報の
適切な管理

個人情報漏えい件数 件 ０ ０

情報セキュリティ監査の指摘件数 件 １ ０

セキュリティに関する職員研修の
受講率 ％ 100 100

6-2-2
適正で公正
な契約の執
行

北本市の契約に係る入札参加停止
等の措置要綱に基づく措置件数 件 ０ ０

入札による工事等の契約に係る
最低制限価格又は低入札価格
の実施割合

％ － 100

6-2-3
適正な会計
処理

会計事務研修の参加者数 人 16 16

例月出納検査の指摘件数 件 ０ ０

6-2-4
適正な選挙
事務の執行

選挙事務に係る事故件数 件 ０ ０

選挙への関心がある市民の割合 ％ － 50.0

単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10

6-3

実質公債費比率* ％ 7.8 9.7

将来負担比率*
※算定されない場合は「－」と記載 ％ － －

公共施設延床面積の削減率 ％ △0.4 4.0

オンライン手続が可能な手続の件数 件 46 200

6-3-1
成果志向に
基づく行政
経営の推進

事務事業評価の対象事業数 事業 443 －

行政経営会議の開催回数 回 ６ －

6-3-2
人材育成の
推進と適正
な人事管理

職員の研修参加率 ％ － 90.0

職員一人当たりの人事評価面談の
実施回数 回 － ３

6-3-3
健全な財政
運営

市民一人当たりの基金残高 円 114,809 －

市民一人当たりの地方債残高 円 274,902 －

6-3-4
歳入の確保

市税収納率 ％ 98.0 99.1

市税収納未済額 千円 169,380 112,085

ふるさと納税の寄附額 千円 1,357,676 1,400,000

ふるさと納税の寄附件数 件 9,917 10,000

単位

単位

施策

基本事業

成果指標

指標

基準値

基準値

Ｒ８

Ｒ８

Ｒ９

Ｒ９

Ｒ11

Ｒ11

Ｒ12

Ｒ12

目標値

目標値

Ｒ10

Ｒ10

●　施策6-3　効果的かつ効率的な行財政運営の推進

 重点

基
本
計
画
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6-3-5
公共施設マ
ネジメント
の推進

市民一人当たり市有財産（建物）面積 ㎡/人 2.31 －

個別施設計画年次計画決算額 千円 1,251,369 －

市民説明の実施回数 回 ５ －

6-3-6
自治体ＤＸ*
の推進

マイナンバーカードの保有枚数率 ％ 77.1 87.0

証明書等に係るコンビニ交付の
利用率 ％ 39.9 50.0

セキュリティに関する職員研修の
受講率 ％ 100 100

6-3-7
広域行政及
び多様な主
体との連携
の推進

共同処理している事務の件数 件 11

姉妹都市等との交流回数 回 ７ －

包括連携協定に基づき実施した
取組件数 件 48

 重点

 重点

単位基本事業 指標 基準値 Ｒ８ Ｒ９ Ｒ11 Ｒ12 目標値Ｒ10
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資料編

１ 策定経過
２ 北本市総合振興計画審議会・検討委員会等
３ 基本計画に紐づく計画・宣言等
４ 用語解説

133



１  策定経過

４月17日 行政経営会議

６月26日 第１回第六次北本市総合振興計画検討委員会

７月18日 第２回第六次北本市総合振興計画検討委員会

７月23日～８月９日 第１回職員アンケート

８月７日 行政経営会議

８月７日 第１回第六次北本市総合振興計画土地利用構想検討ワーキンググループ

８月26日 第２回第六次北本市総合振興計画土地利用構想検討ワーキンググループ

9月１日～10月31日 意見募集「北本が目指す“まちの未来”について」

9月３日～13日 第３回第六次北本市総合振興計画検討委員会［書面開催］

9月５日～17日 市民意識調査

10月10日 第１回第六次北本市総合振興計画策定に係る人口減少問題ワーキンググループ

10月16日 第３回第六次北本市総合振興計画土地利用構想検討ワーキンググループ

10月23日～28日 第４回第六次北本市総合振興計画土地利用構想検討ワーキンググループ［書面開催］

10月31日 第４回第六次北本市総合振興計画検討委員会

11月７日～11日 第５回第六次北本市総合振興計画検討委員会［書面開催］

11月10日 まちづくり市民ワークショップ（第１日）

11月14日 行政経営会議

11月15日 第２回第六次北本市総合振興計画策定に係る人口減少問題ワーキンググループ

11月20日 第１回北本市総合振興計画審議会

11月26日 第３回第六次北本市総合振興計画策定に係る人口減少問題ワーキンググループ

11月29日～12月３日 第４回第六次北本市総合振興計画策定に係る人口減少問題ワーキンググループ［書面開催］

12月４日～５日 第５回第六次北本市総合振興計画策定に係る人口減少問題ワーキンググループ［書面開催］

12月６日～12日 第６回第六次北本市総合振興計画検討委員会［書面開催］

12月14日 まちづくり市民ワークショップ（第２日）

12月18日 第７回第六次北本市総合振興計画検討委員会

12月20日～26日 行政経営会議［書面開催］

■令和６年度
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■令和７年度

４月４日 第10回第六次北本市総合振興計画検討委員会

４月16日 行政経営会議

４月23日 第１回第六次北本市総合振興計画前期基本計画策定ワーキンググループ

４月25日 第４回北本市総合振興計画審議会

４月25日 第六次北本市総合振興計画基本構想（案）答申

４月30日 第２回第六次北本市総合振興計画前期基本計画策定ワーキンググループ

５月５日 第六次北本市総合振興計画基本構想について（議案第38号）上程

５月19日 第３回第六次北本市総合振興計画前期基本計画策定ワーキンググループ

６月４日 第４回第六次北本市総合振興計画前期基本計画策定ワーキンググループ

６月27日 第六次北本市総合振興計画基本構想について（議案第38号）原案可決

７月１日 第11回第六次北本市総合振興計画検討委員会

７月８日～14日 第12回第六次北本市総合振興計画検討委員会［書面開催］

７月９日 行政経営会議

７月９日～18日 第５回北本市総合振興計画審議会［書面開催］

７月15日～24日 第６回北本市総合振興計画審議会［書面開催］

７月28日 第13回第六次北本市総合振興計画検討委員会

８月５日 行政経営会議

８月18日 第７回北本市総合振興計画審議会

12月23日 第２回北本市総合振興計画審議会

12月27日 第８回第六次北本市総合振興計画検討委員会

１月９日 行政経営会議

１月17日 北本高校の生徒との意見交換会

１月21日 第３回北本市総合振興計画審議会

２月10日～３月14日 第六次北本市総合振興計画基本構想（案）に係るパブリック・コメント手続

２月15日～３月８日 第六次北本市総合振興計画基本構想（案）に係る市民説明会（市内８箇所）

３月14日 第９回第六次北本市総合振興計画検討委員会

３月25日 行政経営会議
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９月１日～30日 第六次北本市総合振興計画前期基本計画（案）に係るパブリック・コメント手続

９月15日 第六次北本市総合振興計画前期基本計画（案）に係る市民説明会

10月７日 第14回第六次北本市総合振興計画検討委員会

10月14日 行政経営会議

10月23日～28日 第15回第六次北本市総合振興計画検討委員会［書面開催］

10月23日～28日 行政経営会議［書面開催］

11月４日 第８回北本市総合振興計画審議会

11月４日 第六次北本市総合振興計画前期基本計画（案）答申

11月27日 第六次北本市総合振興計画前期基本計画について（議案第74号）上程

12月17日 第六次北本市総合振興計画前期基本計画について（議案第74号）原案可決
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（１）北本市総合振興計画審議会規則

２  北本市総合振興計画審議会・検討委員会等

平成21年９月30日規則第28号

改正　　平成28年３月31日規則第15号

令和２年３月23日規則第11号

令和５年３月16日規則第９号

令和６年10月31日規則第43号

　（趣旨）

第１条　この規則は、北本市執行機関の附属機関に関する条例（昭和56年条例第26号）第３条の規　

　定に基づき、北本市総合振興計画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運営に関し必要な

　事項を定めるものとする。

　（組織）

第２条　審議会は、委員16人以内で組織する。

２　委員は、諮問する事項が生じたときに、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

　(１)　知識経験者

　(２)　公共的団体等の代表者

　(３)　公募による市民

　（任期）

第３条　委員の任期は、前条第２項の規定により委嘱された日から当該諮問に係る審議が終了す

　るまでの期間とする。

　（会長及び副会長）

第４条　審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

２　会長は、会務を総理する。

３　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（会議）

第５条　審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、会議の議長となる。

２　会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

４　審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

　（庶務）

第６条　審議会の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

　（委任）

第７条　この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

　　　附　則

　この規則は、平成21年10月１日から施行する。

　　　附　則（平成28年規則第15号）

　この規則は、平成28年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和２年規則第11号）

　この規則は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年３月16日規則第９号）

　この規則は、令和５年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和６年10月31日規則第43号）

　この規則は、公布の日から施行する。
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（２）審議会委員名簿

区分 組織・団体、役職 氏名

第１号委員
（知識経験者）

内閣府地域活性化伝道師 大下　茂

北本市環境審議会　会長 堂本　泰章

北本市こども・子育て会議　会長 森田　満理子

北本市男女共同参画審議会　会長 吉野　道子

北本市教育委員会　教育長職務代理 黒川　範子

北本市文化財保護審議会委員 橋本　裕子

北本市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 地挽　昭則（R６年度）

北本市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 小林　健二（R７年度）

北本市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 坂田　直人

北本市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 加藤　慎二（R６年度）

北本市まち・ひと・しごと創生有識者会議委員 竹松　紀尚（R７年度）

第２号委員
（公共的団体等の代表者）

北本市商工会 髙松　隆士

北本市社会福祉協議会　常務理事 深谷　忍

北本市自治会連合会　顧問 秋葉　清

北本市民生委員・児童委員協議会　会長 熊木　庄吾

北本市農業委員会　会長 横山　信

第３号委員
（公募による市民） 

公募 田上　克義

公募 槙　拓治
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（３）諮問・答申
■諮問

北 政 政 発 第 ４ ３ 号

令和６年１１月２０日　

北本市長　三　宮　幸　雄

北本市総合振興計画審議会

会長　　大　下　　茂　様

第六次北本市総合振興計画（案）について（諮問）

　北本市執行機関の附属機関に関する条例に基づき、第六次北本市総合振興計画基本構想（案）及

び基本計画（案）について、貴審議会の意見を求めます。
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■答申（基本構想）

北 総 審 収 第 １ 号 　

令和７年４月２５日

北本市総合振興計画審議会

会長　大　下　　　茂

北本市長　三　宮　幸　雄　様

第六次北本市総合振興計画基本構想（案）について（答申）

記

　令和６年１１月２０日付北政政発第４３号で諮問のありました第六次北本市総合振興計画基本

構想(案)につきまして、下記のとおり答申します。

１　本審議会は、市長から諮問された第六次北本市総合振興計画基本構想（案）について、慎重に

　審議した結果、審議において示された修正案を含め、その内容は妥当であると認める。

２　新たな総合振興計画がわかりやすく親しみをもちやすいものとなるよう、図やイラストなど

　を用いるとともに、外来語やカタカナ語、行政用語には説明を付すなど工夫すること。

３　基本計画（案）の策定にあたっては、この基本構想（案）に基づき、将来都市像の実現に向け、み

　んなの力で築く、誰にとってもやさしいまちづくりを基本理念とし、市民の意見等に十分配慮

　され、持続可能な行財政運営を意識した上で、着実な実施に努められたい。
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■答申（基本計画）

北 総 審 収 第 １ 号 　

令和７年１１月４日　

北本市総合振興計画審議会

会長　大　下　　　茂

北本市長　三　宮　幸　雄　様

第六次北本市総合振興計画前期基本計画（案）について（答申）

記

　令和６年１１月２０日付北政政発第４３号で諮問のありました第六次北本市総合振興計画前

期基本計画(案)につきまして、下記のとおり答申します。

１　本審議会は、市長から諮問された第六次北本市総合振興計画前期基本計画（案）について、慎　　

　重に審議した結果、これまでの審議内容が十分に反映されたものであり、その内容は妥当であ

　ると認める。

２　序論で掲げた社会環境の変化をはじめ、市民ニーズに対応した基本事業の着実な実施に努め

　られたい。

３　将来都市像の実現に向けて、本計画で掲げた以下の３つの基本的な考え方に十分留意し、関

　連施策の成果指標はもとより、新たに設定した総合指標の向上を図られたい。

　

　⑴　定住人口の維持及び交流人口・関係人口の増加について

　　　人口減少・少子高齢化が続く中でも、基本構想で掲げた「みんなの力で築く、誰にとっても

　　やさしいまちづくり」を体現し、住み続けたいまちづくりを推進するとともに、本市を訪れる

　　人や継続して関わる人を拡大することで、まちの活力の維持・向上に努められたい。

　⑵　地域資源を活かしたまちづくり

　　　本市の象徴である自然環境に対する意見が数多く寄せられたことを踏まえ、次世代に継承

　　されるべき地域資源（生物多様性・歴史・文化など）を大切にするとともに、関連施策を推進さ

　　れたい。

　⑶　持続可能な行財政運営について

　　　今後、厳しい財政運営が見込まれる中、社会情勢等に柔軟に対応し、効果的かつ効率的な行

　　財政運営に努め、本計画を着実に推進されたい。

４　基本計画に掲げる各分野の施策は、互いに密接に関連することから、施策の推進にあたっては、

　組織全体で横断的に取り組まれたい。
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（４）北本市行政経営会議設置規程

平成29年５月８日

訓令第６号

改正　　平成30年３月30日訓令第１号

令和元年９月30日訓令第５号

令和元年11月20日訓令第６号

令和２年３月31日訓令第６号

令和５年３月16日訓令第３号

　（設置）

第１条　行政経営の観点から市の基本的な方針及び政策等について迅速かつ的確に判断すると

　ともに、効率的かつ効果的な行財政運営を図るため、北本市行政経営会議（以下「行政経営会議」

　という。）を設置する。

　（所掌事務）

第２条　行政経営会議は、次に掲げる事項を審議する。

　(１)　市の総合振興計画並びに総合振興計画に基づく重要な施策及び重要な事業計画に関す

　　　ること。

　(２)　予算の編成方針及び予算案に関すること。

　(３)　施策評価、事務事業評価等の行政評価に関すること。

　(４)　行財政運営の基本方針に関すること。

　(５)　行財政改革に関すること。

　(６)　組織、人事、財政等の市政運営の基幹的制度の制定及び改廃に関すること。

　(７)　まち・ひと・しごと創生総合戦略に関すること。

　(８)　前各号に掲げるもののほか、行政経営上、市長が必要と認める事項に関すること。

　（組織）

第３条　行政経営会議は、次に掲げる職にある者をもって組織する。

　(１)　市長、副市長及び教育長

　(２)　部長、参与、会計管理者、市長公室長、政策推進課長、財政課長及び総務課長

　（会議）

第４条　市長は、必要に応じて行政経営会議を招集し、これを主宰する。

２　市長に事故があるとき又は欠けたときは、副市長がその職務を代理する。

３　市長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を求めることが

　できる。

　（臨時の出席者）

第５条　市長は、必要があると認めるときは、第３条各号に掲げる職にある者以外の者を出席さ

　せることができる。

　（決定事項の周知及び遵守等）

第６条　行政経営会議の決定事項は、速やかに職員全体に周知するものとする。ただし、当該決定

　事項の内容が機密を要すると認められるものについては、この限りでない。

２　前項の決定事項を所管する部課長等は、当該決定事項を遵守し、速やかに処理しなければな

　らない。

　（進捗状況の報告）

第７条　前条第２項に規定する部課長等は、当該決定事項の進捗状況について、市長に報告しな

　ければならない。

　（庶務）

第８条　行政経営会議の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

　（委任）
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第９条　この訓令に定めるもののほか、行政経営会議の議事及び運営に関し必要な事項は、市長

　が別に定める。

　　　附　則

　（施行期日）

１　この訓令は、平成29年５月８日から施行する。

　（北本市行政改革推進本部設置規程の廃止）

２　北本市行政改革推進本部設置規程（昭和56年要綱第17号）は、廃止する。

　　　附　則（平成30年訓令第１号）

　この訓令は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和元年訓令第５号）

　この訓令は、令和元年10月１日から施行する。

　　　附　則（令和元年訓令第６号）

　この訓令は、公布の日から施行する。

　　　附　則（令和２年訓令第６号）

　この訓令は、令和２年４月１日から施行する。

　　　附　則（令和５年３月16日訓令第３号）

　この訓令は、令和５年４月１日から施行する。
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（５）第六次北本市総合振興計画検討委員会設置要綱

令和６年５月２９日市長決裁

改正　令和７年４月　１日市長決裁

　（設置）

第１条　第六次北本市総合振興計画（以下「計画」という。）を策定するにあたり、当該計画に係る

　事項について調査し、計画案について幅広く検討するため、第六次北本市総合振興計画検討委

　員会（以下「委員会」という。）を設置する。

２　委員長は、必要に応じて、第六次北本市総合振興計画策定ワーキンググループを設置するこ

　とができる。

　（所掌事務）

第２条　委員会は、次に掲げる事務を所管する。

　（１）計画に係る事項の調査及び計画案の検討に関すること。

　（２）前号に掲げるもののほか、計画を策定するにあたって必要な事項に関すること。

　（構成）

第３条　委員会の構成員は、別表第１に定めるとおりとする。

　（任期）

第４条　委員の任期は、計画の策定が完了するまでとする。

　（委員長及び副委員長）

第５条　委員会に委員長及び副委員長を置き、別表第１に定める者をもって充てる。

２　委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

３　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

　（会議）

第６条　委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

２　委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

３　委員会には、必要に応じて、関係者を出席させることができる。

　（庶務）

第７条　委員会等の庶務は、政策推進部政策推進課において処理する。

　（委任）

第８条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

　　　附　則

１　この要綱は、令和６年６月１日から施行する。

２　この要綱は、第六次北本市総合振興計画書の完成した日が属する年度の末日をもって廃止する。

　　　附　則

　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。

別表第１

区　　分 職　　名

委 員 長 政策推進部長

副委員長 こども健康部副部長

委　　員 総務部税務課長

委　　員 市民経済部副部長

委　　員 福祉部高齢介護課長

委　　員 都市整備部建築開発課長

委　　員 教育部副部長
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３  基本計画に紐づく計画・宣言等

計画名 該当する施策

きたもとこどもいきいき未来プラン（北本市子ども・子育て支援事業計画、
北本市こども計画） 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6

北本市教育振興基本計画 1-1、1-4、1-5、3-5、4-4

北本市子どもの権利に関する行動計画 1-2、1-4、1-5、1-6、5-1

北本市障害者福祉計画 1-2、3-4

北本市障害福祉計画・北本市障害児福祉計画 1-2、3-4

北本市子ども読書活動推進計画 1-5

北本市国土強靭化*地域計画 2-1、2-2

舗装の個別施設計画 2-1

北本市橋梁長寿化修繕計画 2-1

北本市都市計画マスタープラン 2-1、2-3、2-4、2-6

北本市生活排水処理基本計画 2-1、2-5

北本市公共下水道事業経営戦略 2-1

北本市地域防災計画 2-2

国民の保護に関する北本市計画 2-2

北本市避難行動要支援者避難支援全体計画 2-2

北本市災害廃棄物処理計画 2-2、2-5

北本市立地適正化計画 2-3、2-4、2-6

北本市環境基本計画 2-4、2-5

北本市緑の基本計画 2-4、2-5

北本市空家等対策計画 2-4

北本市マンション管理適正化推進計画 2-4

北本市住宅・建築物耐震改修促進計画 2-4

北本市地球温暖化対策実行計画 2-5

北本市森林整備計画 2-5、4-2

北本市分別収集計画 2-5

北本市一般廃棄物処理基本計画 2-5

施策に紐づく個別計画
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計画名 該当する施策

北本市産業振興ビジョン 2-6、4-2、4-3

北本市みんないきいき！健康なまちづくりプラン 3-1

北本市自殺対策推進計画 3-1、3-3

北本市新型インフルエンザ等対策行動計画 3-1

北本市国民健康保険データヘルス計画及び北本市特定健康診査等実施計画 3-1

北本市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 3-2

北本市地域福祉計画 3-3

北本市生涯学習推進計画 3-5、4-4

北本市スポーツ推進計画 3-5

北本市シティプロモーション*推進方針 4-1

北本市農業振興地域整備計画 4-2

北本市鳥獣被害防止計画 4-2

農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 4-2

北本市男女行動計画 5-1

北本市市民公益活動推進計画 5-2、5-3

北本市ＤＸ*推進方針 6-2、6-3

北本市人材育成基本方針 6-3

北本市財政計画 6-3

北本市公共施設等総合管理計画 6-3

北本市公共施設マネジメント実施計画 6-3

宣言名 該当する施策

めざせ日本一、子育て応援都市宣言 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6

北本市人権尊重都市宣言 1-6、5-1

北本市ゼロカーボンシティ宣言 2-4、2-5

世界連邦平和都市宣言 5-1

北本市非核平和都市宣言 5-1

北本市男女共同参画都市宣言 5-1

施策に紐づく宣言
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４  用語解説
数字・アルファベット  該当ページ

４Ｒ

ごみの減量と循環型社会づくりに向けて、ごみになるものは断る（リ
フューズ）、ごみをもとから減らす（リデュース）、繰り返し使う（リユー
ス）、資源として再使用する（リサイクル）という、頭文字に「Ｒ」のある４つ
の取組のこと。

72、73

65歳健康寿命
65歳になった人が、健康で自立した生活を送ることができる期間のこと
で、具体的には、要介護２以上になる前までの期間のこと。

78、123

６次産業化
一次産業としての農林漁業について、二次産業としての製造業、三次産
業としての小売業等との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を
活用した新たな付加価値を生み出す取組のこと。

92、93

8050問題
80代前後の高齢の親が50代前後のひきこもりのこどもの生活を支える
問題のこと。

82

ＡＩ
Artificial Intelligenceの略で、人工的な方法による学習、推論、判断等
の知的な機能の実現及び人工的な方法により実現した当該機能の活用
に関する技術のこと。

113

ＤＸ
Digital Transformationの略で、業務を改善した上で、デジタル技術を
活用することにより、組織、企業文化・風土等を変革すること。

43、94、
110、112、
113、
132、146

ｅコマース
electronic commerce（電子商取引）の略で、主に、インターネットを介
して行われる商品やサービスの売買のこと。

34

ＩＣＴ
Information and Communication Technology の略で、情報通信
技術のこと。ＩＴ（情報技術）に「コミュニケーション」が加わることで、
ネットワーク通信による情報・知識の共有が念頭に置かれた表現。

56、57、
66、108、
110

ＩｏＴ

Internet of Things の略で、モノのインターネットと呼ばれる。日常生
活や経済活動の中にあるあらゆる「モノ」がインターネットでつながり、
遠隔で操作・制御したり、データを収集してビッグデータとして活用した
りできる仕組みのこと。

66

ｍＧＡＰ
住民の地域への推奨・参加・感謝の意欲を定量化したもの。この数値を
測ることにより「地域に真剣になる力」「地域を持続させる熱を持ったし
なやかな土台」の強さを可視化することをねらいとする。

29、90、
126

ｎｏｔｅ
文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しん
で応援できるオンラインのメディアのこと。

91、127

ＰＤＣＡマネジメントサ
イクル

Plan（立案・計画）、Do（実施）、Check（検証・評価）、Act（改善）のサイク
ルを通じて、目標の達成に向けて効果的に業務を推進していくための管
理手法のこと。

27、112

ＳＮＳ
Social Networking Service の略で、利用者間でのコミュニケーショ
ンのため、様々な事業者により提供されるインターネット上のサービス
のこと。

91、93、
97、108、
109、127、
128、130
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あ  行  

アウトリーチ 積極的に対象者のいる場所に出向いて働きかけること。 83

アダプトプログラム 市民と行政との協働による継続的な美化活動の仕組みのこと。 105

医療的ケア児
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けること
が不可欠である児童（18歳未満の者のほか、高等学校等に在籍する18
歳以上の者を含む）のこと。

52、53、
115

オープンデータ
行政機関等が保有する公共データを「機械判読に適したデータ形式」で、
誰もが二次利用を可能とするルールのもと公開されたデータのこと。

109

か  行  

カーボンニュートラル
二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量を減らし、森林等によ
る吸収分を差し引いた排出量を実質ゼロにすること。

11、72

関係人口
定住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や
地域住民と多様に関わる人々。地域に関わってくれる人々のこと。

11、34、42、
72、90、91

基本的生活習慣平均実
践項目数

健康維持や生活リズムの安定を図るために数値化されるもの。代表的
な項目には、睡眠・運動・食事などが含まれ、全国平均値が示されてい
る。また、児童生徒においては、主に睡眠、食事、運動、排便、生活リズム、
メディア利用、健康チェックなどの項目において数値化される。

58、59、
117

拠点校部活動
在籍する中学校に希望する部活動がない場合に、生徒の希望に応じて
他校（拠点校）が活動場所となり実施される部活動のこと。

57、116

クラウドファンディング
インターネット経由等で不特定多数の人から資金を調達する手法の
こと。

42、91、
105、127、
130

ゲートキーパー
自殺の危険を示すサインに気づき、適切な対応（悩んでいる人に気づき、
声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る）を図ることができ
る人のこと。

79、123

公債費 地方公共団体が発行した地方債の元利償還等に要する経費のこと。
21、22、
23、113

合理的配慮

教育や就業、地域生活に平等に参加できるよう、それぞれの障がい特性
や困りごとに合わせて行われる配慮のこと。障がいのある人から求めら
れた場合、行政・学校・企業等の事業者は過度な負担にならない範囲で
合理的な配慮を行うことが求められている。

84、108

交流人口
通勤・通学や買い物、観光等でその地域に訪れる人のこと。「定住人口」
に対する概念のこと。

11、34、42、
72、90、91、
93

国土強靭化
地震や津波、台風などの自然災害に強い国づくり・地域づくりを目指す
取組のこと。行政だけでなく企業・地域・個人での取組や、ハード面だけ
でなくソフト面の取組も含む。

35、64、66、
67、120、
145

コミュニティ・スクール
（学校運営協議会制度）

学校と保護者や地域住民がともに知恵を出し合い、学校運営に意見を
反映させることで、一緒に協働しながらこどもたちの豊かな成長を支え
「地域とともにある学校づくり」を進めるための仕組みのこと。

58、59
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さ  行

再生可能エネルギー
（再エネ）

一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり資源が枯渇しないエ
ネルギー（太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオマス、地熱など）。

70、72、73

ジェンダー 生物学的な性別に対して、社会的・文化的につくられる性別のことを指す。 44、100

自然動態
出生と死亡によって生じる人口の変動のこと。「自然増」は出生が死亡を
上回ること、「自然減」は死亡が出生を上回ることを指す。

15、33

実質公債費比率
地方公共団体の財政規模に対し、借入金の返済額（公債費）が占める割
合。財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための財政指標。

22、112、
131

シティプロモーション
まちを持続的に発展させていくために、地域の魅力を創出し、地域内外
に効果的に訴求し、それにより、人材・物財・資金・情報などの資源をま
ちの内部で活用可能にしていくこと。

42、89、90、
91、126、
127、146

児童
児童福祉法では満18歳に満たない者、学校教育法では満６歳に達した
日の翌日以後における最初の学年の初めから満12歳に達した日の属す
る学年の終わりまでの者（学齢児童）を指す。

17、29、52、
53、56、57、
58、59、
116、117

社会動態
転入と転出によって生じる人口の変動のこと。「社会増」は転入が転出を
上回ること、「社会減」は転出が転入を上回ることを指す。

15、16、33

主要備蓄用品 北本市においては、水・食料・毛布の３品目のこと。 67、120

将来負担比率
地方公共団体の財政規模に対し、将来負担すべき負債額が占める割合。
財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための財政指標。
※算定されない場合は「－」と記載。

22、112、
131

スクールカウンセラー
（ＳＣ）

学校で児童生徒や教職員、保護者の心のケアや相談支援を行う専門家
のこと。主に児童生徒の心の問題（いじめ・不登校・家庭問題など）に対
応し、教育現場での心理的な支援を行う役割を担っている。

57

スクールソーシャル
ワーカー（ＳＳＷ）

児童生徒が抱える問題を解決するために、学校を中心にそのこどもを取
り巻く家庭や地域などの環境へ働きかける福祉の専門職のこと。児童生
徒や保護者への直接的な相談支援から、学校教職員への助言、関係機
関との連携調整、学校内の支援体制構築まで幅広く活動し、福祉的支援
を行う役割を担っている。

57

性的少数者

レズビアン（女性同性愛者）、ゲイ（男性同性愛者）、バイセクシュアル（両
性愛者）、トランスジェンダー（生まれた時の性別と自認する性別が一致
しない人）、クエスチョニング（自分自身のセクシュアリティを決められ
ない、分からない、又は決めない人）等、性的指向や性自認において、社
会的には少数派となる人たちのこと。

100

生徒
学校教育法では、小学校又は特別支援学校の小学部の課程を終了した
日の翌日後における最初の学年の初めから満15歳に達した日の属する
学年の終わりまでの者（学齢生徒）を指す。

17、29、56、
57、58、59、
116、117

生物多様性
自然生態系を構成する生物種の多様性や、その遺伝子の多様性、また
様々な生態系が存在するという意味での多様性まで含めた、包括的な
概念のこと。

11、44、72、
73、122

資
料
編
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た  行

団塊ジュニア世代

昭和46（1971）年～昭和49（1974）年頃の第二次ベビーブームに生ま
れた世代を指す。団塊の世代のこども世代にあたる。なお、団塊の世代
は、昭和22（1947）年～昭和24（1949）年頃の第一次ベビーブームに生
まれた世代を指し、他世代に比較して人数が多い。

80

地域共生社会
住民が抱える福祉課題に対し、ボランティア、ＮＰＯ、地域活動団体等が
分野を超えてつながり支え合うことで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく社会のこと。

82

デジタルデバイド
インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用でき
ない者との間に生じる格差のこと。情報格差。

11、86

デジタルリテラシー デジタル技術に関する知識を持ち、活用できる能力のこと。 113

特別支援教育

障がいのある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を
支援するという視点に立ち、一人ひとりの教育的ニーズを把握し、その
持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な
指導及び必要な支援を行う教育のこと。

57、117

は  行

フォロワー
ソーシャルメディアにおいて、特定のユーザーの投稿内容を見られるよ
うに登録した人のこと。

109、130

防災対策の平均準備項
目数

まちづくり市民アンケートにおいて把握する、市民が実施している防災
対策の項目数のこと。具体的には、家具の転倒防止対策、災害時の家族
との連絡方法の確認、防災アプリや北本メール（防災）の登録、防災訓練
への参加、避難場所の確認、自宅での食糧等の備蓄の６項目における平
均準備項目数。

67、120

防犯対策の平均実践項
目数

まちづくり市民アンケートにおいて把握する、市民が実施している防犯
対策の項目数のこと。具体的には、北本メール（防犯）への登録、自転車
へのダブルロック、警備会社のホームセキュリティ、門灯等照明設備の
整備、防犯グッズの携帯、防犯ガラスの設置・防犯フィルムの貼り付けの
6項目における平均実践項目数。

69、121

や  行

ヤングケアラー
本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に
行っているこどものこと。

53

ら  行

緑被率
樹木・樹林、草地、農地で覆われる土地の面積割合のこと。北本市全体
の緑被率は平成29年時点で48.2％（北本市緑の基本計画より）。

43
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総合振興計画

第六次

北本市
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